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(57)【要約】
　少なくとも輸送、在宅ヘルスケア、ホテル、電子商取
引、配送、ならびに他の商品および／またはサービス産
業において、カスタマイズ可能なデータ処理のためにデ
ータベースにリンクされている分散型構造システム内の
共有データアクセス層のための転換可能なソフトウェア
アプリケーション管理システムが提供される。サービス
会社の対象体をディスパッチするためのディスパッチサ
ービス提供者（ＤＳＰ）アプリケーションが提供され、
ホワイトラベルアプリおよび能率化された／効率的なデ
ィスパッチシステムを使用して、ＤＳＰとサービス会社
との間の協力関係を促進する効率的なモバイルアプリを
提供する。顧客は、全てが同じディスパッチソフトウェ
アを使用している、複数のサービス会社、ホワイトラベ
ル会社、および／またはＤＳＰからのサービス提供者に
アクセスするために、単一のモバイルアプリをダウンロ
ードするか、または利用するだけで良い。これは、複数
のモバイルアプリケーションを必要とすることなく、顧
客が自分のニーズに適したサービス提供者を見つける可
能性を高め、サービス実体がさらなる顧客に到達して、
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ画面を含むコンピューティング装置であって、
　　前記コンピューティング装置のグラフィカルユーザーインタフェース（ＧＵＩ）上に
、カスタマイズ可能なフロントエンドを有する第１のアプリケーションプログラムを表す
アプリケーション画像を表示することであって、前記第１のアプリケーションプログラム
はサービス実体と関連付けられていることと、
　　前記アプリケーション画像がユーザーによって選択されると、前記ユーザーによって
第１のアプリケーション状態と第２のアプリケーション状態との間で切り替えるために選
択可能な少なくとも１つのトグルを示している対話型電子インタフェースを前記ＧＵＩ上
に表示することにより、前記アプリケーションプログラムを起動し、かつ
　　　前記第１のアプリケーション状態の選択に応答して、前記ユーザーと関連付けられ
たサービス要求に合致する前記サービス実体の１つ以上の対応可能な対象体の識別を含む
対話型電子インタフェースを表示すること、または
　　　前記第２のアプリケーション状態の選択に応答して、前記ユーザーと関連付けられ
た前記サービス要求に合致する複数のサービス実体の１つ以上の対応可能な対象体の識別
を含む前記対話型電子インタフェースを表示することであって、前記複数のサービス実体
はネットワークを介して通信可能に結合されている、表示すること、
のうちの１つを行うことと
を行うように構成された、コンピューティング装置。
【請求項２】
　前記装置は、前記第２のアプリケーション状態の前記選択に応答して、
　　前記対話型電子インタフェース上に、前記複数のサービス実体を含む選択可能なメニ
ューを表示することと、
　　前記複数のサービス実体の少なくとも１つの選択に応答して、前記ユーザーと関連付
けられた前記サービス要求に合致する１つ以上の対応可能な対象体の識別を表示すること
であって、前記１つ以上の対応可能な対象体は、前記複数のサービス実体のうちの前記選
択された１つ以上に対応する、表示することと
を行うようにさらに構成される、請求項１に記載のコンピューティング装置。
【請求項３】
　前記装置は、前記第１のアプリケーション状態または前記第２のアプリケーション状態
の前記選択に応答して、
　　前記対話型電子インタフェース上に、少なくとも１つ以上の調整可能な検索パラメー
タを示すメニューを表示することであって、前記１つ以上のパラメータの各々は、前記１
つ以上のパラメータの各々が前記ディスプレイ画面上で同時に見られる表示機能を開始す
るために選択可能であり、前記１つ以上の検索パラメータの少なくとも１つを示す前記ユ
ーザーからの１つ以上の入力に応答して、前記複数のサービス実体の前記１つ以上の対応
可能な対象体の前記識別を含む前記対話型電子インタフェースを表示する、メニューを表
示すること
を行うようにさらに構成される、請求項１に記載のコンピューティング装置。
【請求項４】
　前記装置は、前記ユーザーによる前記１つ以上の入力に応答して、
　　前記インタフェース上に、前記ユーザーによって選択された前記１つ以上の調整可能
な検索パラメータに従い、前記複数のサービス実体の前記１つ以上の対応可能な対象体の
各々に対応するインジケータの１つ以上のセットを表示することであって、インジケータ
の前記１つ以上のセットは前記ユーザーによって選択可能である、表示すること
を行うようにさらに構成される、請求項３に記載のコンピューティング装置。
【請求項５】
　前記１つ以上の対応可能な対象体は、（ｉ）前記１つ以上の対応可能な対象体、（ｉｉ
）サービス実体、または（ｉｉｉ）前記サービス要求と関連付けられた前記ユーザー、に
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関連した１つ以上のサービス関連要因に基づいて前記サービス要求と合致し、前記１つ以
上のサービス関連要因は
　　（ａ）前記１つ以上の対応可能な対象体もしくは前記サービス実体の１つ以上の任意
選択で事前に設定された好み、
　　（ｂ）前記１つ以上の対応可能な対象体もしくは前記サービス実体の１つ以上の任意
選択で事前に設定された制限、お気に入りユーザーリスト、好ましいユーザーリスト、も
しくはユーザーブラックリスト、または
　　（ｃ）前記ユーザーの、１つ以上の任意選択で事前に設定された好み、お気に入り対
象体リスト、お気に入りサービス実体リスト、好ましい対象体リスト、好ましいサービス
実体リスト、対象体ブラックリスト、もしくはサービス実体ブラックリスト、
の少なくとも１つを含む、
請求項１に記載のコンピューティング装置。
【請求項６】
　前記装置は、前記１つ以上の対応可能な対象体の前記識別を表示する前に、
　　アプリケーションプログラムを介して前記サービス要求を受信して、前記サービス要
求をデータベース内に格納し、かつ
　　　（ｉ）前記第１のアプリケーション状態の前記選択に応答して、前記アプリケーシ
ョンプログラムを介して、前記サービス実体に割り当てられた前記データベースの少なく
とも一部に問い合わせを行い、前記サービス実体と関連付けられた１つ以上の対応可能な
対象体を識別すること、または
　　　（ｉｉ）前記第２のアプリケーション状態の前記選択に応答して、前記アプリケー
ションプログラムを介して、前記複数のサービス実体に割り当てられた前記データベース
の１つ以上の部分に問い合わせを行い、前記複数のサービス実体と関連付けられた１つ以
上の対応可能な対象体を識別すること
を行うようにさらに構成される、請求項１に記載のコンピューティング装置。
【請求項７】
　前記装置は、前記１つ以上の対象体のうちの１つの対象体を前記サービス要求に割り当
てる場合に、
　　少なくとも（ｉ）１つの対象体または（ｉｉ）１つのサービス実体が、前記サービス
関連要因に基づいて適合しないために前記サービス要求に割り当てられるのを妨げること
と、
　　前記サービス要求を、前記サービス関連要因に基づいて前記１つ以上の対応可能な対
象体のうちの前記１つの対象体と合致させることと、
　　前記１つ以上の対応可能な対象体のうちの前記１つの対象体を複数の所定の規則に基
づいて前記サービス要求に割り当てることと
を行うようにさらに構成される、請求項５に記載のコンピューティング装置。
【請求項８】
　前記装置は、
　　全地球測位システム（ＧＰＳ）追跡を用いて、前記サービス要求と関連付けられた前
記ユーザーの位置に関して前記１つ以上の対象体の近接性を判断することと、
　　前記サービス要求を、前記位置の前記近接性に基づいて前記１つ以上の対象体の１つ
に伝達することと、
　　前記１つ以上の対象体の前記１つから引受けを受信することと、
　　前記１つ以上の対象体の前記１つを前記サービス要求に割り当てることと
を行うようにさらに構成される、請求項１に記載のコンピューティング装置。
【請求項９】
　前記第１のアプリケーションプログラムおよび前記複数のサービス実体と関連付けられ
た各アプリケーションプログラムは、独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドを
有し、かつ
　前記独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドは、アプリケーション名、アイコ
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ン、会社ロゴ、スクリーンショット、または記述の少なくとも１つとして表現される、
請求項１に記載のコンピューティング装置。
【請求項１０】
　前記対話型電子インタフェースは、対話型電子地図インタフェースを含む、請求項１に
記載のコンピューティング装置。
【請求項１１】
　カスタマイズ可能なデータ処理のためにデータベースにリンクされて、分散型構造シス
テム内に共有データアクセス層を有するコンピューティングプラットフォームであって、
前記プラットフォームは、
　　ネットワークに通信可能に結合されて、プロセッサと、少なくとも第１のサービス実
体および第２のサービス実体に割り当てられた部分を含む分割されたデータベースと、コ
ンピュータ可読命令がその中に格納された少なくとも１つの持続性コンピュータ可読記憶
媒体とを含むサーバーを備え、前記プロセッサは前記コンピュータ可読命令を実行して、
　　　ユーザーのリモートコンピューティング装置のグラフィカルユーザーインタフェー
ス（ＧＵＩ）上に、第１のアプリケーションプログラムまたは第２のアプリケーションプ
ログラムを代表するアプリケーション画像を表示することであって、前記第１のアプリケ
ーションプログラムは前記第１のサービス実体と関連付けられ、前記第２のアプリケーシ
ョンプログラムは前記第２のサービス実体と関連付けられており、かつ前記第１のアプリ
ケーションプログラムおよび前記第２のアプリケーションプログラムは独立していてカス
タマイズ可能なフロントエンドを有する、表示することと、
　　　前記第１のアプリケーションプログラムを起動するための前記ユーザーの選択を受
信すると、前記ユーザーによって第１のアプリケーション状態と第２のアプリケーション
状態との間で切り替えるために選択可能な少なくとも１つのトグルを示す対話型電子イン
タフェースを表示することであって、
　　　　（ｉ）前記ユーザーによる前記第１のアプリケーション状態の選択に応答して、
前記ユーザーと関連付けられたサービス要求に合致する前記第１のサービス実体の１つ以
上の対応可能な対象体の識別を含む前記対話型電子インタフェースを表示すること、また
は
　　　　（ｉｉ）前記ユーザーによる前記第２のアプリケーション状態の選択に応答して
、前記サービス要求に合致する前記第１または第２のサービス実体の前記１つ以上の対応
可能な対象体の識別を含む前記対話型電子インタフェースを表示することであって、前記
１つ以上の対応可能な対象体は前記第１のサービス実体または前記第２のサービス実体の
少なくとも１つに対応する、表示することと、
　　　前記ユーザーにより前記１つ以上の対応可能な対象体のうちの１つの対象体の選択
を受信することと、
　　　前記ユーザーのサービス要求を実行するために前記１つの対象体を割り当てること
と
を行う、コンピューティングプラットフォーム。
【請求項１２】
　前記装置は、前記第２のアプリケーション状態の前記選択に応答して、
　　前記対話型電子インタフェース上に、前記ユーザーによって選択可能な少なくとも前
記第１のサービス実体および前記第２のサービス実体を含む選択可能なメニューを表示す
ることであって、前記第１または第２のサービス実体の１つ以上の対応可能な対象体の前
記識別の前記表示は、前記第１および第２のサービス実体の前記選択された１つ以上に対
応する、表示すること
を行うようにさらに構成される、請求項１１に記載のコンピューティングプラットフォー
ム。
【請求項１３】
　前記第１のアプリケーションプログラムおよび前記第２のアプリケーションプログラム
は、共有バックエンドアプリケーションソフトウェアコードベースを含む少なくとも部分
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的に共有されたバックエンドサーバーに前記ネットワークを介して通信可能にリンクされ
る、請求項１１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記第１のアプリケーション状態または前記第２のアプリケーショ
ン状態の前記選択に応答して、前記コンピュータ可読命令をさらに実行して、
　　前記対話型電子インタフェース上に、少なくとも１つ以上の調整可能な検索パラメー
タを示すメニューを表示し、前記１つ以上のパラメータの各々は、前記１つ以上のパラメ
ータの各々が前記ディスプレイ画面上で同時に見られる表示機能を開始するために選択可
能である、
請求項１１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項１５】
　前記１つ以上の検索パラメータの少なくとも１つを示す前記ユーザーからの１つ以上の
入力に応答して、前記１つ以上の対応可能な対象体の前記識別を含む前記対話型電子イン
タフェースを表示する、請求項１４に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記ユーザーによる前記１つ以上の入力に応答して、前記コンピュ
ータ可読命令をさらに実行して、
　　前記インタフェース上に、前記１つ以上の調整可能な検索パラメータに対して前記ユ
ーザーによって提供された１つ以上の入力に従い、（ｉ）前記１人以上の対応可能なサー
ビス提供者の最大数、（ｉｉ）前記ユーザーの位置に到着するための時間範囲内の前記１
人以上の対応可能なサービス提供者、（ｉｉｉ）前記位置に到着するための距離範囲内の
前記１人以上の対応可能なサービス提供者、または（ｉｖ）前記時間範囲もしくは前記距
離範囲内の１人以上の追加のユーザー、のうちの１つ以上の識別を表示する、
請求項１４に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項１７】
　前記１つ以上の対応可能な対象体は、（ｉ）前記１つ以上の対応可能な対象体、（ｉｉ
）前記第１もしくは第２のサービス実体、または（ｉｉｉ）前記サービス要求と関連付け
られた前記ユーザー、に関連した１つ以上のサービス関連要因に基づいて前記サービス要
求と合致し、前記１つ以上のサービス関連要因は
　　（ａ）前記１つ以上の対応可能な対象体または前記第１もしくは第２のサービス実体
の１つ以上の任意選択で事前に設定された好み、
　　（ｂ）前記１つ以上の対応可能な対象体または前記第１もしくは第２のサービス実体
の１つ以上の任意選択で事前に設定された制限、お気に入りユーザーリスト、好ましいユ
ーザーリスト、もしくはユーザーブラックリスト、あるいは
　　（ｃ）前記ユーザーの、１つ以上の任意選択で事前に設定された好み、お気に入り対
象体リスト、お気に入りサービス実体リスト、好ましい対象体リスト、好ましいサービス
実体リスト、対象体ブラックリスト、またはサービス実体ブラックリスト、
の少なくとも１つを含む、請求項１１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、前記１つ以上の対象体の前記表示の前に、前記コンピュータ可読命
令をさらに実行して、
　　全地球測位システム（ＧＰＳ）追跡を用いて、前記サービス要求と関連付けられた前
記ユーザーの位置に関して前記１つ以上の対象体の近接性を判断することと、
　　前記サービス要求を、前記位置の前記近接性に基づいて前記１つ以上の対象体の１つ
に伝達することと
を行う、請求項１１に記載のコンピューティング装置。
【請求項１９】
　前記第１のアプリケーションプログラムおよび前記第２のアプリケーションプログラム
は独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドを有し、かつ
　前記独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドは、アプリケーション名、アイコ
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ン、会社ロゴ、スクリーンショット、または記述の少なくとも１つとして表現される、
請求項１１に記載のコンピューティング装置。
【請求項２０】
　前記対話型電子インタフェースは、対話型電子地図インタフェースである、請求項１１
に記載のコンピューティング装置。
【請求項２１】
　カスタマイズ可能なデータ処理のためにデータベースにリンクされて、分散型構造シス
テム内に共有データアクセス層を有するコンピューティングプラットフォームであって、
前記プラットフォームは、
　　ネットワークに通信可能に結合されて、プロセッサと、少なくとも第１のサービス実
体および第２のサービス実体に割り当てられた部分を含む分割されたデータベースと、コ
ンピュータ可読命令がその中に格納された少なくとも１つの持続性コンピュータ可読記憶
媒体とを含むサーバーを備え、前記プロセッサは前記コンピュータ可読命令を実行して、
　　　第１のアプリケーションプログラムを介してサービス要求を受信することであって
、前記第１のアプリケーションプログラムは前記第１のサービス実体に対応し、前記ネッ
トワークを介して、前記サーバーに通信可能にリンクされている、受信することと、
　　　前記第１のアプリケーションプログラムを介して前記サービス要求を前記データベ
ース内に格納することと、
　　　第１のアプリケーション状態における前記第１のアプリケーションプログラムを介
して、前記第１のサービス実体に割り当てられた前記データベースの少なくとも第１の部
分に問い合わせを行い、前記サービス要求に合致する前記第１のサービス実体と関連付け
られた１つ以上の対象体を識別することと、
　　　前記データベースの前記第１の部分内で前記１つ以上の対象体を識別しないことに
応答して、前記第１のアプリケーションプログラムの第２のアプリケーション状態に切り
替えて前記第２のサービス実体に割り当てられた前記データベースの少なくとも第２の部
分に問い合わせを行い、前記第２のサービス実体と関連付けられた１つ以上の対象体を識
別することと、
　　　前記第２の実体と関連付けられた前記１つ以上の対象体を識別することに応答して
、前記データベースの前記第２の部分から、（ｉ）前記第２のサービス実体と関連付けら
れた前記１つ以上の対象体、（ｉｉ）前記第２のサービス実体、または（ｉｉｉ）前記サ
ービス要求と関連付けられたユーザー、に関連した１つ以上のサービス関連要因を取得す
ることと、
　　　前記サービス要求を、前記１つ以上のサービス関連要因に基づいて前記第２のサー
ビス実体と関連付けられた前記１つ以上の対象体の１つの対象体と合致させることと、
　　　前記合致に基づき、かつ複数の所定の規則に従って、前記１つの対象体を前記サー
ビス要求に割り当てることと
を行う、コンピューティングプラットフォーム。
【請求項２２】
　前記プロセッサは前記コンピュータ可読命令をさらに実行して、
　　実体と関連付けられた前記１つの対象体を識別しないか、または前記実体によって前
記１つの対象体を前記サービス要求に割り当てることができないことに応答して、前記プ
ラットフォームの１つ以上の他の実体と関連付けられた１つ以上の対象体を前記データベ
ースで検索するために、前記実体によって事前に設定された、１つ以上の実体好み規則を
適用し、前記１つ以上の実体好み規則は、前記実体の少なくとも１つの条件を指示し、か
つ前記実体が前記１つ以上の実体好み規則を欠いている結果として前記プラットフォーム
の既定の規則が適用される、
請求項２１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項２３】
　前記１つ以上の対応可能な対象体は、（ｉ）前記１つ以上の対応可能な対象体、（ｉｉ
）前記第１もしくは第２のサービス実体、または（ｉｉｉ）前記サービス要求と関連付け
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られた前記ユーザー、に関連した１つ以上のサービス関連要因に基づいて前記サービス要
求と合致し、前記１つ以上のサービス関連要因は
　　（ａ）前記１つ以上の対応可能な対象体の１つ以上の任意選択で事前に設定された好
みもしくは制限、お気に入りユーザーリスト、好ましいユーザーリスト、またはユーザー
ブラックリスト、
　　（ｂ）前記第１もしくは第２のサービス実体の１つ以上の任意選択で事前に設定され
た好みもしくは制限、お気に入りユーザーリスト、好ましいユーザーリスト、またはユー
ザーブラックリスト、あるいは
　　（ｃ）前記ユーザーの、１つ以上の任意選択で事前に設定された好み、お気に入り対
象体リスト、お気に入りサービス実体リスト、好ましい対象体リスト、好ましいサービス
実体リスト、対象体ブラックリスト、もしくはサービス実体ブラックリスト、
の少なくとも１つを含む、
請求項２１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項２４】
　前記プロセッサは前記コンピュータ可読命令をさらに実行して、前記１つ以上の対象体
のうちの前記１つを前記サービス要求に割り当てる場合に、
　　少なくとも（ｉ）１つの対象体もしくは（ｉｉ）１つのサービス実体が、前記１つ以
上の任意選択で事前に設定された制限に基づいて適合しないために、または前記ユーザー
の前記対象体ブラックリスト、前記ユーザーの前記サービス実体ブラックリスト上に含ま
れているために、または前記ユーザーが前記ユーザーブラックリスト上に含まれているた
めに、前記サービス要求に割り当てられるのを妨げる、
請求項２１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、前記１つ以上の対象体の前記１つを前記サービス要求に割り当てる
前に、前記コンピュータ可読命令をさらに実行して、
　　全地球測位システム（ＧＰＳ）追跡を用いて、前記ユーザーの位置に関して前記１つ
以上の対象体の近接性を判断することと、
　　前記サービス要求を、前記位置の前記近接性に基づいて前記１つ以上の対象体の前記
１つに伝達することと、
　　前記１つ以上の対象体の前記１つから引受けを受信することと
を行う、請求項２１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項２６】
　前記第１の実体が前記１つ以上の対象体を識別できなかったか、または前記１つ以上の
対象体の前記１つを割り当てることができなかったと判断すると、前記プロセッサは前記
コンピュータ可読命令をさらに実行して、
　　前記少なくとも１つのサービス要求と関連付けられた前記ユーザーと前記プラットフ
ォームとの間の通信を生成し、前記通信は、前記第２のサービス実体に割り当てられた前
記データベースの少なくとも第２の部分に問い合わせを行うために前記顧客からの許可を
要求して、前記第２のサービス実体と関連付けられた１つ以上の対象体を識別する、
請求項２５に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項２７】
　前記プロセッサは前記コンピュータ可読命令をさらに実行して、
　　前記ユーザーによって前記サービス要求を提出するために元々使用されたアプリケー
ションプログラムを追跡することであって、前記サービス要求は前記アプリケーションプ
ログラムを通して提出された前記当初のサービス要求であった、追跡することと、
　　前記複数の所定の規則に従い、前記アプリケーションプログラムと関連付けられた実
体に、オリジネーション報酬を定期的に提供することと
を行う、請求項２１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項２８】
　前記１つ以上の対象体の前記１つを割り当てる際に、前記プロセッサは前記コンピュー
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タ可読命令をさらに実行して、
　　前記第１または第２のサービス実体と関連付けられた前記１つ以上の対象体に対して
重み付け優先度を確立することであって、前記重み付け優先度は、複数の所定の規則に従
い、前記１つ以上のサービス関連要因の各々に対して割り当てられた重みに基づく、重み
付け優先度を確立することと、
　　前記１つ以上の対象体の各対象体に対する優先度割当てを含む前記１つ以上の対象体
に対してデータテーブルを生成することであって、前記データテーブルは、前記複数の所
定の規則に従い、前記重み付け優先度、および前記サービス要求を引き受けるための対象
体の可用性、前記サービス要求に対する対象体タイプ、または前記１つ以上の対象体の各
対象体に対するユーザータイプの少なくとも１つを含む別の要因に基づき、前記サービス
要求と前記１つ以上の対象体の各対象体の間で、重みに関して表現された、ランク付けさ
れた適合性を含むことと、
　　前記重み付け優先度および前記複数の所定の規則に従い、前記第１または第２のサー
ビス実体と関連付けられた前記１つ以上の対象体の前記１つを前記サービス要求に割り当
てることと
を行う、請求項２１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項２９】
　前記サーバーは、共有データアクセス層としてフォーマットされた共有バックエンドア
プリケーションソフトウェアコードベースをさらに含み、
　前記第１のアプリケーションプログラムおよび前記第２のサービス実体に対応する第２
のアプリケーションプログラムは、前記共有バックエンドコードベースに動作可能に結合
されていることにより同一のバックエンド構成を備えている、
請求項２１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【請求項３０】
　前記プラットフォームと関連付けられたプラットフォームアプリケーションプログラム
、前記第１のアプリケーションプログラム、および第２のアプリケーションプログラムは
、独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドを有し、かつ
　前記独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドは、アプリケーション名、アイコ
ン、会社ロゴ、スクリーンショット、または記述の少なくとも１つとして表現される、
請求項２１に記載のコンピューティングプラットフォーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１８年７月３日に出願されて「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　
ＦＯＲ　Ａ　ＣＯＮＶＥＲＴＩＢＬＥ　ＵＳＥＲ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ」というタイ
トルの米国特許出願第１６／０２６，９９６号に基づき、それに対する優先権を主張し、
それは、２０１８年１月２５日に出願されて「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　Ｆ
ＯＲ　ＡＮ　ＩＭＰＲＯＶＥＤ　ＣＵＳＴＯＭＩＺＡＢＬＥ　ＤＩＳＰＡＴＣＨＩＮＧ　
ＳＥＲＶＩＣＥ」というタイトルの米国仮特許出願第６２／６２１，９８８号に対する優
先権を主張し、それらの出願の内容全体が参照により全体として本明細書に組み込まれる
。
【０００２】
　本明細書における実施形態は、転換可能なソフトウェアアプリケーション管理システム
、プラットフォーム、方法、およびその表示に関し、より詳細には、少なくとも輸送、在
宅ヘルスケア、ホテル、運送、食品、エンターテインメント、および他のサービス産業に
おいて、ユーザーアプリケーションのためのカスタマイズ可能なデータ処理用の分散型構
造システム内に共有データアクセス層を有する方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
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　モバイルアプリケーション（アプリ）を通して旅行を予約するか、または他のサービス
を要求することは、ますます人気が高まっている周知のプロセスである。地域マーケット
内での需要の高まりは、自動車サービス会社および他のサービス関連ビジネスが、開発か
らマーケットへの短いタイムラインでアプリを請け負う会社を探す動機となっている。結
果として、かかるビジネスはしばしば、「ホワイトラベル（ｗｈｉｔｅ　ｌａｂｅｌ）」
アプリとしても知られている、すぐに使えるソリューションを販売する外部のソフトウェ
ア開発代理店と協力する。今日のデジタル世界では、ホワイトラベルは多くの場合、その
開発およびブランディングが再販売業者の特定の要件およびブランディングニーズに従っ
てカスタマイズできる製品またはソフトウェアアプリを指す。
【０００４】
　従来の方法では、ホワイトラベルアプリを構築するための２つのアプローチがある。第
１に、会社はそのオリジナルのバックエンドコードセットを維持するが、アプリのフロン
トエンドを変更して、再販業者のブランディングニーズと合致するか、または適合する異
なる外観を与え得る。第２に、会社はマルチユーザーまたはマルチテナントアプリを作成
し得る（すなわち、アプリインスタンスは各テナントに対して同じままであるが、各テナ
ントは、わずかに異なる特徴のセットをもつ、それ独自のアプリを受け取り得る場合）。
典型的には、このマルチユーザーモデルはＳａａＳ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ－ａｓ－ａ－Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）（すなわち、第三者プロバイダがアプリをホストし、インターネットを通し
て顧客がそれらを利用できるようにするソフトウェア配布モデル）のために使用され、構
築および維持するのがさらに複雑であり得る。ホワイトラベルアプリを開発するために使
用されるアプローチに関わらず、かかるホワイトラベルサービスまたはディスパッチアプ
リは多くの場合、少なくとも１つのサービス提供者用アプリおよび／または顧客用アプリ
を含むパッケージで提供される。
【０００５】
　ほとんどの場合、ホワイトラベルアプリは制限されたカスタマイズしか有していない。
言い換えれば、ホワイトラベルアプリは、例えば、ラベル付け、配色など（すなわち、ア
プリのフロントエンドに関して）、部分的にしかカスタマイズできない基本的特徴のセッ
トを含む傾向がある。同時に、ホワイトラベルアプリは多くの場合、それらのタイプの平
均的なアプリに対して最適なごく基本的な特徴のセットを有しており、それ故、複雑なビ
ジネスロジックを必要とする会社に対しては十分でない。顧客の側では、複数の異なるデ
ィスパッチアプリをダウンロードし、かつ／または特定のサービス要求に対してユーザー
のニーズを満足するために対応可能であるか、またはニーズを満足できるかどうかは分か
らない制限された数のサービス提供者（すなわち、ドライバー、在宅介護者など）しか有
していない１つだけのサービス会社へのアクセスを有する単一のディスパッチアプリをダ
ウンロードすることは多くの場合、不便である。たとえ顧客（すなわち、乗客、患者など
）が複数のアプリをダウンロードしても、顧客は適切なサービスを見つけるためにこれら
複数のアプリを通して複数のサービス会社に別々に接触する必要があり得る。その上、複
数のアプリはスマートフォン上のスペースを占めて、バッテリー寿命を短くし、潜在的に
顧客に対して混乱を引き起こし得る。特に、携帯電話のディスプレイ画面上のスペースは
大抵、あまりに多くのアプリでいっぱいの限られた資源である。ユーザーは、もっと多く
のアプリに適合させるために自分の画面を新しいブランク画面または部分的に埋まった画
面に頻繁にスワイプする必要がある。携帯電話がいくつかの異なるアプリケーションを有
している場合、ユーザーは大抵、各アプリケーションを見つけて開始し、次いで様々な機
能をナビゲートして、それらがどのように機能するかを把握する必要があり、それは時間
がかかり得る。顧客がいくつかの民間団体に迅速かつ効率的に常時アクセスできないこと
、および複数のアプリをダウンロードして、多くの登録を完了し、複数のアプリをナビゲ
ートし、かつ／またはそれらにアクセスするためにユーザー情報を繰り返して入力する必
要があることは、モバイルアプリケーションならびにモバイル電子商取引およびオンライ
ン電子商取引業界における技術的な問題である。より迅速で効率的なデータアクセスを可
能とする改善されて簡略化されたユーザーインタフェースおよび機能は、当技術分野で必



(10) JP 2021-512414 A 2021.5.13

10

20

30

40

50

要とされる。
オンライン電子商取引の文脈では、小規模または中規模の企業実体が、例えば、人気のオ
ンライン購入サイト上でその企業実体のブランドを売り込むためにマーケティング会社と
契約を結ぶ場合に遭遇する問題の１つは、そのマーケティング会社は典型的には、それ自
身のブランドまたはオンライン購入サイトを所有している実体のブランドを売り込むこと
に最も関心があるということである。その企業実体のロゴは、目立たないように小さいフ
ォントでリストされ、かつ／または同じ商品を提供している他の企業の長いリストの最後
に表示され得る。ある状況では、その企業実体の商品は、目立つ形で（例えば、拡大され
た椅子の写真）表示され得るが、企業実体のブランド／ロゴまたは名前は小さいフォント
であり得、マーケティング会社のロゴもしくはオンライン購入サイトを所有している実体
のロゴは拡大されるか、または別の方法で目立ち得る。例えば、オンライン購入サイトを
通してその企業実体の商品を購入する顧客は、自分がその企業実体から商品を購入してい
ることを知らないか、または覚えていない可能性があり、たとえ顧客がその製品を気に入
っても、企業実体はその顧客を将来の顧客として留める可能性は低いかも知れない。将来
の取引では、その顧客は、例えば、その購入サイトへ行き、その商品を探してさらに検索
を行い、別の企業実体から選び得る。結果として、小規模および中規模会社は大抵、自社
の直接的な顧客基盤を構築できず、代わりに大企業のオンラインウェブサイトを通したビ
ジネスを頼りにする必要があるという点において大企業によって利用される。当技術分野
では、小規模会社が、自社の製品およびサービスに満足しているオンライン顧客との直接
的で継続的な関係の確立を通してマーケットでより良い足掛かりを獲得できる技術が必要
とされる。
【０００６】
　それ故、当技術分野においてこれらの欠陥に対処するための改善されたシステムおよび
方法が必要とされることが理解されるであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本概要は、本明細書でクレームされる本質的な特徴を識別もしくは提示するか、または
主題の範囲を限定することを意図していない。本発明に関する開示は、少なくとも輸送、
在宅ヘルスケア、ホテル、運送、食品、エンターテインメント、および他のサービス産業
におけるユーザーアプリケーション用のカスタマイズ可能なデータ処理のための分散型構
造システム内に共有データアクセス層を有する改善された転換可能なソフトウェアアプリ
ケーション管理システム、プラットフォーム、方法、およびその表示に関し、少なくとも
以下の目的をもつ。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　共有または共通のバックエンドソフトウェアコードを有するアプリケーション下で、同
一または異なる業界において、協力するためのホワイトラベルアプリケーションを使用し
て、ディスパッチサービス実体もしくは提供者（ＤＳＰ）ならびに／または商品および／
もしくはサービスを提供する企業実体（例えば、輸送基地、エンターテインメント会社、
ホテル、在宅ヘルスケア会社、運送会社、レストラン、エンターテインメント会社など）
への接続を可能にする改善されたディスパッチアプリケーションを提供すること、
【０００９】
　モバイルアプリを通してＤＳＰおよびホワイトラベルディスパッチ会社の両方に対して
さらに能率化されて効率的なディスパッチ方法およびシステムを作成するために、結合さ
れたか、または別の方法でリンクされたディスパッチアプリのシステム（すなわち、ホワ
イトラベルアプリをもつＤＳＰアプリ）を提供すること、
【００１０】
　様々なサービス関連業界（例えば、輸送基地、エンターテインメント会社、ホテル不動
産会社、在宅ヘルスケア会社、運送会社、レストラン、エンターテインメント会社など）
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においてユーザーアプリケーションのためにカスタマイズ可能データ処理を提供するため
の分散型構造システム内に共有データアクセス層を有するユーザー転換可能なソフトウェ
アアプリケーション管理システムおよび方法を提供すること、
【００１１】
　ホワイトラベルアプリを使用して、ＤＳＰ、サービス提供実体、およびサービス実体ま
たは基地の間の協力関係を促進する効率的なモバイルアプリを提供すること、
【００１２】
　基地向けにカスタマイズされた顧客アプリにおいて、同じ基地サービス提供者から、１
人以上の他の基地会社サービス提供者もしくは実体から、またはＤＳＰのシステムで登録
された全てのサービス実体からサービスを要求する顧客転換オプションを提供すること、
【００１３】
　全てのホワイトラベルアプリがソフトウェアアプリケーションの単一のバックエンドコ
ードセットと、またはそれを通して連絡を取り得るように構成されたカスタマイズされた
バックエンドコードセットを提供すること、
【００１４】
　基地会社がアプリをリモートで構成するのを可能にするサービス実体アプリを提供し、
それによりそのサービス実体が仕事またはサービス要求を同じ基地のユーザーもしくは顧
客から、１つ以上の他の基地のユーザーもしくは顧客から、または全てのＤＳＰユーザー
もしくは顧客から引き受け得るようにすること、
【００１５】
　基地会社のための管理者がそれによりホワイトラベルアプリの構成をＤＳＰアプリまた
はウェブポータルを通してカスタマイズまたは変更できるアプリを提供すること、
【００１６】
　顧客が、基地サービス提供者に対するサービス要求を優先順位付けし、任意選択として
、ＤＳＰシステムから、または１つ以上の追加の基地サービス提供者からサービスを要求
するのを可能にするユーザーアプリを提供すること、
【００１７】
　サービス提供者がそれ自身の基地会社から、または他の基地会社からのサービス要求受
信を優先順位付けするのを可能にするサービス実体アプリを提供すること、
【００１８】
　アプリの構成が既定によりサポート番号または電子メールを使用して確立され得るユー
ザーアプリおよび／またはサービス実体アプリを提供すること、
【００１９】
　全てが同一のバックエンドディスパッチソフトウェアを使用している、複数のサービス
実体、ホワイトラベル会社、および／またはＤＳＰからサービス提供者へのアクセスを提
供する転換可能なユーザーまたは顧客アプリを提供することであって、従って、顧客が自
分のニーズに適したサービス提供者を見つける可能性および効率を向上させて、複数の会
社を含むより均一なディスパッチサービスを可能にすること、
【００２０】
　ディスパッチアプリが結合されたか、または別の方法でリンクされたシステムにおいて
サーバーまたはデータベースとの間で簡略化されたデータのインポートおよびエクスポー
トを可能にすること、
【００２１】
　アプリ名、アイコン、ストアロゴ、スクリーンショット、記述などが、その基地サービ
ス実体のニーズに従ってカスタマイズされるように、かつ基地会社がそれ自身のプレイス
トアページまたはアプリストアページを持ち、そのユーザーおよびサービス提供者がその
サービス実体アプリを使用することを促進または奨励するように、カスタマイズされたフ
ロントエンドを有するサービス実体アプリを提供すること、
【００２２】
　小規模、中規模、およびスターティング電子商取引企業に対するブランド構築を強化す
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るため、およびかかる企業が他の電子商取引企業のバックエンドアプリケーションへのア
クセスを通して大規模な電子商取引企業と競争するのを可能にするため、
【００２３】
　各電子商取引企業がそれ自身の転換可能ユーザーアプリケーションを、ユーザーがアプ
リをダウンロードするアプリストア上にリリースするのを可能にするため、
【００２４】
　接続された企業実体が、それらの接続された企業実体のどれが顧客に表示され得るかに
関して相互に制限するのを可能にするため、
【００２５】
　企業実体が、それら自身の顧客リスト（例えば、それら自身の「ホワイトラベル」アプ
リをダウンロードしている顧客）を有していて、かつ特定の顧客要求を処理する容量、人
員、または能力を現在有していない場合に顧客（複数可）をそれらの接続された企業実体
に転送し得る、その接続された企業実体の他からビジネスを得るのを可能にするため、な
らびに
【００２６】
　ユーザーが、キーワード、価格、格付け、認証、歩行距離、歩行時間などに基づいて検
索を実施するのを可能にするために、調整可能な検索パラメータをユーザーインタフェー
スのメニューに提供すること。
【００２７】
　開示される発明は、ディスプレイ画面を含むコンピューティング装置を提供し、コンピ
ューティング装置は、コンピューティング装置のグラフィカルユーザーインタフェース（
ＧＵＩ）上に、カスタマイズ可能なフロントエンドを有する第１のアプリケーションプロ
グラムを代表するアプリケーション画像を表示することであって、第１のアプリケーショ
ンプログラムはサービス実体と関連付けられていること、ユーザーによってそのアプリケ
ーション画像が選択されると、第１のアプリケーション状態と第２のアプリケーション状
態との間で切り替えるためにユーザーによって選択可能な少なくとも１つのトグルを示す
対話型電子インタフェースをＧＵＩ上に表示することによってアプリケーションプログラ
ムを開始すること、ならびに第１のアプリケーション状態の選択に応答して、ユーザーと
関連付けられたサービス要求に合致するサービス実体の１つ以上の対応可能な対象体の識
別を含む対話型電子インタフェースを表示すること、または第２のアプリケーション状態
の選択に応答して、ユーザーと関連付けられたサービス要求に合致する複数のサービス実
体の１つ以上の対応可能な対象体の識別を含む対話型電子インタフェースを表示すること
であって、複数のサービス実体はネットワークを介して通信可能に結合されていること、
の一方を行うように構成される。
【００２８】
　ある実施形態では、開示される発明は、第２のアプリケーション状態の選択に応答して
、対話型電子インタフェース上に、複数のサービス実体を含む選択可能なメニューを表示
すること、および複数のサービス実体の少なくとも１つの選択に応答して、ユーザーと関
連付けられたサービス要求に合致する１つ以上の対応可能な対象体の識別を表示すること
であって、１つ以上の対応可能な対象体は複数のサービス実体の選択された１つ以上に対
応すること、を行うようにされに構成されたコンピューティング装置を提供する。本装置
は、第１のアプリケーション状態または第２のアプリケーション状態の選択に応答して、
対話型電子インタフェース上に少なくとも１つ以上の調整可能な検索パラメータを示すメ
ニューを表示するようにも構成され得、１つ以上のパラメータの各々は、１つ以上のパラ
メータの各々がディスプレイ画面上で同時に見られる表示機能を開始するために選択可能
であり、１つ以上の検索パラメータの少なくとも１つを示すユーザーからの１つ以上の入
力に応答して、複数のサービス実体の１つ以上の対応可能な対象体の識別を含む対話型電
子インタフェースを表示し、インジケータの１つ以上のセットはユーザーによって選択可
能である。本装置は代替として、ユーザーによる１つ以上の入力に応答して、ユーザーに
よって選択された１つ以上の調整可能な検索パラメータに従い、複数のサービス実体の１
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つ以上の対応可能な対象体の各々に対応するインジケータの１つ以上のセットをインタフ
ェース上に表示するように構成され得、１つ以上の対応可能な対象体は、（ｉ）１つ以上
の対応可能な対象体、（ｉｉ）サービス実体、または（ｉｉｉ）サービス要求と関連付け
られたユーザー、に対する１つ以上のサービス関連要因に基づいてサービス要求に合致し
、１つ以上のサービス関連要因は（ａ）１つ以上の対応可能な対象体、もしくはサービス
実体の１つ以上の任意選択で事前に設定された好み、（ｂ）１つ以上の対応可能な対象体
、もしくはサービス実体の１つ以上の任意選択で事前に設定された制限、お気に入りユー
ザーリスト、好ましいユーザーリスト、もしくはユーザーブラックリスト、または（ｃ）
ユーザーの１つ以上の任意選択で事前に設定された好み、お気に入り対象体リスト、お気
に入りサービス実体リスト、好ましい対象体リスト、好ましいサービス実体リスト、対象
体ブラックリスト、もしくはサービス実体ブラックリスト、の少なくとも１つを含む。
【００２９】
　さらに別の実施形態では、コンピューティング装置は、１つ以上の対応可能な対象体の
識別を表示する前に、アプリケーションプログラムを介してサービス要求を受信し、その
サービス要求をデータベース内に格納すること、および（ｉ）第１のアプリケーション状
態の選択に応答して、アプリケーションプログラムを介して、サービス実体に割り当てら
れたデータベースの少なくとも一部に問い合わせを行い、そのサービス実体と関連付けら
れた１つ以上の対応可能な対象体を識別すること、または（ｉｉ）第２のアプリケーショ
ン状態の選択に応答して、アプリケーションプログラムを介して、複数のサービス実体に
割り当てられたデータベースの１つ以上の部分に問い合わせを行い、複数のサービス実体
と関連付けられた１つ以上の対応可能な対象体を識別すること、を行うようにさらに構成
され得、本装置は、１つ以上の対象体のうちの１つの対象体をサービス要求に割り当てる
際に、少なくとも（ｉ）１つの対象体または（ｉｉ）１つのサービス実体がサービス関連
要因に基づいて適合しないためにサービス要求に割り当てられるのを妨げること、サービ
ス要求をサービス関連要因に基づいて１つ以上の対応可能な対象体のうちの１つの対象体
と合致させること、および１つ以上の対応可能な対象体のうちの１つの対象体を複数の所
定の規則に基づいてサービス要求に割り当てることを行うようにさらに構成され得る。さ
らに別の実施形態では、コンピューティング装置は、全地球測位システム（ＧＰＳ）追跡
を用いて、サービス要求と関連付けられたユーザーの位置に関して１つ以上の対象体の近
接性を判断すること、サービス要求を位置の近接性に基づいて１つ以上の対象体の１つに
伝達すること、１つ以上の対象体の１つから引受けを受信すること、および１つ以上の対
象体の１つをサービス要求に割り当てることを行うようにさらに構成され得、第１のアプ
リケーションプログラムおよび複数のサービス実体と関連付けられた各アプリケーション
プログラムは、独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドを有し、独立していてカ
スタマイズ可能なフロントエンドは、アプリケーション名、アイコン、会社ロゴ、スクリ
ーンショット、または記述の少なくとも１つとして表現され、対話型電子インタフェース
は、対話型電子地図インタフェースを含む。
【００３０】
　開示される発明は、カスタマイズ可能なデータ処理のためにデータベースにリンクされ
て、分散型構造システム内に共有データアクセス層を有するコンピューティングプラット
フォームも提供し、プラットフォームは、ネットワークに通信可能に結合されてプロセッ
サを含むサーバー、少なくとも第１のサービス実体および第２のサービス実体に割り当て
られた部分を含む分割されたデータベース、ならびにコンピュータ可読命令がその中に格
納された少なくとも１つの持続性コンピュータ可読記憶媒体を含み、プロセッサは、コン
ピュータ可読命令を実行して、ユーザーのリモートコンピューティング装置のＧＵＩ上に
、第１のアプリケーションプログラムまたは第２のアプリケーションプログラムを代表す
るアプリケーション画像を表示することであって、第１のアプリケーションプログラムは
第１のサービス実体と関連付けられ、第２のアプリケーションプログラムは第２のサービ
ス実体と関連付けられており、第１のアプリケーションプログラムおよび第２のアプリケ
ーションプログラムは独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドを有すること、第
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１のアプリケーションプログラムを開始するためのユーザーの選択を受信すると、第１の
アプリケーション状態と第２のアプリケーション状態との間で切り替えるためにユーザー
によって選択可能な少なくとも１つのトグルを示す対話型電子インタフェースを表示する
ことであって、（ｉ）ユーザーによる第１のアプリケーション状態の選択に応答して、ユ
ーザーと関連付けられたサービス要求に合致する第１のサービス実体の１つ以上の対応可
能な対象体の識別を含む対話型電子インタフェースを表示するか、または（ｉｉ）ユーザ
ーによる第２のアプリケーション状態の選択に応答して、サービス要求に合致する第１ま
たは第２のサービス実体の１つ以上の対応可能な対象体の識別を含む対話型電子インタフ
ェースを表示し、１つ以上の対応可能な対象体は第１のサービス実体または第２のサービ
ス実体の少なくとも１つに対応すること、ユーザーにより１つ以上の対応可能な対象体の
１つの対象体の選択を受信すること、ならびにユーザーのサービス要求を実行するための
その１つの対象体を割り当てること、を行う。
【００３１】
　別の実施形態では、コンピューティングプラットフォームの第１のアプリケーションプ
ログラムおよび第２のアプリケーションプログラムは、共有バックエンドアプリケーショ
ンソフトウェアコードベースを含む少なくとも部分的に共有されたバックエンドサーバー
にネットワークを介して通信可能にリンクされ得る。コンピューティングプラットフォー
ムはまた、ユーザーによる１つ以上の入力に応答して、コンピュータ可読命令をさらに実
行して、インタフェース上に、１つ以上の調整可能な検索パラメータに対してユーザーに
よって提供された１つ以上の入力に従い、（ｉ）１人以上の対応可能なサービス提供者の
最大数、（ｉｉ）ユーザーの位置に到着する時間範囲内の１人以上の対応可能なサービス
提供者、（ｉｉｉ）その位置に到着するための距離範囲内の１人以上の対応可能なサービ
ス提供者、または（ｉｖ）時間範囲または距離範囲内の１人以上の追加のユーザー、の１
つ以上の識別も表示し得る。
【００３２】
　開示される発明は、カスタマイズ可能なデータ処理のためにデータベースにリンクされ
て、分散型構造システム内に共有データアクセス層を有するコンピューティングプラット
フォームも提供し、プラットフォームは、ネットワークに通信可能に結合されてプロセッ
サを含むサーバー、少なくとも第１のサービス実体および第２のサービス実体に割り当て
られた部分を含む分割されたデータベース、ならびにコンピュータ可読命令がその中に格
納された少なくとも１つの持続性コンピュータ可読記憶媒体を含み、プロセッサは、コン
ピュータ可読命令を実行して、第１のアプリケーションプログラムを介してサービス要求
を受信することであって、第１のアプリケーションプログラムは第１のサービス実体に対
応し、ネットワークを介して、サーバーに通信可能にリンクされていること、第１のアプ
リケーションプログラムを介してサービス要求をデータベース内に格納すること、第１の
アプリケーション状態における第１のアプリケーションプログラムを介して、第１のサー
ビス実体に割り当てられたデータベースの少なくとも第１の部分に問い合わせを行って、
サービス要求に合致する第１のサービス実体と関連付けられた１つ以上の対象体を識別す
ること、データベースの第１の部分内で１つ以上の対象体を識別しないことに応答して、
第１のアプリケーションプログラムの第２のアプリケーション状態に切り替えて第２のサ
ービス実体に割り当てられたデータベースの少なくとも第２の部分に問い合わせを行って
第２のサービス実体と関連付けられた１つ以上の対象体を識別すること、第２の実体と関
連付けられた１つ以上の対象体を識別することに応答して、データベースの第２の部分か
ら、（ｉ）第２のサービス実体と関連付けられた１つ以上の対象体、（ｉｉ）第２のサー
ビス実体、または（ｉｉｉ）サービス要求と関連付けられたユーザー、に対する１つ以上
のサービス関連要因を取得すること、サービス要求を、その１つ以上のサービス関連要因
に基づいて第２のサービス実体と関連付けられた１つ以上の対象体の１つの対象体に合致
させること、ならびにその合致に基づき、かつ複数の所定の規則に従って、その１つの対
象体をサービス要求に割り当てることを行う。
【００３３】
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　コンピューティングプラットフォームのなおさらなる実施形態では、プロセッサはコン
ピュータ可読命令をさらに実行し、実体と関連付けられた１つの対象体を識別しないか、
またはその実体によって１つの対象体をサービス要求に割り当てることができないことに
応答して、そのプラットフォームの１つ以上の他の実体と関連付けられた１つ以上の対象
体をデータベースで検索するために、その実体によって事前に設定された、１つ以上の実
体好み規則を適用し得、１つ以上の実体好み規則は、その実体の少なくとも１つの条件を
指示し、実体が１つ以上の実体好み規則を欠いている結果としてプラットフォームの既定
の規則が適用される。別の実施形態では、コンピューティングプラットフォームは、第１
の実体が１つ以上の対象体を識別できなかったか、または１つ以上の対象体の１つを割り
当てることができなかったと判断すると、コンピュータ可読命令をさらに実行して、少な
くとも１つのサービス要求と関連付けられたユーザーとプラットフォームとの間の通信を
生成することであって、その通信は第２のサービス実体に割り当てられたデータベースの
少なくとも第２の部分に問い合わせを行うために顧客からの許可を要求して、第２のサー
ビス実体と関連付けられた１つ以上の対象体を識別すること、またはユーザーによってサ
ービス要求を提出するために元々使用されたアプリケーションプログラムを追跡すること
であって、サービス要求はアプリケーションプログラムを通して提出された当初のサービ
ス要求であり、複数の所定の規則に従い、アプリケーションプログラムと関連付けられた
実体にオリジネーション報酬を定期的に提供すること、を行い得る。
【００３４】
　なおさらなる実施形態では、コンピューティングプラットフォームは、１つ以上の対象
体の１つを割り当てる際に、コンピュータ可読命令をさらに実行して、第１または第２の
サービス実体と関連付けられた１つ以上の対象体に対して重み付け優先度を確立すること
であって、重み付け優先度は複数の所定の規則に従い１つ以上のサービス関連要因の各々
に対して割り当てられた重みに基づくこと、１つ以上の対象体の各対象体に対する優先度
割当てを含む１つ以上の対象体に対するデータテーブルを生成することであって、データ
テーブルは、複数の所定の規則に従い、重み付け優先度、およびサービス要求を引き受け
るための対象体の可用性、サービス要求に対する対象体タイプ、または１つ以上の対象体
の各対象体に対するユーザータイプの少なくとも１つを含む別の要因に基づき、サービス
要求と１つ以上の対象体の各対象体の間で、重みに関して表現された、ランク付けされた
適合性を含むこと、ならびに重み付け優先度および複数の所定の規則に従い第１または第
２のサービス実体と関連付けられた１つ以上の対象体の１つをサービス要求に割り当てる
こと、を行い得る。代替として、コンピューティングプラットフォームは、そのプラット
フォームと関連付けられたプラットフォームアプリケーションプログラム、第１のアプリ
ケーションプログラム、および第２のアプリケーションプログラムを含み得、各々は、ア
プリケーション名、アイコン、会社ロゴ、スクリーンショット、または記述の少なくとも
１つとして表現され得る独立していてカスタマイズ可能なフロントエンドを有する。
【００３５】
　本発明に関する開示の目的、特徴、および特性、ならびに操作の方法および関連構造要
素の機能、ならびに部品の組合せおよび開発と製造の経済性は、添付の図面を参照して以
下の詳細な説明を検討するとさらに明らかになり、その全ては本明細書の部分を形成する
。
【００３６】
　本発明に関する開示のさらなる理解は、付随する図面の例証で説明される好ましい実施
形態の参照によって得ることができる。図面は本発明に関する開示の範囲を制限すること
を意図しておらず、それは添付されるか、または後に修正されるクレームにおいて詳細に
記載されており、単に本発明に関する開示を明確にして実例を挙げることを意図する。従
って、本発明に関する開示およびその付随する態様の多くのさらに完全な理解は、添付の
図面と併せて考慮する際に以下の詳細な説明を参照することによりさらに良く理解される
ので、容易に得られ得る。
【図面の簡単な説明】
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【００３７】
【図１Ａ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、少なくとも輸送、在宅ヘルス
ケア、配送、および他のサービス関連産業において、顧客転換可能なアプリケーションの
ためにカスタマイズ可能なデータ処理のための分散型構造システム内に共有データアクセ
ス層を有する例示的な管理システムを示す。
【図１Ｂ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従って、例示的なデータベース構造
、内容、および構成を示す概略図である。
【図２Ａ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従って、例示的なシステム構成要素
の概略図を示す。
【図２Ｂ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従って、例示的なシステム構造の概
略図を示す。
【図３Ａ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従った、顧客の登録のための例示的
なワークフローを示す。
【図３Ｂ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従った、サービス提供者の登録のた
めの例示的なワークフローを示す。
【図４】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従った、輸送サービスを提供するサー
ビス提供者の例示的なワークフローを示す。
【図５】図１Ａの管理システムの例示的な修正を示しており、さらに本発明に関する開示
の例示的な実施形態に従って、単一のバックエンドアプリケーションソフトウェアコード
ベースを利用している複数の基地会社を含むシステムデータベース内でのデータの割当て
および／または分類を示す。
【図６】図５の管理システムの例示的な修正を示しており、さらに本発明に関する開示の
例示的な実施形態に従って、単一のバックエンドアプリケーションソフトウェアコードベ
ースと通信可能にリンクされた個別の独立した、および／またはカスタマイズ可能なフロ
ントエンドアプリケーションプログラムを有する複数のサービス提供者および顧客装置を
示す。
【図７】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、ディスパッチのために分割され
たデータベースシステムにおいてディスパッチアプリケーションを共有するための例示的
なシステムおよび方法を示す概略図である。
【図８】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、ディスパッチのために分割され
たデータベースシステムにおいてディスパッチアプリケーションを共有するための代替の
例示的なシステムおよび方法を示す概略図である。
【図９】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、ディスパッチのために分割され
たデータベースシステムにおいてディスパッチアプリケーションを共有するための別の代
替の例示的なシステムおよび方法を示す概略図である。
【図１０Ａ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、顧客転換可能なアプリケー
ションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、検索を単一のサ
ービス実体からのサービス提供者に制限するためにサービス実体１検索機能を作動させる
か、またはオンにすることを選択している。
【図１０Ｂ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、顧客転換可能なアプリケー
ションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、検索を単一のサ
ービス実体からのサービス提供者に制限するためにサービス実体１検索機能を作動させる
か、またはオンにすることを選択している。
【図１０Ｃ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、顧客転換可能なアプリケー
ションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、検索を、データ
ベース内に格納されたサービス提供者を有する全部または複数のサービス実体からのサー
ビス提供者に拡張するために顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換して
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いる。
【図１０Ｄ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、顧客転換可能なアプリケー
ションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、検索を、データ
ベース内に格納されたサービス提供者を有する全部または複数のサービス実体からのサー
ビス提供者に拡張するために顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換して
いる。
【図１１Ａ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、顧客転換可能なアプリケー
ションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、検索を、データ
ベース内に格納されたサービス提供者を有する全部または複数のサービス実体からのサー
ビス提供者に拡張するために顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換して
いる。ケーションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラッ
トフォームまたはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、検索
をＤＳＰデータベース全体からのサービス提供者に拡張するためにＤＳＰ検索機能を作動
させるか、またはオンにすることを選択している。
【図１１Ｂ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、顧客転換可能なアプリケー
ションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、検索を、データ
ベース内に格納されたサービス提供者を有する全部または複数のサービス実体からのサー
ビス提供者に拡張するために顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換して
いる。ケーションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラッ
トフォームまたはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、検索
をＤＳＰデータベース全体からのサービス提供者に拡張するためにＤＳＰ検索機能を作動
させるか、またはオンにすることを選択している。
【図１１Ｃ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、顧客転換可能なアプリケー
ションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、ＤＳＰデータベ
ース全体に対する検索機能の動作を停止するか、またはオフにして、データベース内に格
納されたサービス提供者を有する１つ以上の特定のサービス実体に検索を制限するために
、顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換している。
【図１１Ｄ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、顧客転換可能なアプリケー
ションプログラムインタフェースの表示を示している例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、ＤＳＰデータベ
ース全体に対する検索機能の動作を停止するか、またはオフにして、データベース内に格
納されたサービス提供者を有する１つ以上の特定のサービス実体に検索を制限するために
、顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換している。
【図１２】図１１Ｄに示されるような例示的なモバイルプラットフォームまたはリモート
コンピューティング装置を示しており、さらに本発明に関する開示の例示的な実施形態に
従い、表示されているサービス提供者の少なくとも２つに対するサービス関連要因を表現
しているインジケータを示す。
【図１３Ａ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、アプリストア内でダウンロ
ード用に対応可能な電子商取引転換可能ユーザーアプリケーションの例示的な配列を示す
概略図を示しており、各電子商取引転換可能ユーザーアプリケーションは異なる企業実体
と関連付けられていて、その企業実体の特定のブランドを表示するための固有のフロント
エンドを有する。
【図１３Ｂ】ユーザーの携帯電話または他のリモートコンピューティング装置にダウンロ
ードされた、図１３Ａでアプリストア内に例示されている電子商取引転換可能アプリケー
ションの特定の１つと関連付けられたアイコンの表示を示す。
【図１３Ｃ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従った、顧客転換可能なアプリケ
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ーションプログラムインタフェースの表示を示す例示的なモバイルプラットフォームまた
はリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、企業実体１（Ａ）検
索機能を作動させるか、またはオンにして、検索を単一の電子商取引企業実体に制限する
ことを選択している。
【図１３Ｄ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従った、顧客転換可能なアプリケ
ーションプログラムインタフェースの表示を示す例示的なモバイルプラットフォームまた
はリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、所望の商品またはサ
ービスと関連付けられている、バックエンドデータベース内に格納された他の企業実体に
対して検索を拡張するために、顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換し
ている。
【図１３Ｅ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従った、顧客転換可能なアプリケ
ーションプログラムインタフェースの表示を示す例示的なモバイルプラットフォームまた
はリモートコンピューティング装置を示しており、ここで、顧客は、所望の商品またはサ
ービスと関連付けられている、バックエンドデータベース内に格納された他の企業実体に
対して検索を拡張するために、顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換し
ている。
【図１４Ａ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、分割されたデータベースシ
ステムにおいて電子商取引アプリケーションを共有するための代替の例示的なシステムを
示す概略図であり、サーバーは、データベースのバックエンドの異なる部分を２つの異な
る業界内の２つの異なる主要な企業実体と共有している。
【図１４Ｂ】本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、分割されたデータベースシ
ステムにおいて電子商取引アプリケーションを共有するための別の代替の例示的なシステ
ムおよび方法を示す概略図であり、サーバーはデータベースのバックエンドを複数の業界
内の複数の企業実体と直接、共有している。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本開示は、そのように選択された特定の用語に制限されることを意図しておらず、各特
定の要素は同様の方法で動作する全ての技術的な同等物を含むことが理解される。実施さ
れ得る特定の実施形態は、実例および説明として示されている。実施形態は、当業者がそ
の実施形態を実施するのが可能になるように十分に詳細に説明されており、論理的、機械
的、および他の変更は、実施形態の範囲から逸脱することなく行われ得ることが理解され
る。以下の詳細な説明は従って、制限する意味で解釈されるべきでない。図面で例示され
ている本発明に関する開示の例示的な実施形態の説明では、特定の用語は明瞭さのために
採用されている。
【００３９】
　流れ図内の各要素は本明細書では、コンピュータ実装方法のステップまたはステップの
グループを示し、各ステップは、１つ以上のサブステップを含み得る。説明のために、こ
れらのステップ（および識別されて説明される任意および全ての他のステップ）は、ある
論理的順序で提示される。しかし、本明細書で説明される任意の例示的な実施形態は、本
明細書で開示される技術の特定の用途に適合されたステップの代替順序を含むこと、なら
びに任意の変形および／または変更は本発明に関する開示の範囲内に含まれることが理解
されよう。任意の特定の順序でのステップの記述および説明は、特定の用途によって要求
されておらず、明示的な指示がなく、また文脈から明らかでない限り、異なる順序のステ
ップを有する実施形態を除外することを意図していない。
【００４０】
　システムおよび方法は、様々な商品およびサービスに対して、ディスパッチ、輸送、エ
ンターテインメント、不動産、在宅ヘルスケア、運送、レストランなどを提供するためで
あるが、当業者は、本発明に関する開示は、他の商品およびサービス業界で利用され得る
ことが理解されるであろう。追加として、かかる例示的な実施形態の１つ以上は、１つ以
上のルーチンもしくは１つ以上のサブルーチンを含む、様々なプログラムエンジン、プロ
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グラムモジュール、または他のハードウェアもしくはソフトウェア構成要素を使用して実
行され得、それらは、個別に、または組み合わせて使用されて、任意の適切な技術手段で
実行され得ることが理解されるであろう。
【００４１】
　本明細書で説明されるシステム、プラットフォームおよび方法の様々なモジュールは、
一部分においては、インターネット対応のモバイル装置のオペレーティングシステム、例
えば、Ａｎｄｒｏｉｄ、ｉＯＳ、またはＷｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎｅ　ＯＳなど、上のイ
ンタフェースモバイルアプリを使用することによって、および一部分においては、ウェブ
ポータルインタフェースを使用することによって実装され得ること、ならびに異なるタイ
プのユーザーはシステムの異なる機能を利用し得ることも理解されるであろう。かかるユ
ーザーまたは加入者（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ）は、例えば、１人以上の「ドライバー（複
数可）」、「在宅介護者（複数可）」、「サービス提供者（複数可）」、「顧客（複数可
）」、「患者（複数可）」、「乗客（複数可）」、「予約エージェント（複数可）」、「
企業実体」、ゲスト、訪問者、消費者、オンライン消費者、などを含むことができ、それ
らは本明細書では、（例えば、輸送、配送、ヘルスケア、予約などであり得る）サービス
のタイプにかかわらず、サービスを提供または要求する、例えば、１人以上の個人、実体
、または１つの実体からの１人以上の個人を含む、誰でも含むことができる。サービス提
供者、在宅介護者、患者、エージェント、乗客、および顧客は同様に、本明細書で説明さ
れる方法およびシステムを使用し得るので、全ては、彼らの役割に対応する特定のユーザ
ータイプによって言及されることに加えて、一般的に「ユーザー」または「複数のユーザ
ー」と呼ばれ得る。
【００４２】
　「サービス」は本明細書では、サービス提供者によって提供され得る任意のタイプを指
すことができ、輸送サービス、配送サービス、ヘルスケアサービスなどを含むが、それら
に制限されない。本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、かかるサービスは、
「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｏｎ－Ｄｅｍａｎｄ　Ｃｕｓｔｏｍｉ
ｚｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」というタイトルの米国特許出願第１５／２３９，７８３号（
「７８３出願」）、「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｕｓｔｏｍｉｚ
ａｂｌｅ　Ｐｒｅｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　Ｄｉｓｐａｔｃｈｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｐ
ｏｒｔａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」というタイトルの米国特許出願第１５／７１５，
０１２号、および「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｕｓｔｏｍｉｚａ
ｂｌｅ　Ｄｉｓｐａｔｃｈ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｈｏｍｅ　Ｈｅａｌｔｈ　
Ｃａｒｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」というタイトルの米国仮特許出願第６２／５９８，２９２
号で開示された実施形態のいずれかに関して説明される実施形態に従って「事前に予定」
できるか、または「オンデマンドで」提供でき、それらの特許出願の各々は参照により全
体として本明細書に組み込まれる。オンデマンドは本明細書では、要求により、サービス
がリアルタイムで行われる場合をさらに定義することを意味し、２～３時間もしくは２～
３日後など、将来の決まった時間に事前に予定されているか、または起こるという概念に
反して使用される。さらに、「カスタマイズされた」は、サービスの本質を変更して、サ
ービスを個別に提供することに伴うサービス提供者の好みもしくは制限、サービス提供者
に対する基地またはサービス実体の好みもしくは制限、および乗客または顧客の好みもし
くは制限を指す。サービスのタイプにかかわらず、「サービス提供実体」または「サービ
ス実体」は本明細書では、輸送サービス、配送サービス、ヘルスケアサービスなどのため
にサービス提供者を提供するために呼び出すことができる基地会社（すなわち、ディスパ
ッチまたは他の）を指す。「ディスパッチャ（複数可）」は本明細書では、サービス要求
（複数可）を管理して、様々なスケジューリングおよび／または事前スケジューリング機
能を操作する関係者を含み得る。「ベンダー（複数可）」は本明細書では、顧客、乗客、
第三者、サービス提供者、および／またはサービス実体の間でサービスを仲介する仲介業
者もしくは他の企業実体、官庁、または個人を指し得る。本明細書で説明するとおり、こ
れらの異なる役割の各々は、具体的に、もしくは包括的な語によって、「ユーザー」もし
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くは「複数のユーザー」と呼ばれ得、それらはシステムに登録するか、または別の方法で
直接的もしくは間接的にシステムと関連付けられる。
【００４３】
　任意のタイプのサービスに対する要求は一般に、本開示全体を通して「サービス要求」
と呼ばれる。本発明に関する開示の例示的な実施形態によれば、サービス要求は、サービ
ス提供者またはサービス実体の事前に設定された好み（複数可）および／または制限、な
らびに乗客または顧客の好み（複数可）および／または制限に基づいてサービス実体のサ
ービス提供者に割り当てられる。優先順位は、１つ以上の属性、サービス関連要因、また
は以前のサービス要求に基づき、あるサービス要求に対してあるサービス提供者に与えら
れる。用語「好み（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）」は本明細書では、顧客に関しては、顧客が
特定のサービス提供者、およびそれに関連する任意の属性に関して自身に提供されるサー
ビス全体に含めたい特定のサービスに関する１つ以上の要因を指す。これらの好みは、サ
ービス要求に対する理想の、または好みの条件を表し得る。代替として、かかる好みは特
定のサービスに対する前提条件を表し得る。顧客は、自分の好みをモバイル装置上で設定
し、それらをいつでも更新することができ、顧客が心地よく感じて、最終的に、受け取る
サービスの質に満足できるようにする。代替として、好みは本明細書では、サービス提供
者またはサービス実体に関しては、サービス提供者またはサービス実体が、例えば、サー
ビスを提供するための地理的位置、提供すべきサービスのタイプ、それらを提供する期間
など、提供したい特定のサービスに関する様々な要因を指し得る。
【００４４】
　本発明に関する開示の例示的な実施形態によれば、用語「制限（ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎ
）」は本明細書では、サービス提供者またはサービス実体に関しては、サービス提供者ま
たはサービス実体が、自身が提供するサービスに加えることを欲し得る任意のタイプの制
約を意味することができる。これらの制限は、サービス提供者もしくはサービス実体がサ
ービスをいつ、どこで、どのように、および誰に対して提供するかに関する個人的な制限
を含み得るか、または法律、条例もしくは他の規則によってサービス提供者に課される法
的制限を含み得、サービス提供者がある地理的ゾーン内で、もしくはある時間においてサ
ービスを提供することができない結果となる（例えば、輸送業界では、法的制限はニュー
ヨーク市タクシー＆リムジン委員会（ＴＬＣ）によって課された規則に基づき得、ここで
は、ＴＬＣのドライバーは１日あたり連続して１２時間を超えて、または１週間あたり７
２時間を超えて働くことは許されない）。個人的な制限は、提供者がサービスをある地理
的ゾーン内で提供するのに不本意であることに基づく位置的な制限、および／または提供
者がサービスをある期間内に提供するのに不本意であることに基づく時間的な制限を含み
得る。代替として、ある好ましい実施形態では、提供者は、サービスをある地理的ゾーン
に提供したいという提供者の願望（例えば、ある地理的ゾーン内で仕事をもらうことを好
む）に基づいて１つ以上の事前に設定された位置の好みも指定し得る。かかる実施形態で
は、提供者は、提供者の好ましいサービスの地理的ゾーン内のある地理的ゾーンにおいて
提供者がサービスを提供するのに不本意であるか、またはできないことに基づいて自身の
位置的な好み内の位置的制限も指定し得る。サービス制限は追加または代替として、提供
者がサービスを提供したくない可能性がある時間または時間枠に関連し得る。かかる時間
は、１日のうちの時間、曜日、時節などを含むことができる。提供者は、位置および時間
の両方に対して制限を設定することもできる。例えば、提供者は、ある地域では午後１０
を過ぎてサービスを提供したくないかも知れないが、別の地域ではその時間を過ぎてもサ
ービスを提供する意思がある。かかる実施形態では、提供者は、提供者がサービス要求を
受信することを好む期間を示す時間の好みも指定し得る。提供者は、１つ以上のかかる制
限および／または好みを有することができる。好みおよび制限という用語は、顧客または
提供者が好みまたは制限だけを有することに限定することを意図していない。むしろ、事
例的な対照を示すことを意図する。
【００４５】
　本発明に関する開示の例示的な実施形態によれば、複数の用語は、提供者と良好な関係
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を確立している顧客を指すために使用され得る。「お気に入りの顧客」は、サービス提供
者のお気に入りの顧客リストに載っている顧客である。顧客と良好な関係を確立している
サービス提供者は、「お気に入りのサービス提供者」（例えば、顧客のお気に入りのサー
ビス提供者リストに載っている）と呼ばれる。顧客と良好な関係を確立しているサービス
実体は、「お気に入りのサービス実体」（例えば、顧客のお気に入りのサービス実体リス
トに載っている）と呼ばれ得る。用語「お気に入り（ｆａｖｏｒｉｔｅ）」は本明細書で
は、幅広く解釈されることを意図し、サービス要求の割当てにおいて優先される（例えば
、お気に入りリストに載っている）任意の顧客または提供者を指す。当業者は、お気に入
りリストの概念は代替として、例えば、友だち、最上位、優先度、または提供者もしくは
顧客によってかかるリストの概念を定義するために使用される任意の他の用語として言及
され得ることが理解されるであろう。特定の用語にかかわらず、最優先としての意図は、
提供者と顧客との間の合致を包含する良好な提供者顧客関係の概念を示すことである。
【００４６】
　お気に入りリストとは対照的に、提供者の「ブラックリスト」または顧客の「ブラック
リスト」は本明細書では、サービス提供者と顧客との間、または顧客とサービス実体全体
との間の合致を将来において（例えば、両方がサービス要求の処理から排除されている場
合）防ぐことができるリストを指す。この概念を記述するために、例えば、「ブロックリ
スト」、「禁止リスト（ｂａｎ　ｌｉｓｔ）」、「嫌いリスト」、または同様のものなど
、他の用語が使用され得ることが当業者によって理解されるであろう。特定の用語にかか
わらず、意図は、サービス提供者がサービスを提供したくない顧客、または彼／彼女が接
触したくない顧客を排除するという概念、および顧客がサービスまたは接触を欲しないサ
ービス提供者もしくはサービス実体全体を排除する方法を示すことである。
【００４７】
　顧客は追加または代替として、「好ましい（ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ）」サービス提供者ま
たはサービス実体を有し得る。好ましいサービス提供者またはサービス実体は、顧客がそ
のサービス提供者／サービス実体を自分の「好ましいリスト」に載せることを直接要求し
ているか、または顧客が自分のお気に入りリストに載せることを要求しているが、その要
求はサービス提供者／サービス実体によって承認されていない／同意されていないか、も
しくは不同意である／拒絶されているために、顧客のお気に入りリスト上にないものであ
る。いずれにしても、サービス提供者が顧客の要求を拒絶する場合、サービス提供者はそ
の顧客のお気に入りリストに追加されず、逆の場合も同じである。従って、好ましい実施
形態では、サービス提供者および顧客は、両当事者が同意する場合に限り、相互のお気に
入りリストに載せられ、一方もしくは両方の当事者が直接、他方のお気に入りになること
を要求するが、他方は応答しないか、またはかかる要求を承認しない場合、好ましいリス
トに載せられる。顧客およびサービス実体は、相互のそれぞれのお気に入りリスト、好ま
しいリスト、またはブラックリストにも同様の方法で載せられ得る。好ましいという用語
は本明細書では一般に、サービス要求を割り当てる際に顧客と提供者を合致させる目的で
、お気に入りよりも低いランキングを指す。サービス提供者および顧客は、本明細書でさ
らに説明されるとおり、これらの分類内でさらに相互にランク付けし得る。ある実施形態
では、顧客のお気に入りのサービス提供者でも好ましいサービス提供者でもない任意のサ
ービス提供者は本明細書では、「通常の（ｒｅｇｕｌａｒ）」サービス提供者と呼ばれる
。この用語は本質的に、そのサービス提供者は好ましいサービス提供者ではなく、お気に
入りリストに追加されておらず、顧客のブラックリストに載っていないことを意味する。
提供者に関連する特定の状態（すなわち、提供者タイプ）は、お気に入りか、好ましいか
、または通常であっても、相対的でもある（すなわち、ある顧客に対する好ましい提供者
は別の顧客に対してはお気に入りかも知れない）ことが理解されるであろう。
【００４８】
　用語「システム」は本明細書では、携帯型コンピューティング装置を操作するハードウ
ェアとソフトウェアの組合せを通した実装を指し、それは、１つ以上のサーバー、データ
ベース、モバイルエンドアプリケーション、ウェブポータル、ネットワーク設定など、を
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含むがそれらに制限されない、基本的構成要素と結合および統合された様々な事前にプロ
グラムされた特徴を含む。これらの構成要素の支援を受けて、システムは、ウェブサイト
またはモバイルアプリなどの、ユーザーインタフェースを通してサービスを提供する。加
えて、システムは、世界中のどこにでも配置され得るデータセンターからの支援によって
分散型構造であり得る２つ以上サーバーを有し得る。これらの実装は、顧客が自分のサー
ビス要求に関連する情報を提供され得るように、通信可能にリンクされてクロスプラット
フォームに対応され得る。用語「クロスプラットフォーム」または「クロスプラットフォ
ームに対応した」は本明細書では、２つ以上のコンピュータアーキテクチャ、オペレーテ
ィングシステム、アプリケーションソフトウェア、アプリケーションプログラミングイン
タフェース（ＡＰＩ）、ウェブアプリケーションなど上で機能する能力を意味する。用語
「インジケータ（ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」は本明細書では、顧客、サービス提供者もしく
はサービス実体またはそれらの任意の組合せに対してサービスに関連した情報もしくはサ
ービス関連要因を伝送または表示する手段である。
【００４９】
　本明細書で説明するシステムの様々な実施形態は、事前スケジューリングおよび／もし
くはオンデマンドの輸送または他のサービスを、ハードウェアおよびソフトウェアの任意
の組合せを含むコンピューティングシステムを通して提供でき、また、例えば、ワイドエ
リア、パケット交換ネットワークを通して、複数の携帯型コンピューティング装置と通信
でき、それはユーザーが基本的構成要素と結合および統合された様々な事前にプログラム
された特徴にアクセスできるようにする。かかる特徴および構成要素は、通信フレームワ
ークもしくはネットワーク内の１つ以上のサーバー、データベース、モバイルエンドアプ
リケーション、ウェブポータル、ネットワーク設定など、を含むことができるがそれらに
制限されない。これらの構成要素の支援を受けて、本明細書で説明するシステムは、例え
ば、携帯型コンピューティング装置上のウェブサイトまたはモバイルアプリなどの、ユー
ザーインタフェースを通してサービスを提供する。システムは、世界中のどこにでも配置
され得るデータセンターからの支援によって分散型構造内に動作可能なように配置された
２つ以上サーバーも含み得る。追加として、本明細書で説明するシステムのある実施形態
は、従来型のコンピュータプログラムまたはそれらを実行するプログラム可能装置を伴う
用途に制限されない。例えば、本発明に関する開示の実施形態は、光コンピュータ、量子
コンピュータ、アナログコンピュータ、または同様のものを含み得ると考えられる。
【００５０】
　本明細書で説明および考察する本発明に関する開示の実施形態に対する１つの用途は輸
送サービス業界に適用されるが、他の商品およびサービス関連業界（例えば、電子商取引
）に関する代替用途も企図されて以下でさらに説明される。本発明に関する開示の代替実
施形態では、ユーザー転換可能アプリケーションが、在宅ヘルスケアサービス提供者、配
送サービス提供者などをディスパッチするために採用され得る。かかる実施形態は、オン
デマンドまたは事前にスケジュールされた在宅ヘルスケアサービスを、カスタマイズ可能
なデータ処理のための分散型構造システム内に共有データアクセス層を有するサービス提
供実体によって提供するためのシステムおよび方法を含み得る。ユーザー転換可能アプリ
ケーションは在宅ヘルスケアサービス業界では、１つ以上のサービス要求を受信して、介
護者の可用性ならびに優先度および／または個々の患者と介護者との間の適合性を確立す
るカスタマイズ可能なパラメータおよび／または好みに基づいてサービスをスケジュール
するように構成され得る。さらに別の例示的な実施形態では、ユーザー転換可能アプリケ
ーションは、配送サービス提供者をディスパッチするために採用され得る。追加として、
かかる例示的な実施形態は、本明細書で提供される本発明に関する開示に従い、さらなる
サービス関連業界においても実行または採用され得ることが理解されるであろう。
【００５１】
　輸送管理およびディスパッチ業界では、例えば、モバイルアプリの使用は、例えば、乗
客が乗車を予約するのを可能にするため、サービス提供者に仕事を引き受けるための手段
を提供するためなど、当たり前になっている。それに応じて、各ディスパッチ会社のビジ
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ネスニーズに対して特別に調整されたカスタマイズ可能なモバイルアプリの必要性は高ま
っている。このニーズを満足するために、２つのオプション－特注アプリ、またはホワイ
トラベルアプリが、かかるディスパッチ会社に対して台頭している。特注アプリはゼロか
ら作成されて、クライアントによって要求された仕様に構築される。多くの開発者は、特
注アプリの構築を迅速に進めるために何らかのテンプレートコードを使用する。しかし、
それらの構造およびソースコードの大部分は、クライアントに合わせて作成される。最終
結果は典型的には、クライアントに固有の見事にブランド付けされたイベントアプリであ
る。しかし、かかる独自性は費用がかかって、長期にわたる開発サイクルを必要とし、各
アプリはそれが使用されるためにアプリストアによって提出され、承認されて公開される
必要がある。追加として、アプリがバグまたは問題と共に受け取られる場合、クライアン
トはかかるバグを、自身で、またはアプリ開発者もしくは他の専門家とのサービス契約の
拡張を通してのいずれかで、修正する責任がある。
【００５２】
　代替として、特注アプリは何らかのテンプレートを使用して開発プロセスを促進し得る
が、他のアプリ（すなわち、ホワイトラベルアプリ）は、テンプレート化に基づき得る。
かかるテンプレート化されたホワイトラベルアプリを用いて、クライアントは、典型的に
は様々なモジュールへのアクセスを含むが、設計および機能の両方において独自性を犠牲
にして、特別にブランド付けされたアプリを受け取る。テンプレート化されたホワイトラ
ベルアプリの利点は、それらはより安価で、より迅速な開発サイクルを有することである
。特注アプリと同様に、テンプレート化されたホワイトラベルアプリは、固有にブランド
付けされたアイコンを含み、公開するために審査用に提出される必要がある。テンプレー
ト化されたアプリはテンプレートベースであり、従ってバグがある可能性は低いが、それ
にもかかわらず任意のソフトウェアバグを修正するためのサポートが付いている可能性が
高い。
【００５３】
　コンピューティングシステム１００によって使用されるコンピュータプログラム命令お
よび／または本システムと共に使用するためのアプリは、無制限に、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖ
ａ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、Ｐｙｔｈｏｎ、アセンブリ言語、Ｌｉｓｐなどを含む、様々
な言語の１つのコンピュータ実行可能コードを含み得ることが理解されるであろう。ある
論理機能は、解決する必要のある技術的課題に対して顧客およびサービス提供者に高度に
固有で適合したサービスを提供するために実装される必要があり得る。これらの論理機能
は、様々な好みおよび制限に対応するために事前にプログラムされ得、特定のｉｆ－ｔｈ
ｅｎシナリオを実行するために極めて複雑であり得る。あるパラメータを識別する規則が
確立され得る。このようにして、多くの複雑な条件が説明され得、サービス提供者および
顧客はそれらのフィルタに基づき論理機能を連鎖することによってフィルタリングできる
。様々な言語特徴が利用でき、Ｊａｖａなどのプログラム言語を通してプログラムされて
実装できる。かかる言語は、アセンブリ言語、ハードウェア記述言語、データベースプロ
グラミング言語、関数型プログラミング言語、命令型プログラミング言語などを含み得る
。ある実施形態では、コンピュータプログラム命令は、コンピュータ、プログラム可能デ
ータ処理装置、プロセッサまたはプロセッサアーキテクチャの異種の組合せなどの上で実
行するために、格納され、コンパイルされ、または解釈できる。
【００５４】
　本発明に関する開示の例示的な実施形態によれば、ユーザー転換可能なモバイルアプリ
ケーションプラットフォームおよび表示が提供され、それによりＤＳＰまたはサービス提
供実体（ＳＰＥ）および複数の基地サービス会社は、単一のアプリケーションプラットフ
ォームバックエンド下で動作できる。典型的には、ＤＳＰは、顧客の要求に基づき複数の
サービス会社を通してサービス提供者をディスパッチするか、または別の方法で識別して
スケジュールするためのシステムおよび／もしくは方法を提供するテクノロジー会社もし
くはソフトウェア会社（例えば、ライセンス化されているか否か）であるが、その必要は
ない。本開示は一般に、ＤＳＰをバックエンドディスパッチコードベースの提供者と呼ぶ
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が、かかるバックエンドコードベースは代替として任意の他のテクノロジーまたはソフト
ウェア提供会社によって提供され得ることが当業者によって理解されるであろう。ある実
施形態では、少なくとも輸送、在宅ヘルスケア、配送、および他のサービス産業において
、サービス要求のカスタマイズ可能な処理のための分散型構造システム内に共有データア
クセス層を有する、ユーザー転換可能アプリケーション管理システムおよび方法が提供さ
れる。本発明に関する開示は、サービスディスパッチ、サービスデマンド、サービス要求
、サービススケジューリングなどのための転換可能で、能率化され、効率的で、カスタマ
イズ可能なシステムを、ＤＳＰ、ＳＰＥ、ホワイトラベル実体、非ホワイトラベル実体、
または他のディスパッチ実体に対して、およびモバイルアプリによってそれらを利用する
ユーザーまたは顧客に対して作成するために、結合されたか、または別の方法でリンクさ
れたディスパッチアプリのシステムを提供する。本明細書では、「非ホワイトラベル実体
」は、そのディスパッチサービスを提供するためにＤＳＰフロントエンドアプリおよびＤ
ＳＰバックエンドソフトウェアコードベースを利用するサービス提供実体または会社であ
る。
【００５５】
　各基地会社はそれ自身のフロントエンドアプリケーションプログラムを利用し得るが、
各々同じバックエンドアプリケーションを利用し得る（すなわち、それらは全て同じバッ
クエンドコードセットを共有し得るが、各会社がそれ自身の会社のニーズまたは要件に従
ってブランド付けできるように、各々異なるフロントエンドを利用し得る）。代替として
、各基地会社は、サービス提供者または対象体を（例えば、合意または別の方法によって
）共有するために相互に直接、ネットワークを経由して通信するためのそれ自身のフロン
トエンドアプリケーションプログラムを利用し得る。より具体的には、ＤＳＰまたはＳＰ
Ｅは、そのサービスを操作するためのそれ自身のモバイルアプリケーションプラットフォ
ームを採用し得、それは、他のサービス会社または基地が、ＤＳＰもしくはＳＰＥブラン
ド下で、またはそれら自身の個々のブランド下のいずれかで使用するために、それらにラ
イセンス供与もされ得る。どちらにしても、様々な会社は、相互に無関係に動作するＤＳ
Ｐアプリおよびホワイトラベルアプリの両方に対する欠陥および／または欠点を克服する
のに役立つ効率的でシームレスなパートナーシップまたはビジネス関係を可能にするため
にそれらが協力するか、または別の方法でスムースにやり取りできるように、同じバック
エンドコードセットを有するプラットフォームを利用し得る。
【００５６】
　それに応じて、本明細書で開示するシステムおよび方法は、顧客、サービス提供者、Ｄ
ＳＰおよびホワイトラベルディスパッチ実体に対してさらに能率化されて効率的なディス
パッチシステムを作成するために、ＤＳＰおよびホワイトラベルディスパッチ実体または
会社の各々が直面している欠陥に対する解決策を、その２つを結合するか、または別の方
法でリンクすることによって提供する。例えば、例示的な実施形態では、それ自身のディ
スパッチアプリを有するＤＳＰまたはＳＰＥは、そのアプリを１つ以上のサービスディス
パッチ実体または基地会社にアウトソーシングして、そのディスパッチサービスを提供す
るために使用するホワイトラベルアプリを探し得る。かかるシナリオでは、１つ以上の会
社は、ＤＳＰもしくは他のテクノロジー会社のアプリケーションソフトウェアをそれ自身
のブランド付けされたホワイトラベルアプリとして利用し得るか、またはそれをＤＳＰの
ブランド下で使用し得る。どちらの場合にも、バックエンドソフトウェアコードは、ＤＳ
ＰおよびＤＳＰと契約した各ホワイトラベル顧客に対して同じであり－フロントエンドだ
けがホワイトラベル顧客に対して変更される。この組合せは、例えば、サービスディスパ
ッチ会社がＤＳＰのソフトウェアアプリをホワイトラベルアプリとしてだけ（すなわち、
それ自身のブランド下だけで）使用したい場合、サービスディスパッチ会社がＤＳＰのソ
フトウェアアプリをホワイトラベルアプリとして使用したいが、サービス要求のディスパ
ッチをＤＳＰと共有もしたい場合、サービスディスパッチ会社がＤＳＰのソフトウェアア
プリをＤＳＰのブランド下で使用したい場合など、異なる解決策を提供する。最初の２つ
のシナリオでは、ホワイトラベルアプリは、同じバックエンドソフトウェアコードを利用
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するが、ＤＳＰアプリをライセンス供与している異なるサービスディスパッチ会社の各々
のブランドにカスタマイズされた異なるフロントエンドを有する。追加として、第２のシ
ナリオでは、システムが任意選択として、見込み客が単一のアプリ内で複数のサービス会
社のブランドを見るのを可能にして、顧客が欲するサービス会社を選択するように構成さ
れる場合、会社は、そのブランドを新しい顧客に売り込むことができるようにし得る。第
２のシナリオの他の実施形態では、顧客は潜在的に、複数のサービス会社のいずれからの
サービス提供者からも乗車を受け入れるが、顧客がそのアプリをダウンロードしている会
社のブランドだけを見るであろう。第２のシナリオのこれらの実施形態のいずれかでは、
顧客はソフトウェア提供者のブランド（すなわち、ＤＳＰまたは他のテクノロジー／ソフ
トウェア会社のブランド）を見ない。
【００５７】
　かかる取決めは各々、ＤＳＰおよびホワイトラベルアプリを使用しているディスパッチ
会社の両方に対して利益をもたらす。例えば、真にホワイトラベルアプリ顧客と共に、Ｄ
ＳＰはそのソフトウェアアプリのライセンス供与に対する代価を受け取り得、一方、ホワ
イトラベルアプリ顧客は業界関係者によって提供されたソフトウェアアプリの恩恵を得る
。ホワイトラベルアプリ顧客もＤＳＰと協力してサービス提供者のディスパッチを共有す
る場合、ＤＳＰはこの場合もやはりそのソフトウェアアプリのライセンス供与に対する代
価を受け取り、そのアプリを通して予約された各サービス要求に対する追加の代価も受け
取り、それは次いでホワイトラベル顧客のサービス提供者にディスパッチされる。これは
、どのＤＳＰサービス提供者も１つのサービス要求を完了するために対応可能ではないが
、ホワイトラベルアプリ会社のサービス提供者が対応可能な場合に起こる可能性が高いで
あろう。ここで、ＤＳＰディスパッチシステムは、ホワイトラベルアプリ会社および／ま
たは顧客の事前承認を得て、ＤＳＰアプリを通して、サービス要求をかかるサービス提供
者に直接ディスパッチできる。逆に、ホワイトラベルディスパッチシステムは、ＤＳＰお
よび／または顧客の事前承認を得て、ホワイトラベルアプリを通して、サービス要求をＤ
ＳＰサービス提供者に直接ディスパッチできる。追加として、ＤＳＰのアプリ（例えば、
ホスト会社によって提供されたモバイルアプリ）をダウンロードしている顧客は依然とし
て、ＤＳＰによってホストされる同じデータベースを通してホワイトラベルディスパッチ
会社のサービス提供者からの乗車を受け入れることができる。ホワイトラベルアプリをダ
ウンロードしている顧客に対して、彼らは、ＤＳＰのクライアントまたは顧客から（すな
わち、ＤＳＰの同意を得て）サービス要求の受け入れを許可する（または許可しない）こ
とを選択する手段を提供される。これらは、ＤＳＰアプリとホワイトラベルアプリの両方
が同じバックエンドソフトウェアを利用し、それ故、各々ＤＳＰのシステムデータベース
に通信可能にリンクされているので、可能である。
【００５８】
　さらに別の例示的な実施形態では、サービスディスパッチ会社はＤＳＰのソフトウェア
アプリをＤＳＰのブランドで単に利用することを望み得る。例えば、サービス提供者およ
び車両を有するが小規模な顧客基盤の限られた資源で起業したばかり会社は、ホワイトラ
ベルアプリケーション費用を回避して、サービスディスパッチ会社がもっと大規模で、周
知のＤＳＰと提携している恩恵を受けるのを可能にし、同時に、追加のサービス提供者お
よび車両をＤＳＰに提供するので、かかる取決めを欲し得る。任意選択で、システムは、
どのアプリ（すなわち、ＤＳＰアプリまたはホワイトラベルアプリ）がサービス要求を予
約するために所与の顧客によって使用されるかを追跡するように構成され得る。ある実施
形態では、システムは、どの会社から顧客が元々サービスを要求したか（例えば、どのア
プリを顧客が最初にダウンロードし、最初のサービス要求のために使用したか）も追跡し
、たとえ顧客がその後、異なる会社からの別のホワイトラベルアプリを使い始めて、別の
会社からのサービス提供者を要求し、かつ／またはソフトウェア会社もしくはＤＳＰのア
プリを直接使用しても、オリジネーション手数料を支払い得る。
【００５９】
　本明細書で開示するシステムおよび方法は、従来のディスパッチサービス方法のそれよ
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りも遥かに円滑で効率的なプロセス全体を可能にする機能性を提供することが理解される
であろう。当業者は、これらの機能は例に過ぎないこと、および提供者のインタフェース
の他の機能が利用され得ることを理解するであろう。当業者は、本発明に関する開示の例
示的な実施形態は、異なる種類のコンピューティング装置との使用のために企図され得る
こと、およびコンピューティング装置は本明細書で説明するものと構成要素において異な
り得ることを理解するであろう。
【００６０】
　本明細書で説明するシステムおよび方法は、以下で詳細に説明する、図面を参照すると
最も良く理解される。最初に図１Ａを参照すると、本発明に関する開示の様々な例示的実
施形態と共に使用するための、例示的なコンピューティングシステム１００および複数の
周辺コンピューティング装置１２８の概略図が示されている。ハードウェアおよびソフト
ウェアの組合せが、複数のコンピューティング装置１２８およびコンピューティングシス
テム１００上で動作し、一般に、有線または無線ネットワーク１２４（例えば、ワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ））（例えば、インターネット）への１つ以上の接続を有し、
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）インタフェース１２０を通してローカル装置と統
合される。コンピューティング装置１２８は、情報を他のモバイル装置またはコンピュー
タシステムに伝達可能なソフトウェアを有し、（例えば、携帯電話システムの三角測量を
通して、ＧＰＳ、ユーザーからの位置指定によって、など）地理的位置突きとめ機能を有
する位置認識装置を備えた装置の位置を判断して、プライベートコンピュータネットワー
クまたはインターネットなどの公共ネットワークにネットワーク１２４を通して接続され
ている、１つ以上の無線モバイルハードウェア装置を含むことができる。自律的地理空間
位置決めをグローバルな範囲で提供する他の衛星ナビゲーションシステム（すなわち、全
地球的航法衛星システムまたは「ＧＮＳＳ」）は、例えば、ＧＬＯＮＡＳＳ、ガリレオ、
ＩＲＮＳＳ、ＱＺＳＳ、Ｂｅｉｄｏｕ、および他の地域システムを含み、本発明に関する
開示に従って使用され得ることが理解されるであろう。コンピューティング装置１２８は
、ディスパッチセンターもしくはサービス実体の任意の数と関連付けられた対象体または
ドライバーまたは在宅介護者またはサービス提供者または構成体（ｃｏｎｓｔｉｔｕｅｎ
ｔ）または乗客または患者または顧客の任意の１つ以上によって使用される装置を含み得
る。例えば、１つ以上のサービスディスパッチ会社は、ＤＳＰによって提供されるディス
パッチプラットフォームを、直接的に、またはホワイトラベル顧客としてのいずれかで利
用し得、それにより各々によって使用されるバックエンドコードセットは同じであり、様
々な顧客がシームレスな仕事上の関係に参加するのを可能にして全ての人に対するビジネ
スの可能性を最大限にするように、統合または共有された関係を提供できる。
【００６１】
　コンピューティングシステム１００は、例えば、プロセッサまたは中央処理装置（すな
わち、ＣＰＵ）１０４、メモリ装置１０６、データベース１０８、インタフェース１１０
、通信手段１１２、ディスプレイ装置１１４、１つ以上の入力装置１１６（例えば、キー
ボード、マウス、マイクロホンなど）、ＬＡＮデータ伝送コントローラ１１８、ＬＡＮイ
ンタフェース１２０、ネットワークコントローラ１２２、および内部バス１３８を含むサ
ーバー１２０を含むことができる。システム１００は代替として、データ記憶装置、例え
ば、有線または無線リンクを経由して１つ以上のデータベース１０８を配置しているハー
ドディスクなど、に接続され得る。コンピューティングシステム１００は、サーバー１０
２と同じか、もしくは同様に構成された２つ以上のサーバー、または異なる方法で、例え
ば、異なるハードウェアもしくはソフトウェアを配置して構成された１つ以上のサーバー
も含み得る（例えば、コンピューティングシステム１００は、データセンターまたはサー
バーファームなどの複数の空間でホストされた複数のサーバーを含み得る）。
【００６２】
　コンピューティングシステム１００は、通信手段１１２を通して調整されたネットワー
クサービスと通信するように構成され得、通信手段１１２はデータを、１つ以上のネット
ワークを経由して、または１つ以上の周辺機器に伝達するための任意のアプローチを含み
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得る。通信手段１１２は、無線接続、有線接続、移動体通信接続、データポート接続、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続、またはそれらの任意の組合せを提供するための回路
および制御システムを含み得るが、それらに制限されず、本手段はかかる通信アプローチ
を使用して通信するのを可能にされた装置を含み得る。当業者は、使用され得る通信のた
めに多数のアプローチがあることを理解するであろう。
【００６３】
　サーバー１０２およびコンピューティングシステム１００は、通信手段１１２およびネ
ットワーク１２４を通して、コンピューティング装置１２８およびベンダー装置１２６な
どの周辺装置に、ならびに、例えば、ＬＡＮインタフェース１２０を通して、管理者装置
１３４およびディスパッチャ装置１３６に、通信可能にリンクされ得る。コンピューティ
ング装置１２８は、１つ以上の顧客コンピューティング装置１３０Ｃ１～１３０Ｃｎおよ
び／またはサービス提供者コンピューティング装置１３２ＳＰ１～１３２ＳＰｎとして構
成され得る。コンピューティング装置１２８は、ユーザー（例えば、顧客、乗客、構成体
、患者、エージェント、サービス提供者、対象体、介護者、ヘルスケア提供者、配送エー
ジェントなど）がコンピューティングシステム１００とやり取りするのを可能にする装置
（例えば、スマートフォン、スマートウォッチなど）であり得る。任意の数（例えば、１
、２、３．．．ｎ）のサービス提供者／対象体装置１３２ＳＰ１．．．１３２ＳＰｎ、ま
たは顧客／構成体装置１３０Ｃ１．．．１３０Ｃｎがコンピューティングシステム１００
と共に使用され得る。
【００６４】
　コンピューティングシステム１００は、世界中のどこにでも配置され得るデータセンタ
ーからの支援を受けて、２つ以上のサーバー１０２を分散型構造で有し得る。これらの実
装は、通信可能にリンクされてクロスプラットフォームに対応し得、そのため、モバイル
コンピューティング装置（例えば、スマートフォン、タブレットなど）または固定コンピ
ューティング装置（例えば、デスクトップコンピュータなど）上のユーザーは、自分のサ
ービス要求に関連する情報を提供され得る（例えば、顧客、サービス提供者もしくはサー
ビス実体またはそれらの任意の組合せに対するサービスに関連した、例えば、移動時間、
経路、価格設定情報、プロファイル／設定情報などの情報またはサービス関連要因を表示
する電子地図表示、インジケータ）。本明細書で説明するシステムの特徴は、プロセッサ
によって処理されて出力されるべき方法ステップを可能にするコンピューティング装置を
通して実装できる。サーバー１０２は、ユーザーインタフェースを調整して、データベー
ス１０８とやり取りし得、サーバーインタフェースを通して、顧客入力情報、位置情報、
およびコンテンツを構成するためのサービス要求情報、ならびに提供者からの情報（例え
ば、位置情報、制限情報、履歴情報など）を受け取り得る。前述のとおり、サーバー１０
２は情報を１つ以上のコンピューティング装置にサーバーインタフェースを通して送信で
き、情報はコンピューティング装置１２８のディスプレイに出力できる。かかる内容は、
特に関連のある、とりわけ、サービス要求の地図作成または経路指定に関して、地域情報
が存在する場合に地域固有の特徴を含み得、各ユーザーは、そのユーザーの役割およびニ
ーズに応じて、異なる機能を提供され得る。
【００６５】
　電子またはデジタル地図表示は、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）ＭａｐｓまたはＷａｚｅ（
登録商標）などの、地図作成ＡＰＩを使用することによりアプリケーションプログラム（
例えば、モバイルアプリ）によって生成され得る。いくつかの実施態様では、地図はモバ
イル装置のタッチスクリーン上に表示でき、それはユーザーが、タッチスクリーンセンサ
ーによって可能にされた、電子地図表示インタフェースとやり取りすることによって、現
在位置、ピックアップ位置、降車位置または戻り位置を指定するのを可能にし得る。地図
作成機能は、サービス提供者が顧客のピックアップ位置を識別するのを支援するためにＧ
ＰＳデータまたは地理位置を利用するので、ディスパッチするために不可欠である。その
上、電子地図表示機能を、とりわけタッチスクリーンモバイル装置上で用いて、顧客は、
地図作成ＡＰＩ、検索ＡＰＩ、地理位置ＡＰＩなどの同じか、または１つ以上の他のＡＰ
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Ｉによって提供され得る位置検索機能に加えて、サービス要求に関連のある位置をもっと
容易に識別し得る。さらに、ＡＰＩは、サービス要求、画像または写真、天気関連データ
などに示された位置間の移動の距離、経路、推定時間などの情報を提供し得、それは、一
部分において、価格見積もりを行うために使用でき、潜在的に対応可能な顧客を評価する
ためにサービス提供者によって使用でき、また、サービス提供者および顧客に対して他の
有益または関連する情報を見つけるために使用できる。地図作成または位置に適用される
インジケータの関連セットも、周辺地域の電子地図表示の上に置かれ、ユーザーによって
やり取りされ得る。これらの位置識別は、テキストボックスまたは検索ボックス入力など
の特徴を通して入力できる。
【００６６】
　本発明に関する開示の例示的な実施形態によれば、顧客コンピューティング装置１３０
は、第１のサービス会社に対応するアプリケーションプログラムのアイコンまたはアプリ
ケーション画像を表示するディスプレイ画面を有し得る。これは、アプリケーションアイ
コン、画像、グラフ、またはリンクとして表示され得、顧客によってアプリケーションプ
ログラムを開始するためにアクセス可能であり得る。アプリケーションプログラムは、顧
客から受信したサービス要求を完了するためにサービス提供者を求めてデータベースを検
索するＡＰＩを含め、１つ以上のＡＰＩを含み得る。サービス会社に対応するアプリケー
ションプログラムのＧＵＩは、分散型構造システム内の共有データアクセス層（ＤＡＬ）
に通信可能に結合されて、カスタマイズ可能な輸送ディスパッチ、在宅ヘルスケアディス
パッチ、配送ディスパッチ、予約などの、ディスパッチのために分割されたデータベース
にリンクされる。コンピュータソフトウェアにおける共有ＤＡＬは、実体リレーショナル
データベースなどの、何らかの種類の永続的記憶装置に格納されたデータへの簡略化され
て共有されたアクセスを提供するコンピュータプログラムの層である。分散型構造システ
ムは、次いで、第２のサービス実体または会社に対応した、第２のアプリケーションプロ
グラムを含み得、それは、共有データアクセス層およびＤＳＰ会社によって管理されるデ
ータベースに通信可能に結合され得る、それ自身のＡＰＩまたはＡＰＩのセット、および
ＧＵＩを有し得る。分散型構造システムは、複数のアプリケーションプログラムを含み得
、それらは、それら自身のＡＰＩを有して、複数のサービス実体または会社に対応し、そ
のサービス会社の各々は分割されたデータベースのそれら自身の部分を有することは当業
者には明らかであろう。画面は、電子地図表示を含むサービス要求に関連したデータ、顧
客、サービス提供者もしくはサービス実体またはそれらの任意の組合せに対するサービス
に関連した情報またはサービス関連要因を表すインジケータを表示し得る。
【００６７】
　本システムの例示的な実施形態は、他の顧客選択および好みに基づき、顧客インタフェ
ース特徴の一部として表示されたコンテンツを含む、顧客モジュール特徴も調整し得る。
本システムの例示的な実施形態は、オンデマンドの輸送、配送、または在宅ヘルスケアサ
ービスアプリケーション、地図構成要素、地図データベース、および位置認識装置ユニッ
ト、例えば、ＧＰＳモジュール、受信機、または位置ベースサービス（ＬＢＳ）データを
提供するための他の回路など、を含み得る。当業者は、位置識別および位置ベースサービ
スを提供するための多数の手段があり、本発明に関する開示の例示的な実施形態は任意の
かかる手段と共に使用するために企図されることを理解するであろう。ＧＰＳ対応システ
ムまたは装置は、アプリケーションの追跡構成要素が、サービス要求を行っているか、ま
たはサービスを提供しようとしている顧客およびサービス提供者の位置を個々に識別する
のを可能にする。顧客の現在位置またはサービス位置に基づいて、アプリケーション管理
者は地域固有の顧客インタフェース特徴を顧客インタフェース構成要素によって出力させ
得る。顧客に特有の地域は、オンデマンドサービスが顧客に提供され得る現在位置または
サービス位置を含む。その地域は、コンピューティング装置が現在、設置されている郵便
番号または市の名前もしくは大都市圏名によって識別され得、現在位置から所定の距離も
しくは半径（例えば、１マイル）を有する地域であり得るか、または他の地域から明確に
分割されている地域であり得る。顧客の地域に基づいて、アプリケーション管理者はオン
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デマンドサービスに関する地域固有の情報を１つ以上の顧客インタフェース特徴上に提供
させ得る。オンデマンドサービスに関する地域固有の情報は、一部、オンデマンドサービ
スシステムによって提供され得る。位置ベースの好みまたは制限は、一部、ＧＰＳ対応（
または他のＧＮＳＳ対応）装置に依存する。説明のとおり、オンデマンドサービスアプリ
ケーションは、位置情報をオンデマンドサービスシステムに提供し得、それによりサービ
スシステムはサービスが顧客に提供されるように準備し得る。
【００６８】
　本発明に関する開示の例示的な実施形態によれば、顧客の現在位置またはサービス要求
位置は位置認識装置によって判断できる。位置認識装置はコンピューティング装置の位置
を種々の方法で判断できる。一例では、位置認識装置は、コンピューティング装置の位置
ベース／地理を認識する資源から受信されたＧＰＳデータの処理を通して達成できる。加
えて、位置認識装置は、コンピューティング装置上で動作する他のアプリケーションまた
はプログラムからもＧＰＳデータを受信できる。例えば、本システムは、１つ以上のＡＰ
Ｉを使用して１つ以上の他のアプリケーションと通信できる。オンデマンドサービスアプ
リケーションは、位置情報を使用して、顧客インタフェース構成要素にその位置情報に基
づいて顧客インタフェースフレームワークを構成させることができる。追加として、オン
デマンドサービスアプリケーションは、顧客の位置データをオンデマンドサービスシステ
ムに提供できる。
【００６９】
　さらに、本システムは、要求されたピックアップ位置および実際のピックアップ位置は
必ずしも同じではない可能性があるので、これら２つの位置を識別し得る。実際のピック
アップ位置は、例えば、緯度と経度の座標に基づいて識別され得る。第１の例では、要求
されたピックアップ位置は、ニューヨーク市４２番街８９Ｅ、ＮＹ１００１７の住所にあ
るグランドセントラル駅であり、実際のピックアップ位置は４０．７５２７２６２、－７
３．９７７２２９４（緯度＆経度）もしくは４０．４５.１０、－７３.５８．３８（度分
秒（ＤＭＭ）形式で）であるか、または何らかの他の形式で表され得る。当業者は、顧客
の要求されたピックアップおよび降車位置ならびに実際のピックアップおよび降車位置は
、ＡＰＩ（例えば、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）Ｍａｐｓ、Ｆｏｕｒｓｑｕａｒｅ（登録商
標））を通してなど、第三者ソフトウェア、または位置識別目的のために使用される任意
の他のソフトウェアおよび／もしくはハードウェアとのやり取りを含むが、それらに制限
されず、様々な手段の支援を受けて識別され得ることを理解するであろう。
【００７０】
　本システムは１つ以上の地理情報システム（ＧＩＳ）、および、サービス提供者モジュ
ールに接続しているネットワーク内に配置され得る、１つ以上のデータベースを実装し得
、サービス提供者モジュールは少なくとも１つの地理位置認識装置、地理認識カメラ、お
よび現在の時間および日付を識別するクロック機構を含み得る。本システムは、タスクを
プログラムで実行するための命令を格納する持続性コンピュータ可読記憶媒体を含む。１
つ以上のサーバーは、地理位置データおよび時間データを地理位置認識装置およびモバイ
ル装置のクロックから導出することを通して、車両活動、ならびに従ってサービス提供者
活動、に関する情報を追跡する１つ以上のモジュールと通信するように構成され得る。Ｇ
ＰＳ受信機などの地理位置認識装置がサービス提供者によって操作される車両内に配置さ
れ得、地理位置追跡処理のための手段を備えた１つ以上のサーバーと無線ネットワークを
通して通信し得る。結果として、１つ以上のサーバーは、実際の地理位置および実際の時
間（すなわち、サービス要求が開始して終了した場所と時間）に対する入力を受信し得る
。地理位置および時間データが送信されると、サーバーは「指定された」地理位置を「実
際の」地理位置と、および指定された時間を実際の時間と比較できる。ここで、「指定さ
れた」は、サービス要求で受信された（例えば、運行の意図する目的地として入力された
位置、サービスが実行される位置など）か、または顧客、システム、第三者などによって
別の方法で識別された入力を指し得る。それに対して、「実際の」は、モジュールまたは
他の対応装置を通して追跡される入力（例えば、降車が行われたとして示され得る位置）
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を示し得る。
【００７１】
　サーバーインタフェースを通して受信されたサービス要求データまたは情報は、コンピ
ューティングシステム１００によってデータベース１０８内に格納され得、例えば、サー
ビス要求の状態、提供者によるサービス要求引受けの状態、サービス要求をキャンセルす
るための提供者からの理由、割り当てられたサービス要求と関連付けられた履歴、ディス
パッチャの操作ログなど、を含み得る。通知および確認状態の内容／タイムスタンプもシ
ステムログ内に記録され得、この情報はコンピューティングシステム１００の管理者によ
ってチェックできる。これは、システムが記録し得る操作サービス要求情報の包括的なリ
ストではないことが理解されるであろう。
【００７２】
　ここで図１Ｂを参照すると、本発明に関する開示に従った、データベース１０８の構造
、内容、および／または構成の例示的な実施形態を示す概略図が示されている。本システ
ムは、１つのハードディスク、１つ以上のハードディスク、または他の記憶手段上に配置
された１つのデータベース１０８またはデータベース（またはデータ記憶媒体）のセット
を採用し得る。データベース１０８内の情報またはデータは、非リレーショナルまたは非
構造化の方法で格納され得る。当業者は、データベース１０８または他のデータ記憶媒体
内にデータを提供、格納、および構造化するための多数の方法があることを理解するであ
ろう。追加として、一次データベースにおけるデータ損失の場合に備えて、少なくとも１
つのバックアップデータベースが、一次データベースを定期的にバックアップするために
提供され得る。「データベース」として参照されているが、当業者は、実際にはこれは、
構造化もしくは非構造化、リレーショナル、または別の方法にかかわらず、データ記憶媒
体を含むが、それらに制限されない、多数の方法で実装できることを理解するであろう。
当業者は、任意の適切なデータベース１０８または他の記憶手段との使用のために企図さ
れた、特定の情報の構造化および取得のためにデータベースおよびデータ記憶媒体を提供
する多数の方法があることも理解するであろう。さらに、前述のとおり、本明細書で開示
する例示的な実施形態は、１つのタイプの顧客に対応して処理および格納された１つのタ
イプのデータとの使用のために企図されているが、本発明に関する開示のある実施形態は
、複数のタイプの顧客に対応する複数のタイプのデータ、または複数のタイプの顧客に対
応する１つのタイプのデータ、または１つのタイプの顧客に対応する複数のタイプのデー
タを組み込み得る。
【００７３】
　本発明に関する開示の例示的な実施形態によれば、データは、ＤＳＰ自体を含む、ソフ
トウェアアプリケーションを使用する様々なクライアント、ＤＳＰアプリケーションソフ
トウェア（または他のソフトウェア会社のソフトウェア）のホワイトラベルバージョンを
使用するクライアント、またはＤＳＰアプリケーションソフトウェアインタフェースを使
用するクライアントに従い、データベース１０８内で分類できる。かかるカテゴリは、Ｄ
ＳＰデータ１４０、ホワイトラベル会社Ａデータ１４８、ホワイトラベル会社Ｂデータ１
５６、サービス会社１データ１６４、およびサービス会社２データ１７４を含み得る。言
うまでもなく、本システムは、任意の数のホワイトラベルまたはサービス会社に対応する
ようにスケーリングされ得る。図に示すように、ＤＳＰデータ１４０は複数のサブカテゴ
リのデータ、例えば、顧客情報１４２、ＤＳＰサービス提供者好み／制限データ１４３、
サービス提供者プロファイル１４４、ＤＳＰ好み／制限データ１４５、他のデータ１４６
など、を含み得る。同様に、各ホワイトラベル会社Ａおよび会社Ｂデータ１４８、１５６
は、例えば、顧客情報１５０、１５８、サービス提供者（例えば、会社Ａ＆会社Ｂ）好み
／制限データ１５１、１５９、サービス提供者プロファイル１５２、１６０、会社Ａ／会
社Ｂ好み／制限データ１５３、１６１、他のデータ１５４、１６２、などの複数のサブカ
テゴリのデータを含み得、また非ホワイトラベルサービス会社データ（例えば、サービス
会社１データ＆サービス会社２データ）１６４、１７４は、例えば、顧客情報１６８、１
７６、サービス提供者好み／制限データ１６９、１７７、サービス提供者プロファイル１
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７０、１７８、会社１／会社２好み／制限データ１７１、１７９、他のデータ１７２、１
８０、などの複数のサブカテゴリのデータを含み得る。ＤＳＰ、ホワイトラベル基地会社
、およびＤＳＰアプリを使用している非ホワイトラベル基地会社の各々によって利用され
るＤＳＰソフトウェアアプリケーションのバックエンドコードベースは好ましくは、カテ
ゴリのいずれかにおけるデータが、データもしくはサービス要求の処理および／または割
当て中に、そのクライアント（複数可）からのサービス要求が別のサービス会社からのサ
ービス提供者または同じバックエンドソフトウェアアプリを利用している他のタイプのサ
ービス実体によってサービスされるのを可能にするか否かに関して、クライアントの選択
を含むがそれに制限されない、クライアントの事前に設定した構成に基づいてアクセスさ
れ得るように、構成される。このように、本システムは、ＤＳＰのバックエンドソフトウ
ェアコードベースを使用している会社の各々の間のやり取りを可能にして、各会社に、サ
ービス要求に対してサービス提供者を割り当てる際の追加のオプションを与える。
【００７４】
　同様に図に示すように、データベース１０８は、様々なデータセットを確立する多数の
追加のデータカテゴリまたはグループ分けを含み得、管理データ１８２、ユーザーデータ
１８４、地図および経路データ１８６、車両タイプデータ１８８、規則および手続きデー
タ１９０、ユーザー好みデータ１９１、支払い関連データ１９３、サービス要求データ１
９４、グループデータ１９５、お気に入り／好ましいデータ１９６、格付けデータ１９７
、報告データ１９８、ならびに他のデータ１９９を含むが、それらに制限されない。デー
タベース１０８内の全ての履歴データも、リアルタイムデータまたは、現在まだ知られて
いなかったか、もしくは利用できなかったデータによって、訂正、更新、補足または別の
方法で修正され得る。リアルタイムデータは、１人以上のユーザーがかかるデータを直ち
に共有する場合にリアルタイムであると見なされる。「直ちに」は、１５分などの、事前
に設定された時間に近い所定の期間内にできるか、または事実上、現時点と間を置かない
可能性がある。データがリアルタイムデータと見なされる要件を満足しない場合、データ
は履歴データと見なされるが、データベース１０８内に既に存在している／格納されてい
る他の履歴データを更新するために使用され得る。
【００７５】
　データベース１０８は車両タイプデータ１８８も格納できる。車両のタイプまたは車両
のナンバープレートのタイプに関して、データタイプは少なくとも車両のタイプまたは車
両のナンバープレートのタイプに対応し得る。例えば、セダン、ＳＵＶ、小型トラック、
リムジンなどは各々、それらそれぞれの定員または価格設定レートに特化した異なるタイ
プのインジケータを有し得、ある顧客は、少なくとも１つの車両タイプに対応するデータ
を受信でき、他方、他の全ての車両タイプに対するデータは除外する。言い換えれば、顧
客からの特定のサービス要求に対応するデータは、車両、車両のナンバープレート、また
は他の仕様のタイプに基づくかどうかにかかわらず、車両のタイプにフォーカスされ得る
。同様に、地図および経路データ１８６は、データベース１０８内に格納できる。地図お
よび経路データ１８６は追加として、個人の地図データベース内または一般データベース
内に格納され得、そこで地図および経路データ１８６は、交通状況、道路密度などとの相
互参照を通してＥＴＡ情報に関して問い合わせできる。地図構成要素データはＧＰＳおよ
びＬＢＳによって識別されたサービス要求に対する地図データを格納できる。ＧＰＳおよ
びＬＢＳデータは、例えば、位置ベース資源の受信を通してなど、様々な方法で、コンピ
ューティング装置の位置を判断できる。サービス提供者データは、サービス提供者のプロ
ファイル、例えば、サービス提供者の写真および彼／彼女の運転経験年数、性別、出身国
、ならびに言語能力を含む個人データなど、を含むことができる。
【００７６】
　データベース１０８は、ユーザーデータ１８４（すなわち、ユーザーに関する情報）も
含むことができる。ユーザーは、例えば、名前、車両のナンバープレートのタイプ、車両
のタイプ、運転免許、在宅介護または他のサービス提供者のライセンスもしくは認証を発
行した州または国、自宅住所、勤務先住所、提供されるか、もしくは必要なサービスのタ
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イプに関する情報、かかるサービスの位置、認証、専門分野、およびアプリケーションの
各ユーザーに対してユーザーＩＤを作成するための電子メールアドレスなどの、サービス
提供者関連情報を提供することによってサービスに登録することを求められ得、それらの
情報は全てデータベース１０８内に格納され得る。ユーザーＩＤは、各ユーザーによって
作成された報告および格付けを追跡する目的で使用され得る。クレジットカードおよび／
またはデビットカード情報も、認証されたユーザーに対して提供される一定のサービスに
対する加入者手数料に対して要求され得る。登録されたユーザーは、報告データおよび格
付けデータを含むが、それらに制限されないアプリケーションの様々な特徴を使用するの
を許可され得る。収集された加入者手数料は、新ビジネスを始めるため、サービスの質に
関するフィードバック、生じる任意の問題、顧客、サービス提供者、乗客、患者などの経
験を含む、様々なタイプのデータを提供するためのインセンティブとして実装された金銭
的または非金銭的報酬にも直接的または間接的に資金を供給し得る。ユーザープロファイ
ルデータはデータベース１０８内に格納され得、それは好ましくは、登録後、個々のユー
ザー情報だけでなく、各ユーザーとユーザーのリモートコンピューティング装置１２８と
の間の関連付けも格納するように構成される。一旦、登録されると、ユーザーは、必要に
応じて、自分のユーザープロファイル内の情報を設定および変更し得る。ユーザーの入力
または好みを必要とし得る設定は、その後、その設定内でユーザーによって変更され得る
（例えば、オン／オフ）。例えば、ユーザーは、彼／彼女が現在、運転しているか、また
は乗客として乗るのを好む車両のタイプを変更し得る。
【００７７】
　データベース１０８は規則および手続きデータ１９０ならびに管理データ１８２も含み
得る。規則および手続きデータ１９０は、システム価格、販売促進設定規則および手続き
、ならびにインジケータ、紹介（ｒｅｆｅｒｒａｌ）、支払い、サービス要求、システム
管理、システムログ、システム分析および最適化などに対する規則および手続きを含むこ
とができる。管理データ１８２は紛争解決、品質管理などに関連したデータを含み得るが
、それらに制限されない。履歴データは一部、問題になった場合にそれを参照するのを支
援するために、サービス要求および／またはそれに関連した任意の情報に割り当てられ得
る追跡番号またはサービスＩＤ番号を割り当てることにより、追跡され得る。かかる情報
は、提供されるサービスならびに／またはサービス提供者および顧客が相互に持つ任意の
経験にも関連し得る。
【００７８】
　コンピューティングシステム１００のデータベース１０８内に格納されたデータは、本
明細書で説明する全てのユーザー情報で継続的に更新でき、本明細書で説明する様々な方
法に従って分析されて、事前にスケジュールされたか、もしくはオンデマンドの輸送また
は他のサービスの効率的な予約およびディスパッチを可能にする。コンピューティングシ
ステム１００が顧客、サービス提供者、ディスパッチャ、サービス実体、顧客、乗客、ま
たはユーザーから入力／要求を受信するたびに、コンピューティングシステム１００はま
ず、データベース（複数可）／データベースセンターとの安全なアクセスチャネルをオー
プンでき、次いで、そのアクセスチャネルを通してクエリー文をデータベース管理モジュ
ールに送信できる。リレーショナルデータベースが利用される場合、データテーブルは、
例えば、他のデータテーブル（複数可）と１対多関係、多対多関係、および１対１関係な
どの、ある種の関係を有し得る。データテーブル間の関係に基づき、データベース（複数
可）管理モジュールはクエリー文を正確に辿り、ＩＤ（複数可）、テーブル名およびその
テーブルのカラム名を、２つ以上のデータテーブルを組み合わせて／組み合わせることな
く、使用することにより特定のデータテーブル（複数可）を見つけることができる。デー
タテーブルの代わりに、データがキー値ペアで格納されている、非リレーショナルデータ
ベースが利用される場合、データベース管理モジュールはクエリー文を正確に辿って、ク
エリー文が提供するキーを使用することにより特定のデータを見つけることができる。コ
ンピューティングシステム１００はデータベース１０８内に格納された全ての情報にアク
セスできる。データベース（複数可）１０８は、本発明に関する開示の例示的な実施形態
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の実施態様に関係のある任意のデータを格納できる。
【００７９】
　サーバーインタフェースを通して受信されたサービス要求データ１９４は、例えば、サ
ービス要求の状態、サービス提供者によるサービス要求引受けの状態、サービス要求をキ
ャンセルするためのサービス提供者からの理由、割り当てられたサービス要求と関連付け
られた履歴、ディスパッチャの操作ログなど、を含み得る。通知および確認状態の内容／
タイムスタンプもシステムログ内に記録され得、この情報はコンピューティングシステム
１００の管理者によってチェックできる。これは、システムが記録し得る操作サービス要
求情報の包括的なリストではないことが理解されるであろう。
【００８０】
　データベース１０８は、各特定のサービス提供者に対するサービス要求の詳細も後で参
照するために格納し得、サービス提供者の車両に関連したデータ、例えば、車両のメーカ
ーとモデル、色、座席数とアクセスのしやすさ、保険状態、および写真さえなど、を含み
得る。サービス提供者のプロファイル内の追加の情報は、サービス提供者のお気に入りリ
ストおよびブラックリスト、郵便番号、時間、位置、および価格に関連した制限などの情
報、ならびにサービスデータおよびレコードを含み得る。データベース１０８は、価格お
よびレート、問合せ先およびＦＡＱ情報などのシステムデータ、ならびに、例えば、課金
情報または事前にスケジュールされたサービスアプリケーションの管理に関連した他の関
連情報などの、顧客およびサービス提供者に関する登録詳細を含む管理データをさらに含
むことができる。例として、登録詳細は、ユーザーがどのくらい長くシステムに登録され
ているか、または事前スケジュールもしくはオンデマンドのサービスアプリケーションを
どれくらい頻繁に使用するかを含むことができる。他の格納された情報は、サービスの規
則、手続き、および価格、ならびにサービス提供者および顧客設定のための手続きを含む
ことができる。例えば、データベース１０８は、コンピューティングシステム１００に対
するオンデマンドもしくは事前にスケジュールされたサービスアプリケーションの管理に
関連した課金情報または他の情報を格納し得る。グループデータ１９５は、基地データ、
会社データ、個人データのグループ、またはベンダーに関連したデータを含むことができ
る。顧客データは、個人データを含む顧客のプロファイル、顧客のお気に入りサービス提
供者リスト、顧客のサービス提供者ブラックリスト、顧客の好み、サービス要求データ、
およびレコードを含むことができる。データベース１０８は、データブロックにおける変
更または更新が行われるときはいつでも、サーバー１０２およびデータベース１０８が、
最新の変更を反映するように適切にデータを動的に更新するように、動的に同期化または
更新し得る。追加として、一次データベース１０８におけるデータ損失の場合に備えて、
少なくとも１つのバックアップデータベースが、一次データベース１０８をバックアップ
するために利用され得る。当業者は、データベース１０８は本明細書で示すものとは異な
り得ることを理解するであろう。
【００８１】
　代替として、コンピューティングシステム１００は、顧客の好みおよびニーズに基づい
て適合性のあるサービス提供者をディスパッチするために、データベースまたはデータ記
憶媒体のセットを使用して事前にスケジュールされたサービスアプリケーションを提供お
よび維持し得る。データベース１０８はいくつかのデータカテゴリまたはグループ分けを
含み得る。データベース１０８のセクションは、両方のセクションから同時に情報を取得
するために独立しているか、または同期化され得る。履歴情報は分類されて、データベー
ス１０８に格納され、データベース１０８から取得され得、一部、コンピューティングシ
ステム１００がサービス要求を再び参照するのを支援するために、各サービス要求に対応
する追跡番号、サービスＩＤ番号または運行ＩＤを割り当てることにより追跡できる。こ
の識別で分類された情報は、サービス要求のタイプ、誰が要求してそれを実行したか、そ
れがどこで行われたか（例えば、郵便番号、国、市、州など）、経路は何であったか、サ
ービス要求の費用、サービス要求に対する支払いがいつ、どのように行われたか、および
何れかの当事者がお気に入りリストまたはブラックリストに追加されたかどうか、を含み
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得る。顧客またはサービス提供者の好みもしくは制限、価格設定に関する全ての情報、お
よび他のカスタマイズ可能な情報がデータベース１０８内に格納できる。
【００８２】
　完了したサービス要求のレコードもデータベース１０８内に格納および維持できる。コ
ンピューティングシステム１００は、任意の完了したサービス要求に対する履歴データの
レコードをデータベース１０８内に自動的に格納でき、それはサービスが予約されて完了
すると動的に更新され得る。データベース１０８は、要求されて完了している各サービス
要求のインデックスも、顧客およびサービス提供者の登録番号またはユーザー識別を含め
て、格納され得、それは必要に応じていつでも参照のために取得できる。データベース１
０８内に格納されたサービス要求情報は、例えば、サービス要求ＩＤ、関連するサービス
提供者情報、関連する顧客情報、要求されたピックアップ位置、実際のピックアップ位置
、要求された降車位置、実際の降車位置、ピックアップ時間、降車時間、距離、継続時間
、状態、価格、保険会社など、も含み得る。たとえ顧客がスマートフォンを持っていない
か、または本システムと通信するアプリケーションを使用していなくても、本システムに
アクセスできない顧客を回避する方法が利用され得るので、これは本システムの機能に悪
影響を及ぼさない。例えば、ディスパッチャは、かかる顧客のサービス要求の状態に関し
て、またはサービス提供者の位置に関して、彼／彼女を更新し得る。ディスパッチャは顧
客に最新の情報を提供できる。ある実施形態では、サービス提供者がディスパッチャと即
座に連絡を取るのを可能にする開始ボタンがサービス提供者装置１３２ＳＰｎに提供され
得る。
【００８３】
　好ましい実施形態では、システム１００は、その起動前もしくは起動中のサービス要求
に対する任意の変更、またはサービス要求の状態に関する任意の更新を、動的に更新およ
び格納し、これらの変更をリアルタイムで、ディスパッチャに対するウェブポータル内、
およびそのサービス要求に割り当てられたサービス提供者と関連付けられたサービス提供
者装置１３２上のサービス提供者インタフェース内の両方に表示する。例えば、顧客がサ
ービス要求をキャンセルするか、またはピックアップ時間もしくは位置を変更する必要が
ある場合、顧客はこの情報を顧客装置１３０経由でシステム１００に入力できる。その新
しい情報はデータベース１０８内に格納される。ディスパッチャのウェブポータルの更新
、およびその変更の通知は直ちに、そのサービス要求と関連付けられたサービス提供者に
サービス提供者装置１３２を介して送信される。サービス提供者は次いで好ましくは、デ
ィスパッチャのウェブポータル内に表示されたサービス要求に関する同じ情報にアクセス
できる。追加として、好ましい実施形態では、サービス要求の前に入力された顧客に関す
る任意の新しい情報（例えば、電話番号、電子メールアドレス、好みの変更など）が、デ
ィスパッチャのウェブポータルおよびサービス要求に割り当てられたサービス提供者のサ
ービス提供者装置１３２のユーザーインタフェースに伝達できる。好ましくは、関連する
サービス提供者装置だけが新しい顧客情報で更新される（例えば、顧客のサービス要求に
関与するサービス提供者と関連付けられたサービス提供者装置）。
【００８４】
　データは好ましくは、データベース１０８内にカテゴリ別に格納され、動的に更新され
て、最新で更新された情報がオンデマンドまたは事前スケジュールプロセスで使用される
のを確実にし得る。データベース１０８は、顧客情報、サービス提供者プロファイル／情
報、ならびにＤＳＰデータ１４０（すなわち、顧客情報１４２、ＤＳＰサービス提供者好
み／制限データ１４３、サービス提供者プロファイル１４４、ＤＳＰ好み／制限データ１
４５、他のデータ１４６など）関連、ホワイトラベル基地会社Ａ／Ｂデータ１４８、１５
６（すなわち、顧客情報１５０、１５８、サービス提供者好み／制限データ１５１、１５
９、サービス提供者プロファイル１５２、１６０、会社好み／制限データ１５３、１６１
、他のデータ１５４、１６２など）関連、および非ホワイトラベル会社１／２データ１６
４、１７４（すなわち、顧客情報１６８、１７６、サービス提供者好み／制限データ１６
９、１７７、サービス提供者プロファイル１７０、１７８、会社好み／制限データ１７１
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、１７９、他のデータ１７２，１８０など）関連の他のデータ、ならびに所望の任意の他
のデータを格納できることが理解されるであろう。データベース１０８内に格納されて動
的に更新される顧客に対して事前に設定される好みは、サービス提供者のタイプに関連し
た好み（すなわち、お気に入り、好ましいまたはブラックリスト）、ピックアップ位置、
降車位置、車両のメーカー、モデル、およびタイプ、運転経験年数、座席数、性別、話す
言語、サービスのアクセスのしやすさ、医療機器可用性、ペット収容設備（ｐｅｔ　ａｃ
ｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ）、およびベビーシート可用性を含むことができるが、それらに
制限されない。ピックアップ位置の好みは顧客が自分のピックアップ位置を特定できるよ
うにする。
【００８５】
　降車位置の好みは、顧客が自分の好ましい降車位置を特定できるようにする。車両のメ
ーカー、モデル、およびタイプの好みは、顧客が自分のサービス要求に対して好む車両の
メーカー、モデル、およびタイプを特定できるようにする。運転経験年数の好みは、顧客
が、自分のサービス提供者が有することを望む経験年数を事前に設定できるようにする。
座席数の好みは、顧客が自分のサービス要求に対して乗客数を指定できるようにする。性
別の好みは、顧客がある性別のサービス提供者を選択できるようにする。話す言語の好み
は、顧客がある言語を話すサービス提供者を選択できるようにする。アクセスのしやすさ
の好みは、顧客が、サービス提供者の車両が特殊なアクセス可能性を備えているサービス
提供者に対する好みを事前に設定できるようにする。医療機器可用性の好みは、顧客が、
輸送車両が特定の設備、例えば、酸素タンクまたは他の医療機器など、を有することを確
実にするのを可能にする。ペット収容設備の好みは、顧客が、ペットを収容できるサービ
ス要求に対する好みを事前に設定できるようにする。ベビーシート可用性の好みは、顧客
が、対応可能なベビーシートを有するサービス提供者を要求できるようにする。
【００８６】
　データベース１０８内に格納されるデータは、サービス提供者の効率的な予約およびデ
ィスパッチを可能にするために、本明細書で説明する様々な方法に従い、本明細書で説明
する全てのユーザー情報で継続的に更新されて分析できる。ある実施形態では、システム
１００が、顧客、サービス提供者、ディスパッチャ、または他のユーザーから入力／要求
を得るたびに、システム１００はまず、データベース（複数可）／データベースセンター
１０８との安全なアクセスチャネルをオープンでき、次いで、そのアクセスチャネルを通
してクエリー文をデータベース管理モジュールに送信できる。リレーショナルデータベー
スが利用される場合、データテーブルは、例えば、他のデータテーブル（複数可）と１対
多関係、多対多関係、および１対１関係などの、ある種の関係を有し得る。データテーブ
ル間の関係に基づき、データベース（複数可）管理モジュールはクエリー文を正確に辿り
、ＩＤ（複数可）、テーブル名およびそのテーブルのカラム名を、２つ以上のデータテー
ブルを組み合わせて／組み合わせることなく、使用することにより特定のデータテーブル
（複数可）を見つけることができる。データテーブルの代わりに、データがキー値ペアで
格納されている、非リレーショナルデータベースが利用される場合、データベース管理モ
ジュールはクエリー文を正確に辿って、クエリー文が提供するキーを使用することにより
特定のデータを見つけることができる。
【００８７】
　顧客が出かけた場所、お気に入りリストもしくはブラックリスト、位置、他の取引デー
タおよび詳細、履歴データ、保険証券満了日、検査日、運転免許、在宅介護もしくは他の
サービス提供者のライセンス期限、またはそれらの任意の組合せを含むが、それらに制限
されない、追加のデータがデータベース１０８内に入力され得る。このデータは、インジ
ケータおよびその表示に関連した情報も含み得る。例として、データは、全ての顧客また
は提供者が、例えば、１つ以上の車道、郵便番号、町、市、区、郡、州、もしくは任意の
他の地域を定義する特徴などの、ある地域内で完了しているサービス要求、または顧客お
よび提供者がシステム１００によって何回ペアにされているかを含み得る。
【００８８】
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　次に図２Ａを参照すると、本発明に関する開示に従って本システム内に含まれる例示的
なシステム構成要素の概略図が示されている。システム構成要素は、システム１００の異
なる領域を管理するのを支援するプロセス、プログラム、ユーティリティ、またはコンピ
ュータのオペレーティングシステムの別の部分である。稼働中の複数のシステム構成要素
があり、各々は特定の機能を提供する。それらは一緒に、オペレーティングシステムおよ
びコンピュータが正確かつ効率的に機能するのを可能にする。システム構成要素は、通信
手段１１２、データベース１０８、プロセッサ１０４、メモリ１０６、管理者モジュール
２０２、サービス提供者モジュール２０４、顧客モジュール２０６、ディスパッチャまた
はサービス実体モジュール２０８、およびベンダーモジュール２１０の各々の１つ以上を
含み得る。管理者モジュール２０２、サービス提供者モジュール２０４、顧客モジュール
２０６、ディスパッチャまたはサービス実体モジュール２０８、およびベンダーモジュー
ル２１０は、本明細書で詳述するシステムおよび方法と関連付けられた様々な機能の提供
および表示に影響を及ぼすために、通信手段１１２、データベース１０８、プロセッサ１
０４、およびメモリ１０６などの、コンピューティング装置の他の構成要素とやり取りし
得る。一般に、システム構成要素とネットワーク１２４との間の通信は、通信手段１１２
を通して生じる。当業者は、サービス提供者モジュール２０４および顧客モジュール２０
６は複数のサブモジュール（すなわち、輸送サービス向け、配送サービス向け、他のサー
ビス向けなど）を含み得ることを理解するであろう。これらのサブモジュールは、独立し
て動作するか、または一緒に動作するように同期化され得る。また、当業者は、図２は本
発明に関する開示のシステム構成要素の特定のコア要素だけを示すので、システム構成要
素は本明細書で説明するものとは異なり得ることを理解するであろう。
【００８９】
　次に図２Ｂを参照すると、３つの主要な構成要素、サーバー１０２、データベース１０
８、およびコンピューティング装置１２８を含む、本発明に関する開示の例示的な実施形
態に従って、例示的なシステム構造の概略図が示されている。サーバー１０２は、データ
ベース１０８と通信可能にリンクされて、データベース１０８とやり取りする。例えば、
地図構成要素データ２１２の一部または全部を含む、何らかのデータがコンピューティン
グ装置１２８内に格納され得る。コンピューティング装置１２８には、サーバーインタフ
ェース２１６、アプリケーションマネージャ２１８およびサービス提供者／顧客インタフ
ェース２２０を含む３つの主要な構成要素をもつサービスアプリケーション２１４がイン
ストールされている可能性がある。サービスアプリケーション２１４とサーバー１０２と
の間の任意のやり取りはサーバーインタフェース２１６を通して生じ、アプリケーション
マネージャ２１８はサービスアプリケーション２１４の動作およびサービスアプリケーシ
ョン２１４のためのデータベース１０８からのデータの取得を管理する。サービスアプリ
ケーション２１４とサービス提供者／顧客との間の任意のやり取りは、サービス提供者／
顧客インタフェース２２０を通して生じる。コンピューティング装置１２８は、例えば、
サービス提供者の／顧客の位置をサービスアプリケーション２１４の地図上に表示するた
めに、サービスアプリケーション２１４を地図構成要素２２２で支援し得る。地図構成要
素データ２１２は、データベース１０８から取得できる。コンピューティング装置１２８
は、位置決定のサポートもサービスアプリケーション２１４に提供し、その場合、位置は
、例えば、コンピューティング装置１２８内に配置されたＧＰＳ構成要素２２６を用いて
、位置認識装置２２４を介して識別される。当業者は、図２Ｂに示されたシステム構造は
排他的ではないこと、およびそれらの他の変形形態があり得ことを理解するであろう。
【００９０】
　次に、図３Ａは、顧客のシステムでの登録のための例示的なワークフローを示す。プロ
セスは、顧客がアプリをダウンロードするか、またはウェブサイトを訪問して開始する（
ステップ３２０）。顧客は次いで、「登録（ｓｉｇｎｕｐ）」ボタンをクリックして、「
登録」ページに入る（ステップ３２２）。顧客は次いで、自分の情報を記入して（ステッ
プ３２４）、そのフォームをシステムに提出する（ステップ３２６）。システムは固有の
ＩＤを各顧客に配布して（ステップ３２８）登録の確認を顧客に送信する（ステップ３３
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０）。顧客は登録を確認し（ステップ３３２）、次いでシステムにログインする（ステッ
プ３３４）。顧客は次いで、クレジット／デビットカード、銀行口座または任意の他の支
払い方法であり得る、支払い方法を、自分のアカウントと紐付けるオプションを有する（
ステップ３３６）。一旦、顧客が支払い方法を紐付けると、彼／彼女はサービス要求を開
始する準備がすっかり整っている（ステップ３３８）。当業者は、図３Ａに示されるプロ
セスは排他的ではないこと、および顧客の登録プロセスはそこで説明されるステップとは
異なるステップを含み得ることを理解するであろう。加えて、当業者は、本明細書で説明
するプロセスは望ましい結果を達成するために示された特定の順序を必要としないことを
理解するであろう。
【００９１】
　同様に、図３Ｂは、サービス提供者のシステムでの登録のための例示的なワークフロー
を示す。プロセスは、サービス提供者がアプリをダウンロードするか、またはウェブサイ
トを訪問して開始する（ステップ３２０）。サービス提供者は次いで、「登録」ボタンを
クリックして、「登録」ページに入る（ステップ３２２）。サービス提供者は次いで、自
分の情報を記入して（ステップ３４０）、そのフォームをシステムに提出する（ステップ
３４２）。システムは固有のＩＤを各サービス提供者に配布し（ステップ３４４）、サー
ビス提供者に申込みの一部として審査のための情報（例えば、文書／資料）を提供するよ
うに要求する（ステップ３４６）。申込みは次いで審査されて（ステップ３４８）、サー
ビス提供者が文書／資料審査段階を通過しているか否かに関する決定がされる（ステップ
３５０）。当業者は、サービス提供者が自分の管轄に特有の文書を提出する必要があり得
る、異なる地理的位置および管轄に応じて、サービス提供者から要求され得る多数のタイ
プの文書があり得ることが理解されることを理解するであろう。サービス提供者が審査を
パスしていない場合、プロセスはさらなる情報の提供へ反復して戻る（ステップ３４６）
。サービス提供者が審査をパスしている場合、彼／彼女はシステムにログインすることが
可能である（ステップ３５２）。サービス提供者は次いで、サービス要求の引受けおよび
サービスの提供を開始し得る（ステップ３５４）。当業者は、図３Ｂに示されるプロセス
は排他的ではないこと、およびサービス提供者の登録プロセスはそこで説明されるステッ
プとは異なるステップを含み得ることを理解するであろう。加えて、当業者は、本明細書
で説明するプロセスは望ましい結果を達成するために示された特定の順序を必要としない
ことを理解するであろう。
【００９２】
　ここで図４を参照すると、本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、例えば、輸
送サービスを提供するサービス提供者の例示的なワークフローが示されている。本明細書
で説明するシステム、プラットフォームおよび方法は、異なるサービス（例えば、在宅ヘ
ルスケアサービス、配送サービスなど）を提供することを提案している異なるサービス提
供者に適用されることが理解されるであろう。図に示されるように、サービス提供者は、
輸送サービスなど、彼／彼女が提供したいサービスのタイプを選択することによって開始
する（ステップ４００）。サービス提供者は次いで、時間および位置の自分の制限を事前
に設定する（ステップ４０１）。サービス提供者は次いで、サービス要求を受信し（ステ
ップ４０２）、彼／彼女がその要求を引き受けるかどうかを判断する（判断４０３）。サ
ービス提供者がサービス要求を拒否する場合、サービス要求は別の対応可能なサービス提
供者に向かい（ステップ４０４）、プロセスは元のサービス提供者に反復して戻り、元の
サービス提供者は次いで、新しいサービス要求を受信する（ステップ４０２）。このプロ
セスは、サービス提供者が新しいサービス要求を引き受けるまで繰り返す。
【００９３】
　一旦、サービス提供者が新しいサービス要求を引き受けると、サービス提供者はディス
パッチされて（ステップ４０５）、彼／彼女はピックアップ位置まで移動する（ステップ
４０６）。一旦、サービス提供者がピックアップ位置に到着すると、彼／彼女は到着を確
認する（ステップ４０７）。システムは次いで、顧客にサービス提供者の到着を通知する
（ステップ４０８）。サービス提供者が望む場合、サービス提供者は顧客に任意選択の電
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話をかけて自分の到着を顧客に通知し得る（ステップ４０９）。顧客は次いで、車両に乗
り込み、サービス提供者はサービスの実行を開始する（ステップ４１０）。サービス提供
者は、ナビゲーションを使用するオプションを有し（ステップ４１１）、顧客を目的地ま
で運転して運ぶ（ステップ４１２）。到着すると、サービス要求は完了として認定されて
（ステップ４１３）、顧客は支払いを行う（ステップ４１４）。顧客が支払うと、サービ
ス提供者はフィードバックを提供するオプションを有する（判断４１５）。サービス提供
者はフィードバック提供をスキップすることを選択し得、その場合プロセスは終了する（
ステップ４１８）。サービス提供者がフィードバックを与えることを選択する場合、サー
ビス提供者はフィードバックを与え（ステップ４１６）、一旦、彼／彼女がフィードバッ
クの提供を終える（ステップ４１７）と、プロセスは終了する（ステップ４１８）。当業
者は、サービス提供者が輸送サービスおよび／または配送サービス、在宅ヘルスケアサー
ビスなどを提供するかどうかに応じて、サービス提供者の活動は異なり得ることを理解す
るであろう。たとえ、サービスのタイプに応じてプロセスステップに若干の相違があるこ
とがあっても、主要な概念は同じままである。簡潔さを目的として、図４は、輸送サービ
ス要求のためのシステムにおけるサービス提供者の活動のワークフローだけを示すが、本
発明に関する開示に従って他のタイプのサービス要求に適用され得る。
【００９４】
　ここで図５を参照すると、少なくとも輸送、在宅ヘルスケア、配送などの、サービス業
界においてユーザー転換可能アプリケーションのためにカスタマイズ可能なデータ処理の
ための分散型構造システム内に共有データアクセス層を有する図１Ａの管理システムの例
示的な実施形態が示されており、さらに、図１Ｂにおけるデータベース１０８の例示的な
実施形態に関して前述した単一のバックエンドアプリケーションソフトウェアコードベー
スを利用している複数の基地会社を含む、システムデータベース１０８内のデータの例示
的な分類を示している。図に示すように、サーバー１０２およびコンピューティングシス
テム１００は、通信手段１１２およびネットワークまたはＷＡＮ１２４を通して、コンピ
ューティング装置１２８（すなわち、１つ以上の顧客コンピューティング装置１３０Ｃ１
～１３０Ｃｎおよび／または提供者コンピューティング装置１３２ＳＰ１～１３２ＳＰｎ
として構成された）、ベンダー装置１２６、管理者装置１３４、およびディスパッチャ装
置１３６などの周辺装置に通信可能にリンクされ得る。コンピューティング装置１２８は
、ユーザー（例えば、顧客、提供者など）がコンピューティングシステム１００と、具体
的にはデータベース１０８と、やり取りするのを可能にする装置（例えば、スマートフォ
ン、スマートウォッチなど）であり得る。任意の数（例えば、１、２、３、．．．ｎ）の
提供者／サービス提供者装置１３２ＳＰ１．．．１３２ＳＰｎ、または顧客装置１３０Ｃ
１．．．１３０Ｃｎがコンピューティングシステム１００と共に使用され得る。ＤＳＰシ
ステムのバックエンドアプリケーションソフトウェアコードベースを利用している各会社
は、各々コンピューティング装置１２８を使用している複数のサービス提供者および顧客
を有し得る。しかし、ホワイトラベルアプリを使用している会社に関して、アプリケーシ
ョンソフトウェアのフロントエンドが特定の会社に対してカスタマイズされるが、他方、
他の会社はＤＳＰアプリケーションのフロントエンドを使用し得る。
【００９５】
　例えば、ホワイトラベルアプリケーションの使用を選択している会社に関しては、コン
テンツ管理者または他の管理者が、コンテンツ管理者によって制御される汎用ホワイトラ
ベルコンテンツを選び、それを見込みのある顧客企業または購入者（例えば、購入サービ
ス企業）に対してあつらえのルックアンドフィールを持つようにフォーマットすることに
よって、ホワイトラベルアプリケーションソフトウェアの特定の購入者に対してＧＵＩの
外観を特別に調整できる。ある実施形態では、業務担当者（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）が、
アプリ内の汎用ホワイトラベルコンテンツを特定のユーザーに対してカスタマイズするた
めの手段を提供し得る。従って、そのコンテンツがカスタマイズされたプラットフォーム
を通して提供される予定の場合、業務担当者はそれに応じて、特定の状況に適合するよう
にホワイトラベルコンテンツのリブランドを容易にできる。本発明に関する開示の様々な
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態様によれば、本システムは、ＤＳＰ（または他のソフトウェア会社）アプリおよび１つ
以上のホワイトラベルアプリケーションの両方を含む複数のディスパッチアプリを、各々
がデータベース１０８の任意のカテゴリまたはサブカテゴリ内に格納されたデータにアク
セスし得るように、単一の共有プラットフォーム上でホストし得る。例えば、図１Ｂおよ
び図５～６に示されるように、データベース１０８内に格納されたデータは、そのデータ
が関連する会社に従って割り当てられるか、または分類され得る。データベース１０８は
、例えば、ＤＳＰデータ１４０、ホワイトラベル会社Ａ／Ｂデータ１４８、１５６、サー
ビス会社１／２データ１６４、１７４などのカテゴリを含み得る。
【００９６】
　図５の管理システムの例示的な修正を示す、図６にさらに具体的に示されるように、複
数のサービス提供者および顧客装置は、単一のバックエンドアプリケーションソフトウェ
アコードベースと通信可能にリンクされた個別の、独立した、カスタマイズ可能なフロン
トエンドアプリケーションプログラムを有し得る。図のように、ＤＳＰ、１人以上のホワ
イトラベルアプリケーションユーザー、またはＤＳＰアプリケーションプラットフォーム
の１人以上のユーザーの各々に対する顧客コンピューティング装置１３０Ｃ１～１３０Ｃ

５および／もしくはサービス提供者コンピューティング装置１３２ＳＰ１～１３２ＳＰ５

は、コンピューティングシステム１００、およびデータベース１０８に、ネットワーク１
２４を経由して、動作可能に接続され得る。そのため、本システムは、１つ以上のＤＳＰ
サービス提供者装置１３２ＳＰ１および１つ以上のＤＳＰ顧客装置１３０Ｃ１、１つ以上
のホワイトラベルユーザーサービス提供者装置１３２ＳＰ２、１３２ＳＰ３および１つ以
上のホワイトラベルユーザー顧客装置１３０Ｃ２、１３０Ｃ３、ならびに１つ以上の非ホ
ワイトラベルユーザーサービス提供者装置１３２ＳＰ４、１３２ＳＰ５および１つ以上の
非ホワイトラベル顧客装置１３０Ｃ４、１３０Ｃ５を含み得る。好ましい実施形態では、
顧客コンピューティング装置１３０Ｃ１～１３０Ｃ５および／もしくはサービス提供者コ
ンピューティング装置１３２ＳＰ１～１３２ＳＰ５の各々は、異なるフロントエンドアプ
リで構成され得る。例えば、顧客コンピューティング装置１３０Ｃ１およびサービス提供
者コンピューティング装置１３２ＳＰ１はそれぞれ、ＤＳＰ顧客アプリ６１０およびＤＳ
Ｐサービス提供者アプリ６０４で構成され得、その各々は、ＤＳＰアプリケーションフロ
ントエンドソフトウェアコードベースを使用し、他方、顧客コンピューティング装置１３
０Ｃ２、１３０Ｃ３はそれぞれ、ホワイトラベル会社Ａ／Ｂ顧客アプリ６１２／６１３で
構成され得、サービス提供者コンピューティング装置１３２ＳＰ２、１３２ＳＰ３はそれ
ぞれ、ホワイトラベル会社サービス提供者アプリ６０６、６０７で構成され得る。同様に
、顧客コンピューティング装置１３０Ｃ４、１３０Ｃ５はそれぞれ、サービス会社１また
は２顧客アプリ６１４、６１５で構成され得、サービス提供者コンピューティング装置１
３２ＳＰ４、１３２ＳＰ５はそれぞれ、サービス会社１または２サービス提供者アプリ６
０８、６０９で構成され得、それは単にＤＳＰアプリケーションフロントエンドソフトウ
ェアコードベースであり得る。コンピューティング装置１３０Ｃ１～１３０Ｃ５および／
または１３２ＳＰ１～１３２ＳＰ５は、ユーザー（例えば、顧客、ドライバー、患者、在
宅介護者、サービス提供者など）が、サービスの要求、サービス要求の引受け、好み／制
限の変更、システムへの登録などの目的のために、システム１００と、およびとりわけ、
データベース１０８とやり取りするのを可能にする。従って、本発明に関する開示の例示
的な実施形態によれば、ユーザーは、全てが同じディスパッチソフトウェアを使用してい
る複数のサービス会社、ホワイトラベル会社、および／またはＤＳＰからのサービス提供
者へのアクセスを潜在的に提供する単一の顧客アプリをダウンロードするか、または別の
方法で利用するだけで良い。
【００９７】
　本明細書で開示するホワイトラベルアプリ特徴の特定の実施形態では、サービス基地が
それ自身のユーザーおよびサービス提供者アプリソフトウェアを有しているＤＳＰからホ
ワイトラベルアプリを要求する場合、顧客アプリおよびサービス提供者アプリの各々に対
して、アプリ名、アイコン、ストアロゴ、スクリーンショット、記述などが、基地会社の
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ニーズに従ってカスタマイズされ得る。カスタマイズされたアプリは、基地会社が、それ
らのユーザーおよびサービス提供者が基地会社自身の固有のリンクを通してそのアプリを
使用するように促進または奨励するのを可能にするために、それ自身の別個のプレイスト
アページまたはアプリストアページを有し得る。かかるホワイトラベルまたは基地向けに
カスタマイズされたユーザーアプリでは、ユーザーは、同じ基地サービス提供者から、ま
たはＤＳＰシステムに登録された全ての基地会社から、サービスを要求するオプションを
有する。ユーザーが、システムがサービス要求を同じ基地サービス提供者にだけ送信する
のを可能にする場合、顧客がサービスを要求すると、サービス要求はまず、同じ基地（す
なわち、サービスを要求するために顧客によって使用されたアプリと関連付けられた基地
）に登録されたサービス提供者だけを通してトラバースされる。任意選択として、ソフト
ウェアアプリケーションのバックエンドコードベースが同じ基地から対応可能なサービス
提供者を見つけられない場合、顧客は通知され得、例えば、ＤＳＰサービス提供者モード
または他の基地会社サービス提供者モードにスイッチもしくはトグルを切り替えるオプシ
ョンが提供されて、システムが対応可能なサービス提供者を、ＤＳＰ登録されたサービス
提供者から、またはＤＳＰバックエンドアプリケーションソフトウェアコードベースを使
用している他の基地会社からのサービス提供者のリスト（複数可）から、探すのを可能に
し得る。ユーザーがこのオプションを受け入れる場合、サービス（例えば、運行、在宅ヘ
ルスケア、配送など）要求は、ユーザー、顧客、ＤＳＰ、および／または基地会社などの
個々の好み（複数可）に応じて、システムにＤＳＰデータベース部分と、またはデータベ
ースの１つ以上の他の基地部分（複数可）を通して、もしくはシステムのデータベース全
体を通して、やり取りさせる。
【００９８】
　次に図７を参照すると、本発明に関する開示の実施形態に従い、例えば、ディスパッチ
７００のためのデータベースまたは分割されたデータベースシステムにおいてユーザー転
換可能アプリケーションを共有するための例示的な方法を示す概略図が示されている。か
かるシステムでは、サービス要求は、ＤＳＰユーザーアプリ７０２またはホワイトラベル
もしくは基地ユーザーアプリ７０４のいずれかを通して受信され得る。前者に関しては、
要求は、ＤＳＰバックエンドソフトウェアコードベース７１２にリンクされているＤＳＰ
サービス提供者ＡＰＩ７０８に提供され、ＤＳＰバックエンドソフトウェアコードベース
７１２は集中型データベース１０８に動作可能に接続されている。好ましくは、ＤＳＰバ
ックエンドシステム７１４は、とりわけ、ＤＳＰバックエンドソフトウェアコードベース
７１２および集中型データベース１０８を含む、サーバー１０２を含む。本システムは、
ＤＳＰサービス提供者ＡＰＩ７０８を通して対応可能なＤＳＰサービス提供者を探す。代
替として、サービス要求が、同様に、ホワイトラベルまたは基地サービス提供者ＡＰＩ７
０６を通してＤＳＰバックエンドソフトウェアコードベース７１２および集中型データベ
ース１０８に動作可能にリンクされている、ホワイトラベルユーザーアプリ７０４を通し
て受信される場合、その所有者によって確立されたホワイトラベルアプリの構成に応じて
、複数の動作のうちの１つが取られる。例えば、第１の事例では、ホワイトラベルアプリ
７０４は、ＤＳＰバックエンドソフトウェアコードベース７１２および集中型データベー
ス１０８にリンクされているホワイトラベルまたは基地サービス提供者ＡＰＩ７０６に要
求を提供するように構成され得る。システムは、ホワイトラベルまたは基地サービス提供
者ＡＰＩ７０６を通して対応可能な基地サービス提供者を探す。対応可能な基地サービス
提供者が見つかると、サービス要求はそのサービス提供者にディスパッチされる。対応可
能な基地サービス提供者が見つからない場合、システムは顧客とシステムとの間にダイア
ログまたは通信を生成して、ＤＳＰシステムの全てもしくは別の部分からサービス提供者
を要求する許可を求め得る（７１０）。かかる許可が与えられると、要求がＤＳＰサービ
ス提供者ＡＰＩ７０８に提供されて対応可能なＤＳＰサービス提供者を探す。第２の事例
では、ホワイトラベルアプリが初めに顧客とシステムとの間にダイアログまたは通信を生
成するように構成されて、最初はＤＳＰシステムの任意の部分からサービス提供者を要求
する許可を求め得る（７１０）。許可が与えられると、要求が初めはＤＳＰサービス提供
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者ＡＰＩ７０８に提供され、ＤＳＰサービス提供者ＡＰＩ７０８を通して対応可能なＤＳ
Ｐサービス提供者を探す。第３の事例では、ホワイトラベルアプリは、ＤＳＰシステムの
任意の部分からサービス提供者の使用を自動的に可能にするように構成され得る。ここで
は、要求は最初にホワイトラベルアプリ７０４を通してＤＳＰサービス提供者ＡＰＩ７０
８に提供され、ＤＳＰシステムデータベース１０８の任意の部分を通して対応可能なＤＳ
Ｐサービス提供者を探す。ある実施形態では、前述のシナリオにおいて７１０で要求され
た許可は、顧客から直接、第三者、および／またはホワイトラベル会社から直接であり得
る。
【００９９】
　好ましくは、本システムは、顧客アプリから基地会社識別子を渡すことによりこの機能
を実装するようにバックエンド上に構成される。好ましくは、バックエンドは、全てのホ
ワイトラベルアプリがソフトウェアアプリケーションの単一のバックエンドコードベース
と通信し得るように構成される。追加として、ある実施形態では、バックエンドアプリケ
ーションソフトウェアコードベースは、１つ以上のＡＰＩを使用し、異なる基地構成に従
って、運行または他のサービス要求を解析するように構成できる。ホワイトラベルサービ
ス提供者アプリに関して、基地会社は、それらのサービス提供者が、同じ基地顧客からだ
け、１つ以上の他の基地会社顧客から、または全てのＤＳＰ顧客から仕事もしくはサービ
ス要求を引き受けることができるように、リモートでアプリを構成し得る。基地会社のた
めの管理者（複数可）は、ＤＳＰポータルまたは管理者装置１３４（図１Ａ）を通してこ
の構成をカスタマイズまたは変更できる。加えて、本明細書で言及されるホワイトラベル
アプリのタイプでは、基地会社は、エンドユーザーが基地名構成に関して全てを見ること
ができるように、それ自身のプレイストアページまたはアプリストアページを提供するた
めに、アプリをそれ自身のロゴ、それ自身のアプリタイトルなどでカスタマイズし得る。
このようにして、基地会社は、それ自身のカスタマイズされたスクリーンショット、アプ
リアイコンなどを見せることができる。ユーザーアプリケーションアプリでは、ユーザー
は、基地サービス提供者に対するサービス要求を優先順位付けすることが許可される。基
地サービス提供者のいずれも対応できない場合、顧客には、ＤＳＰシステムから、または
１つ以上の他の基地サービス提供者からサービスを要求するオプションが与えられ得る。
ある実施形態では、サービス提供者は、同じ基地会社からのサービス要求を優先すべきも
のとして受信し得るが、他の基地会社からのサービス要求も、顧客がそのオプションを選
択すれば、受信し得る。顧客アプリおよびサービス提供者アプリの両方では、基地会社の
構成は、サポート数、電子メール、または識別情報を通して既定で確立され得る。
【０１００】
　かかるシステムでは、両方のＤＳＰアプリ、サービス会社アプリ、およびホワイトラベ
ルアプリは、同じバックエンド構成を利用するか、または同じバックエンド構成が提供さ
れる（すなわち、それらは両方／全て、同じバックエンドサーバーに接続される）。許可
されれば、ホワイトラベルユーザーアプリ７０４を通してサービス要求が行われるか、ま
たはサービスが要求される場合、ホワイトラベルユーザーアプリ７０４はＤＳＰユーザー
アプリ７０２と同じＡＰＩにインタフェースで接続するが、このサービス要求は、最初は
それぞれの基地サービス提供者を通してのみルーティングされるべきであることをＤＳＰ
バックエンド７１２が識別するために、追加のパラメータ（例えば、ｂａｓｅ＿ｉｄ）が
追加される。ＤＳＰバックエンドコードベース７１２が空の結果を返す（すなわち、対応
可能な基地サービス提供者がない）場合、ＤＳＰシステムの任意の部分からサービス提供
者を受け入れることが顧客によって合意されると、同じＤＳＰサービス提供者ＡＰＩ７０
８がアクセスされるが、新しい識別パラメータ（例えば、ｂａｓｅ＿ｉｄ＝０）を用いて
である。このようにして、バックエンドサーバー１０２は、ＤＳＰシステム全体を通して
サービス要求を識別およびルーティングできる。サービス提供者アプリでは、基地会社に
よって構成または確立された設定に基づき、サービス要求がＤＳＰユーザーアプリ７０２
から呼び出されると、ＤＳＰサービス提供者ＡＰＩ７０８は、特定のサービス提供者が他
の基地会社からサービス要求を受信するのを許可されているか否かをチェックし得る。基



(42) JP 2021-512414 A 2021.5.13

10

20

30

40

50

地の管理者がこの機能を有効にしている場合、サービス提供者は、いかなるサービス要求
通知も受信しない。構成に応じて、単一のホワイトラベルアプリを使用してサービス提供
者は、彼／彼女の同じ基地から、またはＤＳＰシステムデータベース１０８全体の任意の
他の部分のいずれかから、サービス要求を受信できる。従って、顧客が自分のニーズに適
したサービス提供者を見つける可能性およびその効率性が向上して、複数の会社を含むよ
り均一なディスパッチサービスを可能にする。追加として、顧客は潜在的に、より適切な
サービス提供者へのアクセスが提供され、大規模なクライアント基盤のない小企業は、シ
ステム設定および会社の合意に応じて、自社の事業を拡大させ、かつ／または自社ブラン
ドを新しい顧客にさらに売り込む機会が与えられ、ＤＳＰもしくは他のライセンス供与ソ
フトウェア企業は、さらなる顧客およびサービス提供者へのアクセスを通して自社の事業
を拡大させるとともに、自社ブランドを顧客およびサービス提供者にさらに売り込む機会
を与えられる。
【０１０１】
　ここで図８を参照すると、本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、例えば、デ
ィスパッチ８００のためのデータベースまたは分割されたデータベースシステムにおいて
顧客転換可能アプリケーションを共有するための代替の例示的なシステムおよび方法を示
す概略図が示されている。かかるシステムでは、サービス要求は、ＤＳＰクロスプラット
フォームＡＰＩ８１８を通してＤＳＰアプリ８１７、またはそれぞれ、ホワイトラベルサ
ービス実体１ＡＰＩ（複数可）８１２、サービス実体２ＡＰＩ（複数可）８１４、もしく
はサービス実体３ＡＰＩ（複数可）８１６を通して、サービス実体１アプリ８１１、サー
ビス実体２アプリ８１３、もしくはサービス実体３アプリ８１５のいずれかから受信され
得る。３つのサービス実体アプリだけが示されているが、当業者は、任意の数のサービス
実体（すなわち、ホワイトラベル実体）が本明細書で説明する分割されたデータベースシ
ステムを利用できることを理解するであろう。ＤＳＰアプリ８１７を通した顧客に関して
、要求は、サーバー１０２の記憶媒体８０６上に格納されたＤＳＰ共有バックエンドソフ
トウェアコードベース８０８に通信可能にリンクされたＤＳＰクロスプラットフォームＡ
ＰＩ８１８に提供される。共有バックエンドコードベース８０８は、本システムがＤＳＰ
　ＡＰＩ８１８を使用してデータベース１０８のＤＳＰデータベース８２６部分内で対応
可能なＤＳＰサービス提供者を検索し得るように、集中型データベース１０８に動作可能
に結合される。代替として、同様にＤＳＰバックエンドソフトウェアコードベース８０８
および集中型データベース１０８に動作可能にリンクされている、ホワイトラベルサービ
ス実体アプリ８１１、８１３、８１５の１つの顧客からサービス要求が受信される場合、
その所有者によって確立されたホワイトラベルアプリの構成に応じて、複数の動作のうち
の１つが取られる。
【０１０２】
　例えば、一実施形態では、サービス実体１ＡＰＩ８１２と関連付けられたホワイトラベ
ルサービス実体アプリ８１１（すなわち、アプリケーションプログラム）は、ＤＳＰバッ
クエンドソフトウェアコードベース８０８に、分割されたデータベース１０８のサービス
実体（ＳＥ）１データベース（ＤＢ）８２０部分内で対応可能なサービス提供者を検索す
るように指示するように構成され得る。本システムは、例えば、サービス実体１ＡＰＩ８
１２の検索ＡＰＩおよびコードベース８０８を使用して、対応可能な基地サービス提供者
を検索し得る。対応可能なサービス提供者がサービス実体１アプリ８１１と関連付けられ
たＳＥ１　ＤＢ８２０内で見つかる場合、サービス要求はそのサービス提供者にディスパ
ッチされる。対応可能なサービス提供者が集中型データベース１０８のＳＥ１　ＤＢ８２
０部分内で見つからない場合、ダイアログまたは通信がサービス実体１アプリ８１１とバ
ックエンドコードベース８０８との間で開始されて、システム内で確立された所定の規則
に従い、サービス提供者の別のサービス実体のデータベースからサービス提供者を要求し
得る。各サービス実体に対してかかる共有許可が認可されているか、または与えられてい
る場合、共有バックエンドコードベース８０８はサービス実体１ＡＰＩ８１２と共に、デ
ータベース１０８の認可された部分（複数可）（例えば、ＳＥ２　ＤＢ８２２、ＳＥ３　



(43) JP 2021-512414 A 2021.5.13

10

20

30

40

50

ＤＢ８２４、またはＤＳＰ　ＤＢ８２６）の各々内で対応可能なサービス提供者を検索す
る。複数の対応可能なサービス提供者がその結果、見つかると、一実施形態では、本シス
テムは、最も近い対応可能なサービス提供者を選択し、要求をそのサービス提供者に割り
当てる。別の実施形態では、本システムは、顧客（例えば、サービス実体１アプリ８１１
のユーザー、サービス実体２アプリ８１３のユーザー、サービス実体３アプリ８１５のユ
ーザー、ＤＳＰアプリ８１７のユーザーなど）が特定のサービス提供者を、例えば、集中
型データベース１０８の部分のいずれかから識別された対応可能なサービス提供者のリス
トから選択するのを許可するように構成され得る。例えば、顧客のいくつかの事前に設定
された好み（例えば、お気に入りのサービス提供者、好ましいサービス提供者、経路の熟
知、性別、話す言語など）に基づいてサービス提供者に関する関連要因を示しているイン
ジケータが顧客に表示され得る。このようにして、顧客は、本システムで顧客が設定する
好みに従い、最良に適合しているか、または好ましいサービス提供者を見つけることがで
きる。
【０１０３】
　本システムは好ましくは、顧客（例えば、乗客、顧客、患者など）がサービス要求に対
して最良に適合しているサービス提供者（例えば、ドライバー、提供者、介護者など）を
選択するか、または雇うのをより良く支援するためにインジケータのこれらのセットを提
供する。価格設定、完了したサービス要求の数の識別、サービスを要求している顧客の熟
知、サービス要求における顧客への経路の熟知などを含むが、それらに制限されない様々
な情報は、サービス要求に関して取引する際に顧客がナビゲートするには複雑であり得る
。顧客、サービス提供者、およびサービス実体は異なる情報を必要とするので、インジケ
ータは、その情報が何である必要があるかに応じて異なり得る。サービス提供者、顧客お
よびサービス実体は、インジケータのセットを介して表示され得る様々なサービス関連要
因を通して、自身の経験、期待および好みをカスタマイズすることが可能である。本発明
の例示的な実施形態は、少なくとも２６のカスタマイズ可能なインジケータのセットを提
供して、この総合的な情報を能率化する。当業者は、本発明に関する開示に従って、２６
よりも多いかまたは少ないインジケータのセットが使用され得ることを理解するであろう
。本システムは、混乱を回避するためにインジケータを表示するが、顧客、サービス提供
者またはサービス実体（すなわち、ユーザー）は、特定のセットのインジケータを変更す
ることも選択し得る。例えば、ユーザーは、インジケータを表す既定の記号またはアイコ
ンを、自分自身の記号、例えば、エモティコン（ｅｍｏｔｉｃｏｎ）または自分自身のユ
ーザーＩＤの省略形など、と置き換えることを欲し得る。さらに、各インジケータは何を
意味しているかに関する説明も提供され得、ユーザーは、これらの説明をオン／オフにす
るか、または一時的にそれらを隠すオプションを有する。ユーザーがそれらをオフにした
場合、ユーザーは依然として、一部または全部をオンに戻すことが可能であり得る。例え
ば、新しいユーザーは説明をオンにすることを好み得、他方、そのサービスをしばらくの
間、使用していて、それらを熟知しているユーザーは、様々なインジケータのセットの意
味に対する説明を必要としない可能性がある。ユーザーが、あるセットのインジケータを
別のセットよりも優先したい場合、ユーザーはインジケータが表示される順序を変更する
ことも可能である。
【０１０４】
　インジケータは好ましくは、サービス関連情報を、顧客、サービス提供者、サービス実
体、またはそれらの任意の組合せに対して、単純で、迅速、かつ便利な方法で送信または
表示する手段である。複数のセットのインジケータが、２つの間で適切なサービスを合致
させるのを支援し、かつユーザーによるカスタマイズを可能にするために使用され得る。
ユーザーは自身のそれぞれのインタフェース上に異なるインジケータを有し得るが、ユー
ザーは互いのインジケータを、そうすることを選択した場合には、見ることもできる。追
加として、いくつかのインジケータに対して階層システムがあり得、それは、最低額およ
び最高額をもつ数の範囲を含み、各階層は異なるユーザーに対して異なる意味を表す。
【０１０５】
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　例示的な実施形態では、インジケータの第１のセットは、サービス提供者に対するユー
ザータイプを、お気に入り、好ましい、および通常のサービス提供者を含むがそれらに制
限されない、３つのカテゴリで識別し得る。第２のセットも同様に、ユーザーに対するユ
ーザータイプを、お気に入り、好ましい、および通常のユーザーを含むがそれらに制限さ
れない、３つのカテゴリで識別し得る。第３のセットはサービス提供者の可用性を識別し
得、それはサービス提供者がサービス要求に対して対応可能なままである時間を紐付け得
る。第４のセットは、ユーザーが現在、サービス要求を要求しているかどうかを識別し得
、それは、顧客からのサービス要求が対応可能なままである時間を紐付け得る。第５のセ
ットは、サービス提供者が実行したサービス要求の量に基づき得、それには、履歴データ
に関する数が紐付けられる。すなわち、それらはサービス提供者によってある期間内に実
行されたサービス要求の総数を反映する数を紐付け得、その場合、総数は、ある期間に従
ってさらに分割されて、数、階層、またはそれらの組合せに反映される。第６のセットは
、ユーザーによって事前に設定された対応する検索パラメータの１つ以上または任意の組
合せに基づいて、地理的ゾーンの１つ以上または任意の組合せを示し得る。第７のセット
は、潜在的に対応可能なサービス提供者の総数を潜在的に対応可能なユーザーの総数とさ
らに比較するために、第６のインジケータのセットによって提供されるデータおよび情報
に基づき得る。第８のセットは、価格設定に関する数字を紐付けることにより、ユーザー
からの価格提示に対するサービス提供者の応答に関する価格設定情報を能率化するのに役
立ち得る。第９のセットは、顧客がサービス要求を見積り価格なしで送信し、サービス提
供者が、交渉可能または交渉不能であり得る、提示価格で応答する場合に、サービス提供
者によって開始されている価格に基づきサービス提供者のサービスに対する価格の交渉に
関する情報を表示し得る。第１０のセットは、履歴データと地理的位置データを紐付けて
、顧客がサービス要求の訪問位置を示す地理的ゾーン内のサービス提供者によって完了さ
れたサービス要求の総数に基づいて地域情報に関する情報を反映し得る。そして、第１１
のセットは、履歴データと地理的位置データを紐付けて、サービス要求において顧客が降
車位置を示した地理的ゾーン内のサービス提供者によって完了された要求の総数に基づい
て地域情報に関する情報を反映し得る。
【０１０６】
　第１２のセットは、少なくとも百分率または、階層などの任意の他の表現を通して表さ
れた、サービス要求と関連付けられた顧客とのサービス提供者の熟知のレベルを伝達し得
、熟知度は、顧客の履歴、一般的な好みなどに基づいて、サービス提供者が所与の顧客と
有する熟知の全体的なレベルによって計算される。このインジケータのセットは、顧客の
ニーズおよび好みをデータベース内に格納されたサービス提供者のサービスレコードと照
合することによって生成され得る。例えば、輸送要求に関して、この情報は、サービス要
求内に示された経路をサービス提供者が熟知していることを含み得、在宅介護サービスに
対して、この情報は、サービス提供者のその顧客との過去の経験を含み、サービス提供者
がその顧客のあるニーズの経験レベルを有していることを含み得、配送サービスに関して
、これは、サービス提供者の経験または経路の熟知などの情報であり得る。サービス要求
のタイプにかかわらず、インジケータは、状況に関連した情報を表示するように調整され
得、単独で百分率として表示され得るか、または、それは階層、例えば、０～１９パーセ
ントの間の熟知度の代わりになる階層Ｅ、２０～３９パーセントに対する階層Ｄ、４０～
５９パーセントに対する階層Ｃ、６０～７９パーセントに対する階層Ｂ、８０～１００パ
ーセントに対する階層Ａ、に分割され得る。サービス提供者に関して、これは、彼／彼女
がどこで多くの顧客にサービスを提供しているか、または彼／彼女がどこで少しの顧客に
しかサービスを提供しなかったかを評価する際に有用であり得る。このインジケータのセ
ットは、サービス提供者により彼らがどこで最も経験を有しているか、もしくは最も有益
であり得るかを評価するために使用され得るか、またはそれは顧客により、サービス提供
者が顧客もしくは関連付けられたサービス要求に関して有し得る経験に基づいて最も適合
するサービス提供者を選択する際に使用され得る。
【０１０７】
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　第１３のインジケータのセットは、顧客とサービス提供者が何回、合致して、一緒に取
引を完了させたかに基づき得る。第１４のセットは、サービス提供者の位置情報を顧客の
訪問場所の位置情報と紐付けて、サービス提供者がその顧客をピックアップできる時間範
囲、および到着予定時刻（ＥＴＡ）を表示し得る。第１５のセットは、サービス要求に示
された顧客の訪問場所から顧客の降車位置までの推定移動時間（ＥＴＴ）に基づき得る。
第１６のセットは、サービス要求に示された少なくとも顧客のピックアップ位置および降
車位置を反映するために地理的位置データを紐付け得る。第１７のセットは、顧客によっ
て要求されて完了されたサービス要求の総数に関する情報を伝達し得る。第１８のセット
は、サービス提供者によって事前に設定された検索パラメータの１つ以上または任意の組
合せに基づき、地理的ゾーンの１つ以上または任意の組合せを識別し得る。第１９のセッ
トは、第１８のインジケータのセットに基づいて、潜在的に対応可能なサービス提供者の
数を潜在的に対応可能な顧客の数と比較してさらに表示し得る。第２０のセットは、顧客
が開始した価格提示の表示を能率化し得、そこでは、価格設定情報に関する数が紐付けら
れて表示される。第２１のセットは、サービス提供者の提示価格に対する応答として生じ
る顧客の提示価格に関する詳細を提供し得、そこでは、価格設定情報に関する数が紐付け
られ、このインジケータのセットによって表示される。第２２のセットは、顧客のサービ
ス要求履歴に関する履歴データおよび地理的位置データを紐付けて、訪問場所の地理的ゾ
ーンに基づき、いくつのサービス要求を顧客が要求して完了しているかによって顧客を識
別し得る。第２３のセットは、ある地理的ゾーン内でいくつのサービス要求を顧客が要求
して完了しているかによって顧客を識別し得、そこでは地理的位置データおよび履歴サー
ビス要求データが紐付けられている。第２４のセットは、履歴サービス要求データを紐付
けて、サービス提供者と顧客が相互に合致して一緒に取引を完了させた回数を表示し得る
。第２５のセットは、サービス提供者に対してサービス要求を完了するための推定移動時
間を識別し得る。そして、第２６のセットは、サービス提供者の地理的位置データ、およ
びサービス提供者が戻り位置を事前に設定した場合、サービス要求を実行した後にサービ
ス提供者の事前に設定された戻り位置の地理的位置データを紐付け得る。
【０１０８】
　加えて、少なくとも一部は可算数に基づく任意のインジケータは、階層に関しても反映
され得る。本システムによって割り当てられた階層は、それが顧客またはサービス提供者
に適用されるかどうかに応じて、かつそれが輸送サービス、配送サービスまたは輸送およ
び配送サービスの両方に適用されるかどうかに応じて、最低額および最高額をもつ数の範
囲であり得る。それらは文字、形状もしくは色または各階層間の差を示す任意の他の方法
として表示され得る。いくつかの顧客およびサービス提供者のインジケータは、異なる意
味を有し得る。インジケータは、それらのユーザータイプ、カテゴリおよびサブカテゴリ
に関連した活動を示す。本システムは、サービス要求レコードをシステムのデータベース
内に格納するので、タイムスタンプを使用することによりサービス要求がいつ行われたか
、または実行されたかを、および要求詳細によりそれらがどこで実行されたかを、定量化
することが可能である。しかし、時間または他の数に関するこれらのレコードは、拡大ま
たは縮小され得、そこでは、顧客は適切な時間枠、例えば、１日もしくはそれ以上の日数
、１か月もしくはそれ以上の月数、または１年もしくはそれ以上の年数などに分割し得る
。時間もしくは時間枠またはゾーンまたは他の数に関するこれらの様々な調整可能な検索
パラメータの全ては、顧客およびサービス提供者が、自分が見たい情報を個人に合わせて
優先順位付けできるように、カスタマイズ可能として設計される。
【０１０９】
　サービス提供者に関連する需要と供給は、訪問場所で生じ得るピックアップを顧客が予
期する時間範囲、訪問場所からの距離、およびサービス要求に関して顧客が価格を交渉し
たいサービス提供者の所望の数に基づき、顧客により事前に設定された検索パラメータに
よって表示できる。サービス提供者に関する関連情報は、顧客が各潜在的なサービス提供
者を見、次いで表示されたインジケータを介して対話式の価格交渉を可能にし得るように
、インジケータを介して顧客に表示され得る。時間に基づく検索パラメータは、検索距離
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または半径も作成し得、訪問場所に至る全ての可能な経路上の全てのサービス提供者を識
別すること、可能な経路の各々に沿ったリアルタイムの移動速度を識別すること、可能な
経路に沿った各サービス提供者の移動速度に、顧客によって事前に設定された最大時間を
掛けて、顧客によって事前に設定された最大時間範囲内にサービス提供者が移動できる最
大距離を計算すること、顧客の訪問場所を検索半径の中心点として識別すること、および
、検索パラメータ内のサービス提供者の最も遠い位置または顧客によって事前に設定され
た距離になる何らかの他の点であり得る、検索半径に対する端点を識別することを含み得
る。検索パラメータの範囲内でのサービス要求に対する需要と供給は、需要に対する潜在
的に対応可能な顧客の数と比較した、供給に対する潜在的に対応可能なサービス提供者の
数として、顧客に対して表示され得る。
【０１１０】
　顧客によって検索パラメータを事前に設定することは、サービス提供者の所望の数を事
前に設定して検索すること、および訪問場所を検索距離もしくは半径に対する中心点とし
て識別することにより検索半径を作成すること、および検索半径に対する端点をサービス
提供者の中心点から最も遠い位置として識別することを含み得る。検索距離または半径は
、時間または距離に基づく検索半径よりも大きいこともあれば、小さいこともあり得、サ
ービス提供者の到着予定時刻は、インジケータの助けを借りて顧客に対して識別され得る
。検索距離または半径内で識別されるサービス提供者の数は、顧客に対して価格交渉のた
めに優先順位付けされ得る。
【０１１１】
　インジケータの一部は、サービスを提供しているか、または要求しているかにかかわら
ず、顧客のタイプに関連し得る。好ましくは、いくつかのインジケータは顧客にとってよ
り有用であり、他方、いくつかはサービス提供者にとってより有用である。しかし、一当
事者に対して好ましくは表示されるインジケータは、他の当事者に対して有用な情報を反
映し得るので、インジケータは、サービス提供者にだけ、または顧客にだけもっぱら表示
されることを意図していない。しかし、顧客が選択する場合、顧客は本システムを通して
自分自身の情報を見ることができる。他の顧客が見る自分のサービス要求履歴に関するイ
ンジケータが正しいことを確実にするために、彼らが自分自身のインジケータまたは自分
のサービス要求履歴を見ることに関心がある場合、彼らは、自分のプロファイル情報また
は本システムによって指定された任意の他の手段を通してそれを行い得、本システムは、
彼らに適用される全てのインジケータを示す。１つ以上のインジケータを通して表され得
る、かかる任意選択として事前に設定されるサービス関連要因は、ユーザーが、いくつか
のサービス関連情報またはデータのいずれかに関連したより多くの情報を得るのを支援す
る。このサービス要求履歴は、完了したか、または要求されたサービス要求の総数に関す
るインジケータなどの、他の当事者が見ることができる情報を含み得る。サービス要求履
歴は、彼らが稼いだか、または費やした金額に関する個人情報などの、他の当事者が見る
ことができない情報も提供し得る。全てのかかるインジケータは、互いに最高の取引を行
うために、顧客およびサービス提供者に対して、それぞれ、最も合致するサービス提供者
または顧客を選択するのを支援し得るカスタマイズ可能な情報を提供することを意図する
。追加のインジケータが、他のタイプの関連情報の要約を視覚的に伝達するための手段と
して、１つ以上のコンピューティング装置を通して配備のために開発され、かつ／または
利用され得ることが理解されるであろう。かかるインジケータは、‘７８３出願にさらに
完全に記述されており、その開示は参照により全体として本明細書に組み込まれる。
【０１１２】
　再度、図８を参照すると、代替実施形態では、ホワイトラベルアプリ（例えば、サービ
ス実体１アプリ８１１、サービス実体２アプリ８１３、サービス実体３アプリ８１５など
）は、顧客がシステムに問い合わせを行って、ＤＳＰシステム内の集中型データベース１
０８の任意の部分からサービス提供者を要求し得るように構成され得る。一実施形態では
、顧客はボタン、タブまたはアイコンを提供されて、ホワイトラベルデータベース内だけ
でサービス提供者を検索すること、またはサービス提供者のデータベース全体もしくはサ
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ービス提供者の特別に選択された（例えば、検索する潜在的なデータベースのドロップダ
ウンメニューまたは他のリストから選択された）データベースの何らかのグループ内で検
索することの間で選択し得る。許可されれば、顧客がどのサービス実体アプリ８１１、８
１３、８１５をダウンロードしているかに応じて、検索ＡＰＩ　８１２、８１４、８１６
を通して、要求がバックエンドコードベース８０８に提供されて、異なるサービス実体に
よって許可が与えられているデータベース１０８の部分の任意の１つまたは全部内で対応
可能なサービス提供者を検索する。第３の事例では、ホワイトラベルアプリは、ＤＳＰシ
ステム内の集中型データベース１０８の任意の部分からのサービス提供者の検索を自動的
に可能にするように構成され得る。かかる実施形態では、例えば、要求は、ホワイトラベ
ルまたはサービス実体１アプリ８１１を通して、バックエンドコードベース８０８に提供
されて、集中型データベース１０８の任意の部分を通して対応可能なサービス提供者を検
索し得る。ある実施形態では、前述のＤＳＰシステム内の集中型データベース１０８の全
ての部分内でサービス提供者を検索するために顧客によって問い合わされた許可は、顧客
から直接、第三者、および／またはホワイトラベル会社から直接であり得る。好ましくは
、本システムは、サービス実体アプリ（すなわち、８１１、８１３、８１５）から識別子
を渡すことによりこの機能を実装するようにバックエンド上に構成される。好ましくは、
バックエンドコードベース８０８は、全てのホワイトラベルサービス実体アプリおよび／
またはＡＰＩが、ＤＳＰまたは（例えば、ネットワーク１２４を介して）他のテクノロジ
ーもしくはソフトウェア提供実体の単一のバックエンドコードベース８０８と通信し得る
ように、構成される。追加として、ある実施形態では、バックエンドアプリケーションソ
フトウェアコードベース８０８は、１つ以上のＡＰＩを使用して異なる基本構成に従って
、運行または他のサービス要求を解析するように構成できる。
【０１１３】
　ある実施形態では、カスタマイズ可能なデータ処理のために分割されたデータベース１
０８にリンクされている分散型構造システム内に共有データアクセス層を有するコンピュ
ーティングプラットフォームが提供される。好ましくは、プラットフォームまたはシステ
ム１００は、ネットワーク１２４に通信可能に結合されて、プロセッサ１０４、複数の実
体に割り当てられた部分（例えば、ＳＥ１ＤＢ　８２０部分、ＳＥ２ＤＢ　８２２部分、
ＳＥ３ＤＢ　８２４部分、ＤＳＰ　ＤＢ部分８２６など）を含むマルチユーザー配列に分
割されたデータベース１０８、およびコンピュータ可読命令がその中に格納されている少
なくとも１つの持続性コンピュータ可読記憶媒体８０６を含む、サーバーを含む。プロセ
ッサ１０４は、第１の実体（例えば、サービス実体１　８１１）に対応する第１のＡＰＩ
８１２を経由して、データまたはサービス要求を受信するコンピュータ可読命令を実行す
る。好ましくは、第１のアプリケーションプログラム８１２、第２のアプリケーションプ
ログラム８１４、および第３のアプリケーションプログラム８１６は、共有バックエンド
コードベース８０８を収容している同じバックエンドサーバー１０２に動作可能に結合さ
れることにより、同一のバックエンド構成を備えるか、または利用する。第１のアプリケ
ーションプログラム８１２、第２のアプリケーションプログラム８１４、第３のアプリケ
ーションプログラム８１６、およびＤＳＰクロスプラットフォームＡＰＩ８１８は各々、
好ましくは、アプリケーション名、アイコン、会社ロゴ、スクリーンショット、または記
述として表現される個別の、独立した、カスタマイズ可能なフロントエンドを有する。第
１のＡＰＩ　８１２は、ネットワーク１２４を介して、記憶媒体８０６上に格納された共
有バックエンドアプリケーションソフトウェアコードベース８０８に通信可能にリンクさ
れ得る。好ましくは、共有バックエンドコードベース８０８は、共有データアクセス層と
してフォーマットされ得、プラットフォームまたはシステム１００の様々なＡＰＩを使用
することにより、データまたはサービス要求を解析してその詳細を判断するように構成さ
れ得る。受信されたデータは、データベース１０８に通信可能にリンクされた共有バック
エンドコードベース８０８を介して処理され、システム１００は、第１の実体（例えば、
サービス実体１　８１１）と関連付けられた対応可能で合致しているサービス提供者また
は対象体を識別するために、共有バックエンドコードベース８０８を介して、第１の実体
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（例えば、サービス実体１　８１１）に割り当てられたデータベース１０８の少なくとも
第１の部分（例えば、ＳＥ１Ｄ部分８２０）に問い合わせを行う。
【０１１４】
　ある他の実施形態では、コンピューティング装置１３０、１３２はディスプレイ画面上
に、第１のアプリケーションプログラム８１２のアイコンを表示するように構成される。
そのアイコンは、第１のアプリケーションプログラム８１２を起動するためにユーザーに
よってアクセス可能であり、構成体または顧客から受信したサービス要求を完了するため
に対象体またはサービス提供者を検索し得る。第１のアプリケーションプログラム８１２
は好ましくは、カスタマイズ可能なディスパッチのために分割されたデータベース１０８
にリンクされた分散型構造システム内の共有データアクセス層に通信可能に結合された第
１のサービス実体に対応する。分散型構造システムは、共有データアクセス層に同様に通
信可能に結合された第２のアプリケーションプログラム８１４および第１のサービス実体
によって管理されるデータベース１０８を含み得る。ディスプレイ画面は好ましくは、電
子地図表示、顧客、サービス提供者もしくはサービス実体またはそれらの任意の組合せに
対するサービスに関連した情報またはサービス関連要因を表すインジケータの１つ以上を
含むが、それらに制限されないサービス要求に関連するデータを表示する。
【０１１５】
　コンピューティングプラットフォームまたはシステム１００は好ましくは、カスタマイ
ズ可能なデータ処理のためにデータベース１０８にリンクされた分散型構造システム内に
共有データアクセス層を有する。プラットフォームまたはシステム１００は、プロセッサ
１０４、複数の実体に割り当てられた部分（例えば、ＳＥ１　ＤＢ部分８２０、ＳＥ２　
ＤＢ部分８２２、ＳＥ３　ＤＢ部分８２４、ＤＳＰ　ＤＢ部分８２６など）を含むマルチ
ユーザー配列に分割されたデータベース１０８、およびコンピュータ可読命令がその中に
格納されている持続性コンピュータ可読記憶媒体８０６を含む、ネットワーク１２４に通
信可能に結合されたバックエンドサーバー１０２を含み得る。システム１００は、リモー
ト顧客コンピューティング装置１３０上のＧＵＩ上に、第１のサービス実体８１１と関連
付けられた少なくとも第１のアプリケーションプログラム８１２を表すユーザーアプリケ
ーション画像を表示する。第１のアプリケーションプログラム８１２は好ましくは、バッ
クエンドサーバー１０２に動作可能に結合されることにより、ネットワーク１２４を介し
て共有バックエンドアプリケーションソフトウェアコードベース８０８に通信可能にリン
クされる。好ましくは、第１のアプリケーションプログラム８１２、第２のアプリケーシ
ョンプログラム８１４、および第３のアプリケーションプログラム８１６は、顧客が記憶
媒体８０６上の共有バックエンドアプリケーションソフトウェアコードベース８０８を介
してデータベース１０８にアクセスするためにアプリケーションプログラムの１つをダウ
ンロードするだけで良いように、個別の、独立した、カスタマイズ可能なフロントエンド
を有する。
【０１１６】
　システム１００は次いで、顧客によるアプリケーション画像の選択を受信し、その画像
と関連付けられた第１のアプリケーションプログラム８１２を起動し得る。表形式の表現
が、次：第１のサービス実体のサービス提供者、１つ以上の追加のサービス実体のサービ
ス提供者、サービス関連データを反映しているサービス提供者と関連付けられたインジケ
ータなど、の１つ以上を示すためにＧＵＩ上に表示され得る。システム１００は次いで、
第１または追加のサービス実体の任意の１つからのサービス提供者の選択を受信し得る。
サービス要求は次いで、選択されたサービス提供者に割り当てられる。
【０１１７】
　システム１００がデータベース１０８の第１の部分（例えば、ＳＥ１　ＤＢ部分８２０
）内で任意の対応可能な合致している対象体またはサービス提供者を識別できないことに
応答して、システム１００は、共有バックエンドコードベース８０８を介して、第２の実
体に割り当てられたデータベース１０８の第２の部分（例えば、ＳＥ２　ＤＢ部分８２２
、ＳＥ３　ＤＢ部分８２４、またはＤＳＰ　ＤＢ部分８２６の１つ）に問い合わせを行う
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。システム１００は、第２の実体と関連付けられた対応可能で合致している対象体または
サービス提供者を識別する。システム１００が第２の実体と関連付けられた１つ以上の対
象体またはサービス提供者を識別することに応答して、システム１００は次いで、データ
ベース１０８の第２の部分（例えば、ＳＥ２　ＤＢ部分８２２、ＳＥ３　ＤＢ部分８２４
、またはＤＳＰ　ＤＢ部分８２６の１つ）に問い合わせを行って、サービス提供者または
対象体に対するサービス関連要因、第２の実体またはサービス実体（例えば、サービス実
体２　８１３）、およびサービス要求またはデータと関連付けられた顧客または構成体を
取得する。サービス関連要因は、対象体もしくはサービス提供者の任意選択として事前に
設定された好み、対象体もしくはサービス提供者の任意選択として事前に設定された制限
、実体もしくはサービス実体の任意選択として事前に設定された制限、および／または構
成体もしくは顧客の任意選択として事前に設定された好みの１つ以上を含み得る。取得し
たサービス関連要因を使用して、システム１００は顧客または構成体を、第２の実体（例
えば、サービス実体２　８１３）と関連付けられた対象体またはサービス提供者の１つに
合致させる。第２の実体（例えば、サービス実体２　８１３）と関連付けられた１つ以上
の対象体の１つは次いで、システム１００により、合致に基づき、複数の所定の規則に従
って、サービス要求またはデータに割り当てられる。
【０１１８】
　代替として、第１の実体（例えば、サービス実体１　８１１）と関連付けられた対象体
またはサービス提供者の識別に応答して、システム１００は、データベース１０８の第１
の部分（例えば、ＳＥ１　ＤＢ部分８２０）に問い合わせを行い、対象体またはサービス
提供者に対するサービス関連要因、第１の実体（例えば、サービス実体１　８１１）、お
よびデータまたはサービス要求と関連付けられた構成体または顧客を取得する。第１のア
プリケーションプログラム８１２の構成に基づき、第１の実体（例えば、サービス実体１
　８１１）の規則に従って、システム１００は、第１の実体（例えば、サービス実体１　
８１１）と関連付けられた対象体またはサービス提供者の１つを、データまたはサービス
要求に割り当てる。好ましくは、第１の実体（例えば、サービス実体１　８１１）の規則
は、プラットフォームまたはシステム１００の複数の所定の規則と一致する。
【０１１９】
　第１の実体と関連付けられた任意の対象体もしくはサービス提供者を識別できなかった
か、または第１の実体により対象体もしくはサービス提供者をデータもしくはサービス要
求に割り当てることができなかったことに応答して、システム１００は、一実施形態では
、第１の実体または顧客に対する転送好み規則（例えば、所定の規則の例）をデータベー
ス１０８から取得し得る。転送好み規則は、共有バックエンドコードベース８０８による
第１の実体からプラットフォームの別の実体へのデータまたはサービス要求の転送を制御
する。転送好み規則は、第１の実体または顧客の転送好みまたは制限を示すが、第１の実
体または顧客が転送好み規則を確立しなかった場合、プラットフォームまたはシステム１
００の既定の転送規則が適用される。代替として、システム１００は、コードベース８０
８を介して、追加の実体に割り当てられたデータベース１０８の複数の追加の部分（例え
ば、ＳＥ２　ＤＢ部分８２２、ＳＥ３　ＤＢ部分８２４、ＤＳＰ　ＤＢ部分８２６などの
１つ）をアクセスし得る。各実体および／または顧客によって確立された規則は好ましく
は、システム１００が第１の実体の構成体または顧客に対して対応可能な対象体またはサ
ービス提供者を検索するためにデータベース１０８の他の部分に自由にアクセスし得るか
どうかを指示または制御し得る。さらに別の代替実施形態では、第１の実体と関連付けら
れた任意の対象体もしくはサービス提供者を識別できなかったか、または第１の実体によ
り対象体もしくはサービス提供者をデータもしくはサービス要求に割り当てることができ
なかったことに応答して、システム１００は、特定の実体または顧客によって事前に設定
され得る、実体好み規則を、プラットフォームの他の実体と関連付けられた対象体または
サービス提供者を求めてデータベース１０８を検索する際に、共有バックエンドコードベ
ース８０８による使用のために、適用し得る。好ましくは、実体好み規則は、それらが適
用される特定の実体または顧客の条件もしくは複数の条件を指示または制御するようなも
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のである。特定の実体または顧客が事前に設定された実体好み規則を提供できなかった場
合、システム１００は、ある既定の規則を適用し得る。
【０１２０】
　例示的な実施形態では、事前に設定された実体好み規則は、プラットフォームにより第
１の実体から受信されてデータベース内に格納された、命令のセットであり、それは、ど
の他の実体および／または他の実体のどのサービス提供者が、何らかの理由のために、第
１の実体によってサービスを提供できなかったサービス要求に対応するための第１のもの
と見なされるべきかを制御する。事前に設定された実体好み規則は、プラットフォームの
設定によって企図されるように、プラットフォームの任意のサービス実体によって様々な
方法で入力でき、これらの好みに関してプラットフォームのサービス実体に高度のカスタ
マイズを提供する。従って、これらの規則は、直線的規則（ｓｔｒａｉｇｈｔ　ｒｕｌｅ
）、複雑な条件方式、またはその２つの任意の組合せの観点から設定できることが企図さ
れる。
【０１２１】
　サービス実体と関連付けられた１人以上のサービス提供者の１人をサービス要求に割り
当てる場合、システム１００は、データベース１０８に問い合わせを行って、サービス提
供者または対象体、サービス実体または複数の実体、および顧客または構成体に対するサ
ービス関連要因を取得する。サービス関連要因は、サービス実体、サービス提供者または
対象体により任意選択で事前に設定されたサービス位置好み、サービス実体または１人以
上のサービス提供者により任意選択で事前に設定された１つ以上のサービス制限、お気に
入り顧客リスト、好ましい顧客リスト、顧客ブラックリスト、顧客によって任意選択で事
前に設定された１つ以上の顧客の好み、お気に入りサービス提供者リスト、お気に入りサ
ービス実体リスト、好ましいサービス提供者リスト、好ましいサービス実体リスト、サー
ビス提供者ブラックリスト、またはサービス実体ブラックリストを含み得る。サービス関
連要因に基づいて、システム１００は、対象体またはサービス提供者もしくはサービス実
体が（例えば、サービス実体もしくはサービス提供者または対象体により任意選択で事前
に設定されたサービス制限に起因して、サービス提供者ブラックリスト上に含まれている
ため、その顧客が顧客ブラックリスト上にあるため）データまたはサービス要求に割り当
てられないようにし得る。システム１００は次いで、１つ以上サービス関連要因に基づい
て、サービス要求を完了するのに適したサービス実体およびそのサービス実体の１人以上
のサービス提供者を識別または決定する。
【０１２２】
　対象体またはサービス提供者をサービス要求に割り当てる前に、システム１００は、位
置認識装置（例えば、ＧＰＳまたは他のＧＮＳＳ受信機）を介して、顧客または構成体の
位置に関してサービス提供者または対象体の近接性を判断する。サービス要求は次いで、
サービス提供者または対象体の判断されたその位置への近接性に基づき、サービス提供者
または対象体に送信される。サービス提供者または対象体からの引受けの受信後、システ
ム１００は、そのサービス提供者または対象体をサービス要求に割り当てる。第１の実体
（例えば、サービス実体１　８１１）がサービス要求を完了するために、サービス提供者
を識別できなかったか、またはそのサービス提供者を割り当てることができなかったと判
断すると、システム１００は、１つ以上の追加の実体（例えば、サービス実体２　８１３
、サービス実体３　８１５、ＤＳＰ　８１７）と関連付けられた１人以上のサービス提供
者を識別して、データまたはサービス要求を追加のデータベース部分（例えば、ＳＥ２　
ＤＢ部分８２２、ＳＥ３　ＤＢ部分８２４、ＤＳＰ　ＤＢ部分８２６などの１つ）からの
サービス提供者の１人に割り当てるために、そのサービス要求を、第１のアプリケーショ
ンプログラム８１２を介して、ＤＳＰクロスプラットフォームＡＰＩ　８１８に転送して
、共有バックエンドコードベース８０８がそのデータベースを検索するのを可能にし得る
。任意選択として、システム１００は、サービス要求と関連付けられた顧客とクロスプラ
ットフォームＡＰＩ　８１８との間にダイアログまたは通信を生成して、サービス要求を
、追加の実体の１つに対するサービス提供者に転送するために顧客から許可を求め得る。
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【０１２３】
　対象体またはサービス提供者をデータまたはサービス要求に割り当てる際に、システム
１００は、各実体と関連付けられた対象体またはサービス提供者の各々に対して重み付け
優先順位を確立し得る。重み付け優先順位は、複数の所定の規則に従い、サービス関連要
因の各々に対して割り当てられた重みに基づく。任意選択として、システム１００は、対
象体またはサービス提供者に対するデータテーブルを生成し得、各対象体またはサービス
提供者に対して割り当てられた優先順位、重み付け優先度および次：サービス要求を引き
受けるための対象体もしくはサービス提供者の可用性、サービス要求に対する対象体もし
くはサービス提供者のタイプ、または各対象体もしくはサービス提供者に対する構成体も
しくは顧客タイプ、の１つ以上に基づきサービス要求と各対象体またはサービス提供者と
の間の重みに関して表現されたランク付け適合性を含む。対象体またはサービス提供者は
次いで、重み付け優先度および複数の所定の規則に従い、データまたはサービス要求に割
り当てられる。
【０１２４】
　任意選択として、データを安全な方法でデータベース１０８に対してインポートおよび
エクスポートするためのアクセスを提供するために、各実体と関連付けられた固有の識別
子が生成され得る。任意選択として、システム１００は、最初のサービス要求を提出する
ために顧客によって元々使用されたアプリケーションプログラムを追跡し得る。システム
１００はまた、所定の規則に従い、新しくダウンロードされたか、またはアクセスされて
、最初に使用されたアプリケーションプログラムと関連付けられた実体に、オリジネーシ
ョン報酬を定期的に提供し得る。
【０１２５】
　次に図９を参照すると、本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、例えば、ディ
スパッチ９００のためのデータベースまたは分割されたデータベースシステムにおいてユ
ーザー転換可能アプリケーションを共有するための別の代替の例示的なシステムおよび方
法を示す概略図が示されている。この実施形態では、図８に示すものと同様に、サービス
要求は、ＤＳＰクロスプラットフォームＡＰＩ　９１８を通してＤＳＰアプリ９１７から
、またはその各々が１つ以上のＡＰＩを含み得る、サービス実体１アプリ９１１、サービ
ス実体２アプリ９１３、もしくはサービス実体３アプリ９１５から、受信され得る。例え
ば、図のように、各サービス実体アプリ（すなわち、９１１、９１３、９１５）は、異な
る機能（例えば、地図作成ＡＰＩ　９３１、９３３、９３５、検索ＡＰＩ　９４１、９４
３、９４５、天気ＡＰＩ　９５１、９５３、９５５、他のＡＰＩ　９６１、９６３、９６
５など）を有する複数のＡＰＩを含み得る。同様に、ＤＳＰアプリ９１７も１つ以上のＡ
ＰＩ、例えば、地図作成ＡＰＩ　９３７、検索ＡＰＩ　９４７、天気ＡＰＩ　９５７、他
のＡＰＩ　９６７など、を含み得る。
【０１２６】
　図９には３つのサービス実体アプリだけが示されているが、当業者は、任意の数のサー
ビス実体が、本明細書で説明する分割されたデータベースシステムを利用できることを理
解するであろう。ＤＳＰアプリ９１７を通して利用している顧客に関して、要求は、サー
バー１０２の記憶媒体９０６上に格納されたＤＳＰ共有バックエンドソフトウェアコード
ベース９０８に通信可能にリンクされているＤＳＰクロスプラットフォームＡＰＩ　９１
８に提供される。共有バックエンドコードベース９０８は、システムがＤＳＰクロスプラ
ットフォームＡＰＩ　９１８を使用して、データベース１０８のＤＳＰデータベース（Ｄ
Ｂ）９２６部分内で対応可能なＤＳＰサービス提供者を検索し得るように、データベース
１０８に動作可能に結合される。代替として、サービス要求が、同様に、ＤＳＰバックエ
ンドソフトウェアコードベース９０８およびデータベース１０８に動作可能にリンクされ
ている、ホワイトラベルサービス実体アプリ９１１、９１３、９１５の１つの顧客から受
信される場合、その所有者によって確立されたホワイトラベルアプリの構成に応じて、複
数の動作のうちの１つが取られる。
【０１２７】
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　例えば、一実施形態では、第１のサービス実体ＡＰＩと関連付けられたホワイトラベル
サービス実体アプリ９１１は、ＤＳＰバックエンドソフトウェアコードベース９０８に、
データベース１０８のＳＥ１　ＤＢ９２０部分内で対応可能なサービス提供者を検索する
ように指示するように構成され得る。システム１００は、例えば、第１のサービス実体Ａ
ＰＩの検索ＡＰＩ　９４１およびコードベース９０８を使用して、対応可能な基地サービ
ス提供者を検索し得る。対応可能なサービス提供者が、第１のサービス実体アプリと関連
付けられたＳＥ１　ＤＢ９２０内で見つかると、サービス要求はそのサービス提供者にデ
ィスパッチされる。データベース１０８のＳＥ１　ＤＢ９２０部分内で対応可能なサービ
ス提供者を見つけることができない場合、サービス実体１アプリ９１１とバックエンドコ
ードベース９０８との間でダイアログまたは通信が開始されて、システム内で確立された
所定の規則に従い、別のサービス実体のサービス提供者のデータベースからサービス提供
者を要求し得る。かかる共有許可が各サービス実体に対して認可されているか、または与
えられている場合、共有バックエンドコードベース９０８は第１のサービス実体ＡＰＩの
検索ＡＰＩ　９４１と共に、事前に設定された転送または実体好み規則に従い、データベ
ース１０８の認可された部分（複数可）の各々（例えば、ＳＥ２　ＤＢ９２２、ＳＥ３　
ＤＢ９２４、またはＤＳＰ　ＤＢ９２６）内で対応可能なサービス提供者を検索する。複
数の対応可能なサービス提供者が見つかると、一実施形態では、本システムは最も近い対
応可能なサービス提供者を選択して、要求をそのサービス提供者に割り当て得る。別の実
施形態では、本システムは、顧客（例えば、サービス実体１アプリ９１１のユーザー、サ
ービス実体２アプリ９１３のユーザー、サービス実体３アプリ９１５のユーザー、ＤＳＰ
アプリ９１７のユーザーなど）が特定のサービス提供者を、例えば、データベース１０８
の部分のいずれかから識別された対応可能なサービス提供者のリストから、選択するのを
許可するように構成され得る。例えば、顧客のいくつかの事前に設定された好み（例えば
、お気に入りのサービス提供者、好ましいサービス提供者、経路の熟知、性別、話す言語
など）のいずれかに基づき、サービス提供者に関する関連要因を示す、インジケータが顧
客に表示され得る。このようにして、顧客は、顧客がシステムで設定する好みに従い、最
も合致するか、または最も好ましいサービス提供者を見つけることができる。
【０１２８】
　代替として、ホワイトラベルアプリ（例えば、サービス実体１アプリ９１１、サービス
実体２アプリ９１３、サービス実体３アプリ９１５などの１つ）は、顧客が本システムに
問い合わせを行ってＤＳＰシステム内のデータベース１０８の任意の部分からサービス提
供者を要求し得るように、構成され得る。許可されれば、要求は、顧客がどのサービス実
体アプリ９１１、９１３、９１５をダウンロードしているかに応じて、検索ＡＰＩ　９４
１、９４３、９４５を通して、バックエンドコードベース９０８に提供されて、異なるサ
ービス実体によって許可が与えられているデータベース１０８の部分の任意の１つまたは
全部内で対応可能なサービス提供者を検索する。任意選択として、ホワイトラベルアプリ
は、ＤＳＰシステム内のデータベース１０８の任意の部分からサービス提供者の検索を自
動的に可能にするように構成され得る。かかる実施形態では、例えば、要求は、ホワイト
ラベルまたはサービス実体１アプリ９１１を通してバックエンドコードベース９０８に提
供されて、データベース１０８の任意の部分を通して対応可能なサービス提供者を検索し
得る。ある実施形態では、前述のとおりＤＳＰシステム内のデータベース１０８の全ての
部分内でサービス提供者を検索するために顧客によって問い合わされた許可は、顧客から
直接、第三者、および／またはホワイトラベル会社から直接であり得る。好ましくは、本
システムは、サービス実体アプリ（すなわち、９１１、９１３、９１５）から識別子を渡
すことによりこの機能を実装するようにバックエンド上に構成される。好ましくは、バッ
クエンドコードベース９０８は、全てのホワイトラベルサービス実体アプリおよび／また
はＡＰＩが、ＤＳＰまたは他のテクノロジーもしくはソフトウェア提供実体の単一のバッ
クエンドコードベース９０８と通信し得るように、構成される。追加として、ある実施形
態では、バックエンドコードベース９０８は、１つ以上のＡＰＩを使用する異なる基本構
成に従って、運行または他のサービス要求を解析するように構成できる。
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【０１２９】
　別の実施形態では、カスタマイズ可能なデータ処理のためにデータベース１０８にリン
クされている分散型構造システム内に共有データアクセス層を有するコンピューティング
プラットフォームが提供される。好ましくは、プラットフォームまたはシステム１００は
、ネットワーク１２４に通信可能に結合されて、プロセッサ１０４、複数の実体に割り当
てられた部分（例えば、ＳＥ１　ＤＢ９２０部分、ＳＥ２　ＤＢ９２２部分、ＳＥ３　Ｄ
Ｂ９２４部分、ＤＳＰ　ＤＢ部分９２６など）を含むマルチユーザー配列に分割されたデ
ータベース１０８、およびコンピュータ可読命令がその中に格納されている少なくとも１
つの持続性コンピュータ可読記憶媒体９０６を含む、サーバーを含む。プロセッサ１０４
は、第１の実体に対応する第１のサービス実体１アプリ９１１を経由して、データまたは
サービス要求を受信するコンピュータ可読命令を実行する。好ましくは、第１のアプリ９
１１、第２のアプリ９１３、および第３のアプリ９１５は、共有バックエンドコードベー
ス９０８を収容している同じバックエンドサーバー１０２に動作可能に結合されることに
より、同一のバックエンド構成を備えるか、または利用する。第１のアプリ９１１、第２
のアプリ９１３、第３のアプリ９１５、およびＤＳＰアプリ９１７は各々、好ましくは、
アプリケーション名、アイコン、会社ロゴ、スクリーンショット、または記述として表現
される個別の、独立した、カスタマイズ可能なフロントエンドを有する。第１のアプリ９
１１は、ネットワーク１２４を介して、記憶媒体９０６上に格納された共有バックエンド
アプリケーションソフトウェアコードベース９０８に通信可能にリンクされ得る。好まし
くは、共有バックエンドコードベース９０８は、共有データアクセス層としてフォーマッ
トされ得、プラットフォームまたはシステム１００の様々なＡＰＩを使用することにより
、データまたはサービス要求を解析してその詳細を判断するように構成され得る。受信さ
れたデータは、データベース１０８に通信可能にリンクされた共有バックエンドコードベ
ース９０８を介して処理され、システム１００は、第１の実体と関連付けられた対応可能
で合致しているサービス提供者または対象体を識別するために、共有バックエンドコード
ベース９０８を介して、第１の実体に割り当てられたデータベース１０８の少なくとも第
１の部分（例えば、ＳＥ１　ＤＢ部分９２０）に問い合わせを行う。
【０１３０】
　ある他の実施形態では、コンピューティング装置１３０、１３２はディスプレイ画面上
に、第１のアプリ９１１のアイコンを表示するように構成される。そのアイコンは、第１
のアプリ９１１を起動するためにユーザーによってアクセス可能であり、構成体または顧
客から受信したサービス要求を完了するために対象体またはサービス提供者を検索し得る
。第１のアプリ９１１は好ましくは、第１のサービス実体に対応し、カスタマイズ可能な
ディスパッチのために分割されたデータベース１０８にリンクされた分散型構造システム
内の共有データアクセス層に通信可能に結合されている。分散型構造システムは、共有デ
ータアクセス層に同様に通信可能に結合された第２のアプリ９１３または第３のアプリ９
１５および第１のサービス実体によって管理されるデータベース１０８を含み得る。ディ
スプレイ画面は好ましくは、電子地図表示、顧客、サービス提供者もしくはサービス実体
またはそれらの任意の組合せに対するサービスに関連した情報またはサービス関連要因を
表すインジケータの１つ以上を含むが、それらに制限されないサービス要求に関連するデ
ータを表示する。
【０１３１】
　ここで図１０Ａ～図１０Ｄを参照すると、コンピューティング装置またはモバイルプラ
ットフォーム１２８に関する位置データを提供する位置認識装置１００４を含むモバイル
プラットフォームまたはリモートコンピューティング装置１２８が示されている。より具
体的には、本発明に関する開示の例示的な実施形態に従い、図１０Ａ～図１０Ｂは、検索
を単一のサービス実体からのサービス提供者に制限することを選択している顧客を図示し
ている例示的なモバイルプラットフォームまたはリモートコンピューティング装置を示す
が、他方、図１０Ｃ～図１０Ｄは、検索をデータベース内に格納されているサービス提供
者の複数または全部からのサービス提供者に拡大することを選択している顧客を図示して
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いる例示的なモバイルプラットフォームまたはリモートコンピューティング装置を示す。
位置認識装置１００４は、携帯電話上（図のとおり）、またはモバイル装置１２８のユー
ザーの車両の車載コンピュータ内に存在しているハードウェアであり得る。モバイルプラ
ットフォームまたは装置１２８は、共有バックエンドコードベースを通してコンピューテ
ィングシステム１００およびデータベース１０８と通信可能にリンクされる。代替実施形
態では、プラットフォームまたはコンピューティング装置は任意選択として、モニタを備
えたスタンドアロンＰＣであり得る。
【０１３２】
　モバイルプラットフォーム１２８は好ましくは、１つのサービス実体と関連付けられた
アプリケーションプログラムを代表するアプリケーション画像またはアイコンを表示する
ためのディスプレイまたはＧＵＩ　１００２を有する。好ましくは、アプリケーションプ
ログラムは、ネットワークを介して、サーバー１０２に動作可能に結合されることにより
共有バックエンドアプリケーションソフトウェアコードベースに通信可能にリンクされる
。代替として、サービス実体は、サービス提供者または対象体を相互の顧客と協調的に共
有するように、協働するか、または通信可能に直接（すなわち、共有バックエンドアプリ
ケーションソフトウェアコードベースを通さずに）結合され得る。アプリケーションプロ
グラムは好ましくは、共有バックエンドアプリケーションソフトウェアコードベースとは
無関係なカスタマイズ可能なフロントエンドを有する。ユーザーがアプリケーション画像
を（例えば、クリックまたはダブルクリックすることで）選択することによりアプリケー
ションプログラムを起動した後、モバイルプラットフォームまたは装置１２８は、調整可
能な検索パラメータを示す対話型電子インタフェースを表示する。検索パラメータは好ま
しくは、選択されたパラメータに対するアプリケーションを起動するために顧客によって
選択可能である。好ましくは、選択可能な検索パラメータの１つは、そのアプリケーショ
ンプログラムが顧客によって使用されているサービス提供者が、そのサービス実体のサー
ビス提供者のデータベースとだけ接続しているかどうか、またはそれは所定の規則に従い
、データベース１０８上のサービス提供者のデータベース全体と通信するかを示す。電子
インタフェースのグラフィック表現は次いで、顧客の事前に設定された好みと合致する第
１のサービス実体だけから対応可能なサービス提供者の識別、および第１のサービス実体
の識別された対応可能なサービス提供者の各々に対応するインジケータを表示し得る。
【０１３３】
　代替として、顧客から、または顧客による入力に応答して、モバイル装置１２８はディ
スプレイ画面上に、本システムと連携している追加のサービス実体の対話型メニューのグ
ラフィック表現を表示し得る。好ましくは、追加のサービス実体の各々は、１人以上の対
応可能なサービス提供者の識別に含めるために、顧客によって選択可能である。この実施
形態では、電子インタフェースのグラフィック表現は次いで、顧客によって選択されたと
おり、またはシステムによって事前に設定されたとおりに、第１のサービス実体および追
加のサービス実体の両方から、顧客の事前に設定された好みに合致する、対応可能なサー
ビス提供者の識別、ならびにその対応可能なサービス提供者の各々に対応するインジケー
タを表示し得る。インジケータは好ましくは、対応可能なサービス提供者の各々に対応す
るサービス関連データを反映する。ディスプレイ画面上に表示された対応可能なサービス
提供者は好ましくは、システムが顧客による１人のサービス提供者の選択を受信した後、
次いでデータまたはサービス要求をその選択されたサービス提供者に割り当てるように、
顧客によって選択可能である。
【０１３４】
　ある実施形態では、顧客は、自分のタイプのサービス要求に対して対応可能な潜在的な
対象体またはサービス提供者を検索するために自分の検索パラメータを事前に設定する。
潜在的に対応可能なサービス提供者の検索に加えて、本システムは、現在、同じタイプの
サービスを要求していて、その現在位置がこの顧客によって事前に設定された検索パラメ
ータの範囲内にある他の対応可能な顧客も検索し得る。一実施形態では、サービス実体１
アプリ９１１をダウンロードしている顧客は、Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｅｎｔｉｔｙ　１ボタン
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１００６を「ｏｎ」にして、システムにデータベース１０８のＳＥ１　ＤＢ９２０部分か
らだけ対応可能なサービス提供者だけを検索させることを選択し得る。この実施形態では
、図１０Ａ～図１０Ｂに示されるように、顧客はディスプレイ画面上に彼／彼女が選択で
きる選択可能な検索パラメータ１０１０、１０１２、１０１４（ここでは３つのパラメー
タが示されているが、もっと多いか、またはもっと少ない検索パラメータを含むことが知
られている）が提供され得、検索は、これらの検索パラメータ１０１０、１０１２、１０
１４の１つ以上または任意の組合せを使用できる。図に示されるように、顧客は、彼／彼
女が交渉したいサービス提供者の数１０１０で検索を実行するオプションが提供される。
この検索パラメータを作動させるために、顧客はオン－オフトグルまたはスイッチ１０１
６を使用してそれをオンにし、所望の提供者数を入力して、「Ｓｅａｒｃｈ」ボタン１０
２２をクリックする必要がある。
【０１３５】
　顧客は、時間１０１２によって検索を実行するオプションも有する。そのためには、顧
客は、ボタン１０１８をオンにしてこのオプションを作動させ、彼／彼女がピックアップ
を行って欲しい時間範囲、例えば、５分、に対する数を入力して、「Ｓｅａｒｃｈ」ボタ
ン１０２２をクリックする必要がある。顧客は、距離１０１４で検索を実行するオプショ
ンも提供され得る。そのためには、顧客は、ボタン１０２０をオンにすることにより距離
検索を作動させる必要がある。一旦、オンにすると、顧客は、彼／彼女がシステムに検索
を実行させたい距離の範囲、例えば、２．０マイル、に対する数を入力して、「Ｓｅａｒ
ｃｈ」ボタン１０２２をクリックする。パラメータ検索オン／オフトグルまたはスイッチ
１０１６、１０１８、１０２０を使用して、顧客は、検索パラメータ１０１０、１０１２
、１０１４の１つ、２つまたは全部に基づく検索だけを行うことを選択し得る。図１０Ｂ
に見られるように、ユーザーまたは顧客１０３０は次いで、数１０１０、時間１０１２、
および／または距離１０１４によって事前に設定された検索パラメータの範囲内でシステ
ムによって識別された対応可能なサービス提供者の彼／彼女のプールと共に、ＧＵＩ　１
００２の電子地図表示上に表示され得る。検索パラメータの結果は、検索によって生じた
地理的ゾーン（すなわち、ゾーン１０２４、ゾーン１０２６、およびゾーン１０２８）と
して表示され得る。例えば、時間による検索の結果（例えば、５分のパラメータの範囲内
）では、図のように、時間または距離パラメータの範囲内に表示されるサービス実体１か
らのサービス提供者は識別されない。すなわち、サービス実体１の識別された対応可能な
サービス提供者（例えば、ＳＰ１（１０３２）、ＳＰ２（１０３４）、ＳＰ３（１０３６
）、ＳＰ４（１０３８）、およびＳＰ５～ＳＰ１０）の全ては、検索パラメータによって
確立された時間１０２６および距離１０２８の両方ゾーンの外側である。顧客は次いで、
表示されたサービス提供者の１人を選択するか、または代替として、検索パラメータを変
更して（すなわち、時間および／または距離を変更する）変更された結果を取得するオプ
ションを有し得る。加えて、顧客は、サービス実体１ボタン１００６の動作を停止させる
か、またはオフにして、システムにデータベース１０８内に格納された他のサービス実体
から対応可能なサービス提供者を検索させるオプションを有し得る。
【０１３６】
　この実施形態では、図１０Ｃ～図１０Ｄに示されるように、顧客は、サービス実体１ボ
タン１００６の動作を停止させるか、またはオフにすると、図１０Ｃに示されるように、
追加のサービス実体１０４２、または複数のサービス実体を識別するために、ＧＵＩ　１
００２の電子地図表示上に表示されたドロップダウン検索メニュー１０４０が提供され得
、顧客はそこから対応可能なサービス提供者を検索できる。複数のサービス実体は好まし
くは、サービス実体１および全ての追加のサービス実体（すなわち、サービス実体２、サ
ービス実体３など）を含むか、または代替として、サービス実体１以外のサービス実体だ
けを含み得る。顧客は次いで、メニュー１０４０内にリストされた追加のサービス実体１
０４２の１つ以上または全部をクリックし得る。検索パラメータ１０１０、１０１２、１
０１４、およびサービス実体１０４２の顧客の選択に基づき、またはそれらに従い、図１
０Ｄに示されるように、新しい検索結果が表示され得る。図のように、ユーザーまたは顧
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客１０３０の表示は、数１０１０、時間１０１２、および距離１０１４によって事前に設
定された検索パラメータの範囲内であるとシステムによって識別された対応可能なサービ
ス提供者の彼／彼女のプールの表示と共に、ＧＵＩ　１００２の電子地図表示上に表示さ
れ得る。検索パラメータは、検索によって生じた地理的ゾーン（すなわち、ゾーン１０２
４、ゾーン１０２６、およびゾーン１０２８）を反映し得る。
【０１３７】
　例えば、時間による検索（例えば、５分のパラメータの範囲内）の結果はここでは、選
択された時間および距離パラメータの範囲内で表示された追加のサービス実体から少なく
とも４人のサービス提供者（すなわち、ＳＰ７（１０４８）、ＳＰ８（１０５０）、ＳＰ
９（１０５２）、およびＳＰ１０（１０５４））を識別し得るが、ＳＰ１（１０３２）、
ＳＰ２（１０３４）、ＳＰ３（１０３６）、ＳＰ４（１０３８）、ならびにＳＰ５（１０
４４）およびＳＰ６（１０４６）は依然として時間および距離パラメータの範囲外である
。すなわち、図のように、要求された１０人の対応可能なサービス提供者について、１０
人のうちの４人が、ユーザーまたは顧客１０３０によって設定された時間および／または
距離パラメータに合致するとして表示されている。顧客は次いで、表示されたサービス提
供者の１人を選択するか、または代替として、検索パラメータをさらに変更して（すなわ
ち、時間および／または距離を変更する）変更された結果を取得するオプションを有する
。任意選択として、顧客１０３０は、単にトグルまたはスイッチを切り替えてボタン１０
０６をオフ位置に戻すことにより、単一の実体だけからサービス提供者を選択するように
いつでも切り替えて戻し得る。また、任意選択として、サービス要求の完了と関連付けら
れた料金は、要求を完了しているサービス提供者の１人以上の間で、共有または分割され
得る。同様の取り決めが、１つ以上のサービス実体の間、１人以上のサービス提供者と１
つ以上のサービス実体との間、１以上のサービス実体／サービス提供者とサービス要求の
完了に関与した何らかの他の第三者との間、またはそれらの任意の組合せが存在し得る。
【０１３８】
　サービス提供者の情報もインジケータのセットによって提供され得、それらは、例えば
、彼／彼女が顧客または患者などに対して、「通常」または「好ましい」または「お気に
入り」であること、彼／彼女は目的地もしくはサービス位置への要求された経路を５０％
熟知していること、彼／彼女の提示価格、その価格が既定の価格よりも高いか、もしくは
低いか、要求されたピックアップもしくはサービス位置への彼／彼女の到着予定時刻、彼
／彼女が顧客、患者などに対してサービスを提供した回数、彼／彼女が提供するサービス
のタイプなど、を識別する。サービス提供者の情報に加えて、インジケータは様々な動作
ボタンも含み得、それらはユーザーが、例えば、サービス提供者の価格提示に関して、受
け入れる、拒否する、または交渉プロセスを開始するなどの、異なる動作を実行するのを
可能にする（例えば、チェックマークの付いたボタンを押してユーザーがこのサービス提
供者で最終価格を受け入れるのを可能にする、「Ｘ」の付いたボタンを押してユーザーが
このサービス提供者を拒否するのを可能にする、両方向矢印（ｂｉ－ａｒｒｏｗ）ボタン
を押してユーザーがそのサービス提供者と需給情報を交換するのを可能にする、「Ｐ／Ｃ
」ボタンを押してユーザーが価格提示を行うか、またはサービス提供者によって提示され
た価格に反論できるようにする、など）。第２の検索パラメータは、距離（例えば、１．
５マイルの範囲内）による検索によって生じる地理的ゾーンを反映し、それは、パラメー
タの範囲内に表示されたインジケータのセットから見られるように、２人以上のサービス
提供者、および２人以上のサービスを要求しているユーザーを識別し得る。ユーザーが、
表示されたサービス提供者の各々に対してインジケータによって提供される情報の詳細な
説明が必要な場合、彼／彼女は別のボタン（例えば、「ユーザー用サービス提供者リスト
」ボタンまたはタブ）をクリックすることができ、それは、彼／彼女を対応するインタフ
ェースに向け直す。当業者は、図１０Ａ～図１０Ｄに示すインタフェースは、例示のみを
目的としており、本明細書で示すインタフェースに対して他の変形形態があり得ることを
理解するであろう。
【０１３９】
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　本発明に関する開示のさらに別の代替実施形態が図１１Ａ～図１１Ｄに示されている。
具体的には、図１１Ａ～図１１Ｂは、アプリケーションプログラムインタフェースの表示
を示している例示的なモバイルプラットフォームまたはリモートコンピューティング装置
を示しており、そこでは顧客が、ＤＳＰデータベース全体に対するサービス提供者の検索
を可能にするか、または拡張するためにＤＳＰ検索機能を作動させるか、またはオンにす
ることを選択している。図は、ＤＳＰボタン１１０６を通したＤＳＰ転換またはスイッチ
機能を示しているが、このスイッチは代替として、バックエンドソフトウェアコードベー
スを提供している任意の他のＳＰＥまたはテクノロジー会社用であり得ることが理解され
るであろう。ある実施形態では、顧客は、自分のタイプのサービス要求に対して対応可能
な潜在的な対象体またはサービス提供者を検索するために自分の検索パラメータを事前に
設定する。潜在的に対応可能なサービス提供者の検索に加えて、本システムは、現在、同
じタイプのサービスを要求していて、その現在位置がこの顧客によって事前に設定された
検索パラメータの範囲内にある他の対応可能な顧客も検索し得る。一実施形態では、ＤＳ
Ｐアプリ９１７をダウンロードしている顧客は、ＤＳＰボタン１１０６を「ｏｎ」にして
、システムにデータベース１０８全体から（すなわち、ＳＥ１　ＤＢ９２０、ＳＥ２　Ｄ
Ｂ９２２、ＳＥ３　ＤＢ９２４、ＤＳＰ　ＤＢ９２６などの各々から）対応可能なサービ
ス提供者を検索させることを選択し得る。この実施形態では、図１１Ａ～図１１Ｂに示さ
れるように、顧客はディスプレイ画面上に彼／彼女が選択できる選択可能な検索パラメー
タ１１１０、１１１２、１１１４（ここでは３つのパラメータが示されているが、もっと
多いか、またはもっと少ない検索パラメータを含むことが知られている）が提供され得、
検索は、これらの検索パラメータ１１１０、１１１２、１１１４の１つ以上または任意の
組合せを使用できる。図に示されるように、顧客は、彼／彼女が交渉したいサービス提供
者の数１１１０で検索を実行するオプションが提供される。この検索パラメータを作動さ
せるために、顧客はオン－オフスイッチ１１１６を使用してそれをオンにし、所望の提供
者数を入力して、「Ｓｅａｒｃｈ」ボタン１１２２をクリックする必要がある。
【０１４０】
　顧客は、時間１１１２によって検索を実行するオプションも有し、ボタン１１１８をオ
ンにしてこのオプションを作動させることにより、彼／彼女がピックアップを行って欲し
い時間範囲（すなわち、５分以内）に対する数を入力して、「Ｓｅａｒｃｈ」ボタン１１
２２をクリックする。顧客は、ボタン１１２０をオンにすることによって距離検索を作動
させることにより、距離１１１４で検索を実行するオプションも提供され得る。一旦、オ
ンにすると、顧客は、彼／彼女がシステムに検索を実行させたい距離の範囲に対する数を
入力して（すなわち、２．０マイルで対象体を検索する）、「Ｓｅａｒｃｈ」ボタン１１
２２をクリックし得る。パラメータ検索オン／オフスイッチ１１１６、１１１８、１１２
０を使用して、顧客は、検索パラメータ１１１０、１１１２、１０１４の１つ、２つまた
は全部に基づく検索だけを行うことを選択し得る。図１１Ｂに見られるように、システム
は次いで、ユーザーまたは顧客１１３０（例えば、Ｃ１）を、数１１１０、時間１１１２
、および／または距離１１１４によって事前に設定された検索パラメータの範囲内である
とシステムによって識別された対応可能なサービス提供者（例えば、ＳＰ１～ＳＰ１０）
の彼／彼女のプールと共に、ＧＵＩ　１１０２の電子地図表示上に表示する。検索パラメ
ータの結果は、検索によって生じた地理的ゾーン（すなわち、ゾーン１１２４、ゾーン１
１２６、およびゾーン１１２８）として表示され得る。例えば、時間１１１２による検索
の結果はゾーン１１２６（例えば、５分のパラメータの範囲内）によって表され、図のよ
うに、時間および／または距離検索パラメータと合致しているＤＳＰデータベースからの
１人の対応可能なサービス提供者（例えば、ＳＰ９）だけを識別および表示し、他方、あ
るサービス提供者は時間および／または距離パラメータの外側である（例えば、ＳＰ１（
１１３２）、ＳＰ２（１１３４）、ＳＰ３（１１３６）、ＳＰ４（１１３８）、ならびに
ＳＰ８およびＳＰ１０）。同様に、その表示は、４人の対応可能なサービス提供者（例え
ば、ＳＰ５、ＳＰ６、ＳＰ７、およびＳＰ９）が、顧客によって設定された時間および距
離の両方の制限またはパラメータの範囲内であると識別されていることを示す。再度、本
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明細書で説明するとおり、対応可能なサービス提供者が、サービス関連要因を表すインジ
ケータと共に表示され得る。顧客は次いで、表示されたサービス提供者の１人を選択する
か、または代替として、検索パラメータを変更して（すなわち、時間および／または距離
を変更する）変更された結果を取得するオプションを有し得る。加えて、顧客は、ＤＳＰ
ボタン１１０６の動作を停止させるか、またはオフにして、システムに、カスタマイズさ
れたフォーマットまたは方法でデータベース１０８内に格納された他のサービス実体から
対応可能なサービス提供者を検索させるオプションを有し得る。
【０１４１】
　図１１Ｃ～図１１Ｄを参照すると、アプリケーションプログラムインタフェースの表示
を示している例示的なモバイルプラットフォームまたはリモートコンピューティング装置
が示されており、ここで、顧客は、ＤＳＰ検索機能の動作を停止するか、またはオフにし
て、顧客が、データベース全体内に格納されたサービス提供者を有するサービス実体の１
つ以上の特定のものを検索し得る、カスタマイズされたか、またはカスタマイズ可能な検
索フォーマットを可能にする。この実施形態では、図１１Ｃ～図１１Ｄに示されるように
、顧客は、ＤＳＰボタン１１０６の動作を停止させるか、またはオフにすると、例えば、
図１１Ｃに示されるように、顧客が、対応可能なサービス提供者に対して自分の検索をカ
スタマイズできる１つ以上のサービス実体１１４２を識別するために、ＧＵＩ　１１０２
の電子地図表示上に表示されたドロップダウン検索メニュー１１４０が提供され得る。そ
れに応じて、顧客は、メニュー１１４０内にリストされた追加のサービス実体１０４２の
１つ以上または全部をクリックまたは選択し得る。すなわち、顧客は、あるサービス実体
を、それらの１つ以上をメニュー１１４０から選択しないことにより、彼／彼女の対応可
能なサービス提供者の検索から除外することを選択し得る。顧客の検索パラメータ１１１
０、１１１２、１１１４、およびあるサービス実体１１４２の顧客の選択に基づき、また
はそれらに従い、図１１Ｄに示されるように、新しい検索結果が表示され得る。ある実施
形態では、それぞれのサービス実体１に対する１つ以上の入力は、かかるサービス実体１
のそれぞれのアプリケーションをオープン／起動するように機能し得る。
【０１４２】
　図１１Ｄに示されるように、ユーザーまたは顧客１１３０の表示は次いで、数１１１０
、時間１１１２、および距離１１１４（図１１Ａ）によって事前に設定された検索パラメ
ータの範囲内であるとシステムによって識別された対応可能なサービス提供者（すなわち
、ＳＰ１～ＳＰ１０）の彼／彼女のプールの表示と共に、ＧＵＩ　１１０２の電子地図表
示上に表示され得る。検索パラメータは任意選択として、検索の結果として地理的ゾーン
（すなわち、ゾーン１１２４、ゾーン１１２６、およびゾーン１１２８）によって反映さ
れるか、または表され得る。例えば、時間による検索（例えば、５分のパラメータの範囲
内）の結果はゾーン１１２８として表されて、選択されたパラメータの範囲内で表示され
た追加のサービス実体から少なくとも４人のサービス提供者（すなわち、ＳＰ７（１１４
８）、ＳＰ８（１１５０）、ＳＰ９（１１５２）、およびＳＰ１０（１１５４））を識別
し得るが、他方、１人の対応可能なサービス提供者（すなわち、ＳＰ１０（１１５４））
だけが距離に基づくゾーン１１２６の範囲内であるとして識別される。すなわち、図のよ
うに、要求された１０人の対応可能なサービス提供者について、対応可能なサービス提供
者のうちの４人（すなわち、ＳＰ７（１１４８）、ＳＰ８（１１５０）、ＳＰ９（１１５
２）、およびＳＰ１０（１１５４））が、ユーザーまたは顧客１１３０によって設定され
た時間および／または距離パラメータに合致するとして表示されているが、ＳＰ１（１１
３２）、ＳＰ２（１１３４）、ＳＰ３（１１３６）、ＳＰ４（１１３８）、ならびにＳＰ
５（１１４４）およびＳＰ６（１１４６）は依然として時間および距離パラメータの範囲
外である。ここでも、対応可能なサービス提供者は、本明細書で説明するようにサービス
関連要因を表す表示と共に表示され得る。顧客は次いで、表示されたサービス提供者の１
人を選択するか、または代替として、検索パラメータをさらに変更して（すなわち、時間
および／または距離を変更する）変更された結果を取得するオプションを有する。任意選
択として、顧客１１３０はいつでも、トグル、スイッチを切り替えるか、またはＤＳＰボ
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タン１１０６をオンに戻して、対応可能なサービス提供者のＤＳＰデータベース全体から
対応可能なサービス提供者を再度、検索し得る。
【０１４３】
　次に図１２を参照すると、図１１Ｄに示されている例示的なモバイルプラットフォーム
またはリモートコンピューティング装置が示されており、さらに本発明に関する開示の例
示的な実施形態に従い、表示されているサービス提供者の少なくとも２人に対するサービ
ス関連要因を表現しているインジケータを示す。図のように、図１２は、インタフェース
上に提供される１つ以上の検索パラメータに対する顧客による入力に応答した例示的なイ
ンタフェース１１０６を示す。この図では、顧客Ｃ１は、自分のタイプのサービス要求に
対して対応可能な潜在的なサービス提供者を検索するために自分の検索パラメータを事前
に設定している。潜在的に対応可能なサービス提供者の検索に加えて、本システムは、現
在、同じタイプのサービスを要求していて、その現在位置がこの顧客によって事前に設定
された検索パラメータの範囲内にある他の対応可能な顧客の検索を実行し得る。顧客は好
ましくは、３つの検索パラメータを有し、それらから彼／彼女は検索パラメータの１つ以
上または任意の組合せの使用を選択できる。顧客は、彼または彼女が交渉したいサービス
提供者の数で、サービス提供者が顧客のところに到着するのにかかる時間、および／また
はサービス提供者が顧客から離れている距離で、検索を実行するオプションを有する。図
のように、顧客は次いで、電子地図表示１１０６上の時間および距離の両方によって事前
に設定されたパラメータの範囲内でシステムによって識別された対応可能なサービス提供
者の彼／彼女のプール、ならびに時間、距離および数による検索によって生じる地理的ゾ
ーンを見る。顧客Ｃ１は、インジケータ１２０２、１２０４の１つ以上のセット（例えば
、それぞれ「ＦＰＴ　ＴＭＰ２１；１００％；＄９５；５％；＄５；ＥＴＡ：５Ｍｉｎ」
および「ＦＰＴ　ＴＭＰ２１；９５％；＄８５；８％；＄６；ＥＴＡ：４Ｍｉｎ」を示す
）を介して、インタフェース１１０６上に表示されたサービス提供者情報も見得、彼／彼
女は輸送サービス「ＦＴＰ」に対するお気に入りサービス提供者であること、および彼／
彼女はサービス要求内で要求された経路を１００％または９５％熟知していることを意味
する。彼／彼女の提示された価格は＄１１５または＄８５であり、それは既定の価格より
５％または８％（すなわち、＄５または＄６）高く、サービス要求の位置までの彼／彼女
のＥＴＡは５分または４分である。サービス提供者インジケータ情報に追加して、顧客が
、例えば、サービス提供者の価格提示に関して、異なる動作を実行するのを可能にする様
々な動作ボタンもあり、チェックマークのあるボタンを押すか、またはクリックすると、
顧客がこのサービス提供者との最終価格を受け入れるのを可能にする（例えば、Ｘボタン
を押すか、またはクリックすると、顧客がこのサービス提供者を拒否するのを可能にし、
両方向矢印ボタンを押すか、またはクリックすると、顧客がそのサービス提供者と需給情
報を交換するのを可能にし、「Ｐ／Ｃ」ボタンを押すか、またはクリックすると、顧客が
価格提示を行うか、またはサービス提供者によって提示された価格に反論するのを可能に
する、など）。自分の価格提示を行うか、またはサービス提供者の価格提示に反論するた
めに、顧客はまず、金額を右端の入力ボックスに入力して交渉プロセスを開始し、次いで
「Ｐ／Ｃ」ボタンを押すか、またはクリックする。当業者は、図１２に示すインタフェー
スは例示のみを目的としており、本明細書で示すインタフェースに対して他の変形形態が
あり得ることを理解するであろう。
【０１４４】
　本発明の実施形態は、改善されたユーザーインタフェースおよび転換可能なユーザーア
プリケーションを提供することが理解されるであろう。ユーザーは、モバイル装置の小さ
なディスプレイ画面上で転換可能ユーザーアプリケーションの様々なオプションを迅速か
つ効率的に進み、１つ以上の企業実体に関する情報を効率的に収集して、取引のためにそ
の１つを選択できる。携帯電話はまだ、コンピュータと比較すると比較的小さい画面を有
しているが、それでももっと総合的なタスクをさらに迅速かつ良好に実行できるようにな
っているので、ユーザーが異なるタスクまたはウィンドウの間を容易にナビゲートするか
、または切り替えるのを可能にし、かつユーザーが最小限のタッチ、クリック、または移
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動で可能な限り多くの情報を取得するのを可能にする、かかるユーザーフレンドリーな特
徴は、高度に有利である。
【０１４５】
　ある実施形態では、ユーザーインタフェースの様々な改変が提供され得る。例えば、ド
ロップダウンメニューが、本明細書で説明するユーザーインタフェースに提供され得る。
任意のフィルタ、スイッチ、および他のフレームのテキストが層状にでき、異なるサイズ
または透明度における変化を有し得る。さらに他の実施形態では、ユーザーがディスプレ
イにタッチしていない場合、ディスプレイは標準表示に自動的に戻るように構成され得る
。さらに他の実施形態では、テキスト、ドロップボックス、ロゴなどの表示は、透明度に
おいて変化するように構成され得る。
【０１４６】
　本明細書で説明する転換可能ユーザーアプリケーションのユーザーは、別のアプリケー
ションをオープンするために１つのアプリケーションを終了する必要はないことが理解さ
れるであろう。代わりに、ユーザーは単に、すべて単一の転換可能ユーザーアプリケーシ
ョンを終了することなく、転換可能ユーザーアプリケーションを切り替えて、バックエン
ドソフトウェアを共有している他の接続された企業実体と関連付けられた１つ以上アイコ
ン、ブランド、または名前を選択することができる。
【０１４７】
　ある実施形態では、ユーザーが検索条件を追加する（例えば、ＤＳＰをオン／オフにす
る）と、彼／彼女は直ちに、増減する何人かのドライバーを見得る。上で例示して説明す
るように、ユーザーによって選択された様々な調整可能なパラメータに対応するグラフィ
カル表示が表示され得るが、ユーザーによって選択されていない他の調整可能な検索パラ
メータは起動されていない状態のままである。
【０１４８】
　ある実施形態では、ディスプレイは、ユーザーがタッチスクリーンを介したスワイプ動
作を使用して、異なるフレームまたは層の間で容易に切り替えるのを可能にするように構
成され得る。他の実施形態では、ユーザーが、テキスト、ボックス、ドロップボックス、
ラジオボタン、ロゴ、絵、画像などをタッチするか、選択するか、またはクリックすると
、ユーザーは、ポップアップメッセージまたは別個のフレーム／ウィンドウ内にメッセー
ジを受信し得、それをユーザーはタッチ、選択、およびクリックして、転換可能ユーザー
アプリケーションに、別のフレーム、ウィンドウ、アプリケーションのオープンなどの、
別の機能を実行するように指示できるか、またはユーザーが特定の製品もしくはサービス
を比較または購入するのを可能にできる。ユーザーがタッチ、選択、スクロール、または
クリックすると、表示されているテキストが強調表示され得る。ある実施形態では、ユー
ザーのコンピューティング装置は、製品もしくはサービスを選択または購入する際にユー
ザーの生産性および効率性を最大限にするために、容易に記録されたか、または自動的に
認識、調整および実行されたパターンを学習および認識するように構成され得る。さらに
他の実施形態では、本システムは、ユーザーの次のステップを予測でき、その予測により
、例えば、ユーザーがボタン、画像、またはテキストをクリックする前にアプリケーショ
ンの次のフレームまたはウィンドウをオープンすることなど、を実行する。
【０１４９】
　本明細書で説明する転換可能ユーザーアプリケーションのユーザーは、他の接続実体か
ら製品およびサービスを見るために各接続実体で登録する必要はないことが理解されるで
あろう。特定の商品またはサービスを探している消費者が、複数のアプリをダウンロード
して複数の企業実体と、または複数の企業実体と提携しているサービス提供者と接続する
のは時間がかかり得る。ユーザーは、もっと多くのアプリに適合させるために自分の画面
を新しいブランク画面または部分的に埋まった画面まで頻繁にスワイプする必要があり、
あるアプリに関して忘れ得るか、または、自分の電話上で同時に多くのアプリを実行して
いるためにバッテリーをさらに急速に使い果たし得る。シングルサインオン（例えば、単
一のユーザー名およびパスワードで）はユーザーに１つのダウンロード可能なアプリを介
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して全ての接続実体へのアクセスを与えることができるので、本発明は追加として、これ
らの問題に対処する。
【０１５０】
　ここで図１３Ａ～図１４Ｂを参照すると、本発明の実施形態をオンライン電子商取引の
文脈で使用するためのシステムおよび方法がここで説明される。本明細書で説明する転換
可能ユーザーアプリケーションは、例えば、自社のブランドを構築することを欲する小規
模、中規模、またはスタートアップの会社によって利用され得る。今日の電子商取引業界
では、企業は典型的には、広告スペースを購入し、かつ／またはそのブランドを宣伝する
ためにお金を使う必要があるので、ブランドの構築は費用がかかり得る。少数の巨大な電
子商取引企業によって占められている電子商取引マーケットでは、中小の電子商取引企業
のためのスペースはほとんどない可能性がある。中小の電子商取引企業は従って、自社の
ブランドを宣伝するための十分な能力がなく、自社の製品を宣伝するのを諦める。追加と
して、前述のとおり、オンライン購入ウェブサイトおよびマーケティング会社は多くの場
合、自分自身のブランドの宣伝により興味があり、製品を宣伝している間、その企業実体
のロゴまたは名前を最小限に抑え得る。本発明は、小規模電子商取引企業が自社のブラン
ドを宣伝して、自社のブランド／ロゴを表示する、自社のフロントエンドをもつ転換可能
ユーザーアプリケーションをダウンロードする消費者とのしっかりとした接触を確立する
のを可能にする。このようにして、小規模な電子商取引企業は、巨大／大規模な電子商取
引企業とより良く競争できる。本発明は、小規模な電子商取引企業が顧客基盤およびブラ
ンド知名度を構築するのを支援しながら、その企業の範囲またはリーチを拡大する。
【０１５１】
　図１３Ａに示すように、それぞれ、企業実体１～８と関連付けられた、様々な電子商取
引転換可能ユーザーアプリケーションＡ～Ｈが提示され得、ユーザーがそれらのアプリケ
ーションをダウンロードするアプリストア、例えば、Ａｐｐｌｅ（登録商標）のアプリス
トア、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）のアプリストア、または他のアプリストアなど、内でダ
ウンロードのために対応可能である。転換可能ユーザーアプリケーションＡ～Ｈは、前述
のとおり、それらそれぞれの転換可能ユーザーアプリケーションのそれらそれぞれのフロ
ントエンドを通してそれらそれぞれの会社ブランドまたはロゴを（概略的に「Ａ」、「Ｂ
」、「Ｃ」などと）表示し、共有バックエンドを通して相互に接続されている。アプリは
、アプリストアにオンラインでアクセスするコンピューティング装置のディスプレイ画面
１３００上に示され得る。好ましい実施形態では、ソフトウェア会社は共有バックエンド
（さらに以下で説明）を収容し得、それは追加として、商品またはサービスの提供に関与
することもあれば、しないこともある。
【０１５２】
　図１３Ｂに示すように、ユーザーは、図１３Ａのアプリストア表示から企業実体１（図
を簡単にするために「Ａ」として概略的に示されているブランド／ロゴを有する）を選択
して、企業実体Ａの転換可能ユーザーアプリケーションを彼または彼女のコンピューティ
ング装置１３２８にダウンロードしている。アイコン１３３０がユーザーの装置１３２８
上に表示されて、企業実体１のロゴ「Ａ」を示している。
【０１５３】
　図１３Ｃに示すように、ユーザーはロゴ「Ａ」をクリックして企業実体Ａの転換可能ユ
ーザーアプリケーションを起動し、トグルまたはスイッチ１３１６を「ｏｎ」位置にして
いる。企業実体Ａのいくつかのタイプの椅子１３１７Ａ、１３１７Ｂ、１３１７Ｃがユー
ザーインタフェース１３１８上でユーザーに対して表示されており、それぞれのボックス
１３２０Ａ、３１２０Ｂ、１３２０Ｃにチェックを入れることにより選択され得る。ある
実施形態では、ユーザーは、インタフェース１３１８を見る前に、「椅子」をキーワード
検索ボックス１３１９（図１３Ｄ）に入力している可能性がある。トグル１３１６が「ｏ
ｎ」位置にあるので、他の接続されたサービス実体の商品は表示されない。
【０１５４】
　図１３Ｄに示すように、ユーザーはトグル１３１６を「ｏｆｆ」位置に移動し、従って
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、顧客アプリケーションプログラムインタフェースを転換して、検索を、その商品と関連
付けられているバックエンドデータベース内に格納された他の企業実体に拡張している。
ユーザーは、３つのタイプの椅子、車で略１５分以内、１０マイル以内に位置して、少な
くとも「９」の格付け、少なくとも三つ星の認証を有する椅子だけを見たいので、調整可
能な検索パラメータ１３１０、１３１２、１３１４、１３４０、１３４２、１３４４にも
入力している。図のように、ユーザーインタフェース１３４６は、接続されている企業実
体２（ロゴ「Ｂ」と共に）、企業実体３（ロゴ「Ｃ」と共に）、および企業実体４（ロゴ
「Ｄ」と共に）のそれぞれの椅子を表示している。ユーザーは同様に、それぞれのボック
ス１３４８、１３５０、１３５２をクリックして選択を行い得る。ユーザーはこのように
して電子商取引に参加し、自分の電話にダウンロードした単一の転換可能ユーザーアプリ
ケーションを通して複数の企業実体に接続できることが理解されるであろう。ある実施形
態では、ユーザーは企業実体Ａのアプリを使用しているので、ユーザーが企業実体Ｂの製
品または企業実体Ｃの製品を購入する場合、企業実体Ａは利益の分け前または一部を得る
権利があり得る。他の実施形態では、接続している企業実体は、開始した取引の分け前を
受け取ることなく相互に参照し得る。企業実体Ａはそのアプリをユーザーの電話上に有し
ているので、ユーザーは、その転換可能ユーザーアプリケーションを起動するたびに、ロ
ゴ／ブランドＡを見ることになり、これは、そのユーザーに関しては企業実体Ａのブラン
ド知名度を向上させて、そのユーザーとより直接的な関係を確立することが理解されるで
あろう。ユーザーが最終的に、自分は企業実体Ｃの方を好み、「Ａ」とはもう取引をした
くないと判断する場合、かかるユーザーは単に「Ｃ」に対する転換可能ユーザーアプリケ
ーションをアプリストアからダウンロードし得、そのため彼／彼女がそのアプリを起動す
ると、彼／彼女は最初にＣの製品またはサービスを見る。
【０１５５】
　図１３Ｅを参照すると、ユーザーはトグル１３１６を「ｏｆｆ」位置に移動し、従って
、顧客アプリケーションプログラムインタフェースを変換して、検索を、特定のサービス
（例えば、キーワードボックス１３１９に入力されたレストラン）と関連付けられている
バックエンドデータベース内に格納された他の企業実体に拡張している。ユーザーは、車
で略１５分以内で、１０マイル以内に位置している、３つのタイプのレストラン（サービ
ス提供企業実体）で、少なくとも「９」の格付け、および少なくとも三つ星の認証を有す
るレストランだけを見たいので、調整可能な検索パラメータ１３１０、１３１２、１３１
４、１３４０、１３４２、１３４４にも入力している。図のように、ユーザーインタフェ
ース１３４６は、接続されている企業実体５（ロゴ「Ｅ」と共に）、企業実体６（ロゴ「
Ｆ」と共に）、および企業実体７（ロゴ「Ｇ」と共に）のそれぞれのレストランを表示し
ている。ユーザーは同様に、それぞれのボックス１３４８、１３５０、１３５２をクリッ
クして選択を行い得る。インジケータは、ユーザーの好みに従い、各企業実体に関して表
示され得ることが理解されるであろう。
【０１５６】
　ユーザーは複数のアプリを登録する必要がなく、代わりに、自分のスマートフォンまた
は別の装置にダウンロードした単一の転換可能ユーザーアプリケーションを起動すること
により、内在する複数のアプリのコンテンツを見て、使用できることが理解されるであろ
う。かかる機能は、必要とする商品（複数可）またはサービス（複数可）に対して予約ま
たは支払いを行う際にユーザーの時間および努力を節約して、企業実体がより良くサービ
スを提供して自社の顧客基盤を保持し、既存のクライアントから追加の収益を得て、他の
企業実体のクライアントから追加のビジネスを得るのを可能にする。
【０１５７】
　本発明の電子商取引実施形態は、顧客のニーズに応じて（例えば、ユーザーが、時間お
よび距離的に近くで、商品またはサービスを直接、望むか、または必要とする場合）前述
のように地図ＡＰＩを利用することもあれば、しないこともある。距離が主要な要件では
ない（例えば、調整可能な検索パラメータの１つとして選択されていない）場合、地図は
必要なさそうである。本発明は、異なるアプリケーションを、他の企業実体によって共有
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されるバックエンドソフトウェアを制御する「ＤＳＰ」、「主要な」、「重要な」、また
は「中枢」サービス実体によって配信された、１つの主要な転換可能ユーザーアプリケー
ションに能率化することが理解されるであろう。たとえＤＳＰが輸送業界で使用されても
、本明細書で説明する「ＤＳＰ」は、他の商品またはサービスの提供を意味すると解釈で
きる。電子商取引の転換可能ユーザーアプリケーションのバックエンドは好ましくは、バ
ックエンドおよびフロントエンドをサポートするサーバーならびに全ての他の必要なソフ
トウェアおよびハードウェアをホストするソフトウェア会社である。
【０１５８】
　ある実施形態では、接続している企業実体は、相互に、および／またはバックエンドを
制御している企業実体もしくはテクノロジー会社と契約するのを可能にして、それらの接
続している企業実体のいずれが顧客に表示され得るかに関して相互に他を制限し得る。例
えば、ある実施形態では、会社Ａが、会社Ｃが会社Ａの顧客に対して表示されるのを制限
する場合、会社Ａも、会社Ｃの顧客に対して表示されるのを制限され得る。他の実施形態
では、かかる制約は一方向であり得るか、または、企業実体間の追加の契約の有無にかか
わらず、１つ以上の所定の規則によって決定され得る。
【０１５９】
　他の実施形態では、同じバックエンドを共有している複数の会社のうちの特定の１つが
特性の顧客にサービスを提供することができない場合、その会社は自動的にその顧客の要
求を、同じバックエンドを共有している別の接続会社に差し向け得る。
【０１６０】
　ある実施形態では、接続会社がサービス業界（例えば、ホテル、レストランなど）であ
る場合、かかる会社は、顧客がそれらの会社との将来の接触を直接、開始しない限り、接
続会社を通してそれらが取引を行った顧客と将来の接触を開始するのを制限され得る。
【０１６１】
　共有バックエンドアプリケーションを使用すると、会社がサービスを提供していない地
域の顧客にサービスを提供する恩恵を会社に与え得ることが理解されるであろう。この地
域は、特定の地域、市、郡、地区、州、省、国、大陸など、であり得る。その会社は、た
とえその特定の地域で営業していなくても、サービスを顧客に差し向けることから利益を
得得る。これは、顧客が会社に対するその忠誠心を維持できるようにし、会社が紹介から
受動的に利益を得るのを可能にする。
【０１６２】
　図１４Ａを参照すると、単一のテクノロジー会社が、サーバー１４０２上の記憶媒体１
４０６内のバックエンドソフトウェアコードベース１４０８を収容して制御するタスクを
課せられ得る。かかるバックエンドは、多数の業界における商品およびサービスを統合す
るデータベースであり得る。例えば、企業実体Ｉは、中小企業実体ＪおよびＫに接続され
た大規模なレストランであり得、その中小企業実体もレストランである。企業実体Ｌは、
中小企業実体ＭおよびＮに接続された大規模なディスパッチャ輸送会社であり得、その中
小企業実体もディスパッチ会社である。かかる実施形態では、テクノロジー会社は、バッ
クエンド１４０８のレストラン部分を企業実体Ｉと共有し得、企業実体Ｉは次いで、企業
実体ＪおよびＫと共有する。テクノロジー会社は同様に、バックエンド１４０８のディス
パッチ部分を企業実体Ｌと共有し得、企業実体Ｌは次いで、企業実体ＭおよびＮと共有す
る。他の実施形態では、図１４Ｂに示すように、単一のテクノロジー会社は、中間の「ハ
ブ」または主要な「企業」実体なしで、全ての企業実体Ｉ～Ｎに直接接続され得る。
【０１６３】
　ある実施形態では、共有バックエンドを制御するテクノロジー会社は、接続している企
業実体と関連付けられた特定の転換可能ユーザーアプリケーションのフロントエンドを作
成するタスクを課せられ得－これは、接続している企業実体が、それ自身の個別のアプリ
ケーションを最初に設計して起動するそのコストを最小限にするのを可能にする。
【０１６４】
　他の実施形態では、多数のフランチャイズ（例えば、異なる会社）を所有する企業は、
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そのアプリケーションおよび共有バックエンドがそのフランチャイズだけに接続するのを
可能にし得、そして他の接続会社を遮断し得る。さらに他の実施形態では、接続会社は「
中枢」が全ての会社のデータにアクセスして、「中枢」自身のアプリによって直接、使用
および共有するのを可能にし得る。他の実施形態では、中枢は、他の会社を下請け業者と
して利用し得る。主要な実体またはテクノロジー会社はバックエンドソフトウェアを制御
し、他方、各企業実体と関連付けられた各転換可能ユーザーアプリケーションのフロント
エンドは、個々の企業実体のニーズを満足する必要に応じて、調整／カスタマイズできる
ことが理解されるであろう。
【０１６５】
　ある実施形態では、転換可能ユーザーアプリケーションは、多数の他の業界で使用され
得るが、１人以上のサービス提供者の有無にかかわらず、例えば、旅行サービス実体（例
えば、ホテル、集合住宅、および不動産会社）、運送実体、レストラン、映画館、劇団、
空輸、配管会社、電気会社、または任意の形のサービスもしくはエンターテインメントを
提供する実質的に任意のグループ／組合／会社／実体など、位置に直接関連しているか、
または位置に間接的に関連している商品もしくはサービスに限らない。
【０１６６】
　さらに他の実施形態では、転換可能ユーザーアプリケーションは、ユーザーが、サービ
スを注文する前に、自分の好みを事前に設定するのを可能にするように構成され得る。か
かる事前に設定された好みは、オンおよびオフされ得る。本明細書で説明する調整可能な
検索パラメータは、直接的または間接的な好みを伴い得る（例えば、顧客は、それが非常
に遠く離れていない限り（例えば、オンラインで商品を購入する場合に別の国）、企業実
体の位置を気にしない可能性がある）。
【０１６７】
　現在の技術水準では、個々の自動車サービス会社に対して様々なアプリケーションを使
用する場合、ユーザーがそのサービスの１つを比較または使用したければ、関連するアプ
リケーションの全てをダウンロードする必要があることが理解されるであろう。本発明に
よれば、ユーザーは、１つの転換可能ユーザーアプリケーションをダウンロードして、単
一のアプリケーション内でこれらの自動車サービス実体の全部にアクセスできる。
【０１６８】
　本明細書で開示する本発明の実施形態を使用すると、ユーザーが電子商取引を使用して
特定の映画のチケットを購入したい場合、そのユーザーは、上映時間、対応可能な座席、
特定の映画館までの距離、適用可能な割引、場所、および格付けに基づき、特定の映画を
検索できることが理解されるであろう。顧客の好ましいアプリケーションはまず、その可
用性および任意の他の要件を示す。顧客が満足しないか、またはパラメータがユーザーの
要求と一致しない場合、アプリケーションは追加の映画館を示すことができる。
【０１６９】
　本明細書で採用される語句および用語は説明を目的としており、制限ではないことが理
解されよう。本発明に関する開示は、様々な好ましい実施形態を参照して示されて説明さ
れているが、当業者は、クレームによって定義されるように本発明に関する開示の精神お
よび範囲から逸脱することなく様々な変更および／または修正が行われ得ることを容易に
理解するであろう。本明細書で説明する任意の例示的な実施形態は例証にすぎず、本開示
の精神からも添付のクレームの範囲からも逸脱することなく、多くの変形を取り入れるこ
とができる。例えば、異なる例示的な実施形態の要素および／または特徴は相互に組み合
わされ、かつ／または相互に置き換えられ得る。本発明に関する開示の範囲は、従って、
以下のクレームによってのみ定義されるべきであり、多数の変更は、本発明に関する開示
の精神および原理から逸脱することなく、かかる詳細に行われ得ることが当業者には明ら
かであろう。
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【要約の続き】
自身のブランドを維持するのを可能にする。
【選択図】図１０Ｃ
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